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令和 5. 4. 1 

 ・土木部に建築課を設置 

 ・土木部に住宅課を設置 

 ・建築行政部門を土木部から分離し建築部を創設（建築課・企画課・住宅課・営

   繕課の４課） 

 ・企画課を建築管理課に改称 

 ・営繕課から設備部門を分離し建築設備室を設置 

 ・建築管理課から県営住宅管理部門を分離し住宅管理室を設置 

 ・土木部都市計画課、公園下水道課を建築部に移管。同部を建築都市部に改称 

 ・建築管理課の宅地建物取引業、建設業指導業務等を建築課に移管 

   建築管理課を建築都市管理課に、建築課を建築指導課に改称 

 ・建築課の再開発事業、開発規制業務を都市計画課に移管 

 ・住宅課の建替改善業務を住宅管理室に移管、住宅管理室を住宅管理課に改称 

 ・建築設備室を建築設備課に改称 

 ・流域下水道那珂管理事務所を廃止 

 ・流域下水道の管理を(財)福岡県下水道公社に委託 

 ・都市計画課及び公園下水道課を都市計画課、公園街路課及び下水道課の３課体

   制に再編整備 

 ・県営住宅管理業務を住宅供給公社に委託(一部平成元年7月1日より) 

 ・福岡公園事務所を廃止 

 ・福岡土木事務所に建築指導課を設置し、各土木事務所の建築課を建築指導課に

   改称 

 ・主要５土木事務所(福岡・久留米・北九州・飯塚及び那珂)の建築指導課を２係

   制とし、建築宅建業係及び建築審査係を新設 

 ・建築指導課を宅建業係、建設業係、企画係、建築指導係及び建築審査係の５係

   に再編整備し、建築指導課、住宅課及び営繕課関連業務の権限を大幅に主要５

   土木事務所等に移譲 

 ・大牟田土木事務所建築指導課を廃止 

 ・柳川土木事務所建築指導課に旧大牟田土木事務所建築指導課の業務を移管 

 ・住宅課の県営住宅業務を住宅管理課に、宅地等造成業務を営繕課に移管 

 ・営繕課と建築設備課を統合し営繕設備課を設置 

 ・建築都市管理課を建築都市総務課に、住宅課を住宅計画課に、住宅管理課を県

   営住宅課に改称 

 ・県下15土木事務所が11県土整備事務所と４支所（柳川、行橋、前原、宗像）と

  され、出先建築指導課を11設置（南筑後のみ柳川支所に設置） 

 ・北九州及び那珂県土整備事務所建築指導課に工事係を新設 

 ・那珂県土事務所建築指導課の建設宅建業係を廃止 

 ・建築都市総務課の契約係を改組し、同課に契約室を設置 

・都市計画課に盛土規制係を新設 
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令和 7. 4 .8 ・都市計画課から開発・盛土部門を分離し開発・盛土指導課を設置 
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２ 建築都市部組織図             

（令和 7 年 4 月 8 日現在） 

 建築都市部         建 築 都 市 総 務 課   総 務 係        流 域 下 水 道 事 務 所               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 予算・重点第一係   

 予算・重点第二係   福 岡県土整備事務所  建築指導課   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 久留米   〃         〃  

 契 約 室   南筑後県土整備事務所  

          柳川支所  建築指導課   

 都 市 計 画 課   行 政 係        

 

 

 

 

 

直 方県土整備事務所  建築指導課  

 

 

 

 

 

 

 

 都 市 政 策 係       京 築    〃           〃  

 計 画 係       朝 倉    〃           〃  

 市街地整備係  八 女    〃           〃  

     北九州    〃           〃  

 開発・盛土指導課   指 導 係       田 川    〃           〃  

  盛 土 規 制 係       飯 塚     〃           〃  

 開 発 第 一 係       那 珂     〃           〃  

 開 発 第 二 係        

   

 建 築 指 導 課   宅 建 業 係       

 

 

 

 

 建 設 業 係        

 企 画 係       
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 街 路 係       
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 公共下水道係  

 流域下水道係  

 

 住 宅 計 画 課   民 間 住 宅 係        
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 建 替 改 善 係       

 住 宅 設 計 係       

 

 営 繕 設 備 課   営 繕 計 画 係        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設 計 係       

 学 校 設 計 係       

 造 成 係       

 電 気 設 備 係       

 機 械 設 備 係       
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３ 所管事務の概要            

（令和 7 年 4 月 8 日現在） 
 

課（室）・出先機関 事    務    の    概    要 

建 築 都 市 総 務 課 

 

 ・建築都市部に係る組織、人事、予算事務の総括 

 ・建築都市行政の総合企画調整、広報、部内各課及び出先機関の連絡調整 

 契 約 室  ・建築都市部に係る工事の契約事務、検査等 

都 市 計 画 課 

 

 

 

 

 ・都市計画法に基づく都市計画の決定、協議、都市計画事業の認可 

 ・土地区画整理法に基づく土地区画整理事業、都市再開発法に基づく市街地  

再開発事業 

 ・景観法、美しいまちづくり条例の施行、花による美しいまちづくりに係る 

  事務 

 ・福岡県屋外広告物条例に基づく屋外広告物及び屋外広告業の規制 

開 発 ・ 盛 土 指 導 課  ・都市計画法に基づく開発行為等の規制 

・租税特別措置法に基づく優良宅地・優良住宅の認定 

・宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査及び区域指定並びに宅地 

造成等工事の規制 

建 築 指 導 課 

 

 

 

 

 

 

 ・宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業の免許、宅地建物取引士の登録及

び指導監督 

 ・建設業法に基づく建設業の許可及び指導監督 

 ・建築士法に基づく建築士の免許の登録及び建築士事務所の登録 

 ・建築物の耐震改修の促進 

 ・福岡県福祉のまちづくり条例に係る建築物の整備 

 ・建築基準法に基づく建築物の建築等に関する審査及びその調整等 

公 園 街 路 課 

 

 ・都市公園法に基づく公園及び緑地の整備及び維持管理 

 ・都市計画区域の道路整備  

下 水 道 課 

 

 ・下水道法等に基づく下水道施設の整備 

 ・(公財)福岡県下水道管理センターに関する事務 

住 宅 計 画 課 

 

 

 

 ・福岡県住生活基本計画等に基づく住宅政策の総合企画及び調査 

 ・市町村の公営住宅、改良住宅等の整備助言 

 ・地域優良賃貸住宅、高齢者向け住宅の供給の促進、長期優良住宅の普及 

 ・福岡県住宅供給公社、(一財)福岡県建築住宅センターに関する事務 

県 営 住 宅 課 

 

 

 ・県営住宅の管理、家賃等滞納整理 

 ・県営住宅の維持保全、建替改善等 

 ・県営住宅の調査、設計等 

営 繕 設 備 課 

 

 ・県の庁舎、学校等の県有施設に係る建築工事及び設備工事の調査、設計及び

積算等 

流 域 下 水 道 事 務 所 

 

 

 

 ・流域下水道施設の整備(①御笠川那珂川流域下水道 ②多々良川流域下水道

③宝満川流域下水道 ④宝満川上流流域下水道 ⑤筑後川中流右岸流域下水

道 ⑥遠賀川下流流域下水道 ⑦矢部川流域下水道 ⑧遠賀川中流流域下水

道） 

県土整備事務所 

建築指導課  

（南筑後のみ 

柳川支所建築指導課） 

 ・建築基準法、建築士法、宅地建物取引業法、建設業法に基づく事務 

 ・福岡県福祉のまちづくり条例に基づく事務 

 ・建設リサイクル法に基づく事務 

 ・県営施設の建築工事及び委託を受けた建築工事の監督（北九州、那珂のみ） 
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４ 職 員 数 

                                                      (令和 7 年 4 月 8 日現在) 

                 職 種 

 

  所 属               

 

事 務 

 

技    術  

労 務 

 

 

計 

 
 

土 木 

 

建 築 

 

電 気 

 

機 械 

 

林 業 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庁 

 

 

 

 

建築都市総務課  

 

(部長・技監・次長を含む) 

 

  ２６ 

 

 

   ２ 

 

 

   ６ 

 

 

   ２ 

 

 

    ２ 

 

 

   － 

 

 

   － 

 

 

  ３８ 

 

 

都 市 計 画 課 

 

 

    ６ 

 

 

 １２ 

 

 

   ８ 

 

 

  － 

 

 

   － 

 

 

   － 

 

 

   － 

 

 

  ２６ 

 

 

開発・盛土指導課  

 

 

    ４ 

 

 

   ８ 

 

 

   ５ 

 

 

  － 

 

 

   － 

 

 

  ２ 

 

 

   － 

 

 

  １９ 

 

 

建 築 指 導 課 

 

 

  １６ 

 

 

  － 

 

 

 １１ 

 

 

  １ 

 

 

    １ 

 

 

  － 

 

 

   － 

 

 

  ２９ 

 

 

公 園 街 路 課 

 

 

    ５ 

 

 

 １２ 

 

 

  － 

 

 

  － 

 

 

   － 

 

 

  － 

 

 

   － 

 

 

  １７ 

 

 

下 水 道 課 

 

 

    ６ 

 

 

 １２ 

 

 

  － 

 

 

  － 

 

 

   １ 

 

 

   － 

 

 

   － 

 

 

  １９ 

 

 

住 宅 計 画 課 

 

 

    ７     

 

  － 

 

 

 １５ 

 

 

  －    

 

   － 

 

 

  － 

 

 

   － 

 

 

  ２２ 

 

 

県 営 住 宅 課 

 

 

  １４ 

 

 

   － 

 

 

 １６ 

 

 

  － 

 

 

   － 

 

 

   － 

 

 

   － 

 

 

  ３０ 

 

 

営 繕 設 備 課 

 

 

    ２ 

 

 

   ３ 

 

 １９ 

 

 

 １０ 

 

 

  １０ 

 

 

  － 

 

 

   － 

 

 

  ４４ 

 

 

計 

 

 

  ８６ 

 

 

４９ 

 

 

８０ 

 

１３ 

 

 

  １４ 

 

 

  ２ 

 

 

   － 

 

 

 ２４４ 

 

 

出 

 

 

 

先 

 

 

 

流域下水道事務所  

 

 

    ４ 

 

 

   ６ 

 

 

   １ 

 

 

   ５ 

 

 

    ５ 

 

 

   － 

 

 

    － 

 

 

  ２１ 

 

県土整備事務所  

建 築 指 導 課 

 

  ２２ 

 

 

   － 

 

 

 ５７ 

 

 

  － 

 

 

   － 

 

 

  － 

 

 

   － 

 

 

  ７９ 

 

 

計 

 

 

  ２６ 

 

 

   ６ 

 

 

 ５８ 

 

 

   ５ 

 

 

    ５ 

 

 

  － 

 

 

   － 

 

 

 １００ 

 

 

合   計 

 

 

１１２ 

 

 

 ５５ 

 

 

１３８ 

 

 

 １８ 

 

 

  １９ 

 

 

  ２ 

 

 

   － 

 

 

 ３４４ 

 

注）職員数は定数である。 

表中建築指導課の事務には、警察職員の併任１人を含む。 
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５ 附 属 機 関                              (令和 7 年 4 月 8 日現在) 

 
名  称 

 
担  当  事  務 

 
会 長 名 

 
委 員 数 

 
担 当 課 

 福岡県 

 都市計画審議会 

 

 

 

 

 

都市計画法に基づく都市計画区域の

指定、都市計画の決定及び変更に関す

る事項等の調査審議、知事の諮問によ

る都市計画の一般的事項に関する調査

審議並びに都市計画に関する事項に係

る関係行政機関に対する建議に関する

こと。  

 福岡大学教授 

 折登 美紀 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

都市計画課 

 

 

 

福岡県 

 景観審議会 

 

 

知事の諮問に応じ、県土の景観の形

成に関する事項又は屋外広告物に関す

る重要事項について調査審議するこ

と。 

九州大学 

名誉教授 

清須美 匡洋 

 

13 

 

 

 

〃 

 

 

 

福岡県 

 開発審査会 

 

 

都市計画法に基づく市街化調整区域

の開発許可及び建築許可の審査並びに

同法第50条第 1項前段に規定する審査

請求に対する裁決に関すること。 

元福岡県建築 

都市部次長 

乗松 昭一郎 

 

7 

 

開発・盛土

指導課 

 

 福岡県 

 建設工事 

 紛争審査会 

建設業法第25条の規定に基づく建設

工事の請負契約に関する紛争に係る斡

旋、調停及び仲裁に関すること。 

 弁護士 

   服部 博之 

 

11 

 

建築指導課 

 

 福岡県 

 建築士審査会 

 

 

 

 

 

 

建築士法第10条第 1項の規定に基づ

く業務停止命令又は免許取消し、同法

第 26条第 1項又は第 2項の規定に基づ

く建築士事務所の登録の取消し及び同

条第 2 項の規定に基づく建築士事務所

の閉鎖についての同意並びに同法第 28

条の規定による二級建築士試験又は木

造建築士試験に関すること。 

 (公社)福岡県 

建築士会会長 

鮎川 透 

 

 

 

 

７ 

 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

 福岡県 

 建築審査会 

 

 

 

建築基準法に基づく指定及び許可へ

の同意、同法第 94 条第 1 項前段の規

定に基づく審査請求に対する裁決、同

法の施行に関する重要事項の調査審議

及び関係行政機関に対する建議に関す

ること。 

元福岡県建築 

都市部部長 

小路 芳晴 

 

 

 

7 

 

 

〃 

 

 

 福岡県 

 県営住宅 

 管理審議会 

福岡県営住宅条例第20条第 1項及び

第 2 項の規定に基づく家賃及び敷金の

減免又は徴収猶予の基準並びに同条例

第 41 条第 1 項（第 2 号、第 5 号及び第

7 号を除く。）の規定に基づく県営住宅

の明渡しについての意見並びに県営住

宅の管理に関する重要事案についての

調査審議に関すること。 

 福岡県議会議員 

江藤 秀之 

 

11 

 

 

県営住宅課 

 

 



６　県土整備事務所管内図

令和７年４月１日現在

福岡県「人口移動調査」

令和７年４月１日現在

市町村数 ２９市２９町２村（令和７年４月１日現在）

総面積 4,987.66平方キロ

総人口 5,083千人

国土交通省国土地理院「全国都道府県市町村別面積調」

－ 9 －
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２章 建築都市部予算の概要    
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１　令和７年度　福岡県一般会計歳入歳出予算

（１）　歳入（款別） （単位：千円）

当初予算(A)
構成比
（％）

当初予算(B)
構成比
（％）

(A)/(B)
（％）

１．県税 798,923,736 36.5 742,396,877 34.8 56,526,859 107.6

２．地方消費税清算金 270,086,586 12.3 248,087,611 11.6 21,998,975 108.9

３．地方譲与税 115,177,731 5.3 101,402,547 4.8 13,775,184 113.6

４．地方特例交付金 2,446,426 0.1 13,374,898 0.6 △ 10,928,472 18.3

５．地方交付税 307,066,365 14.0 294,857,281 13.8 12,209,084 104.1

６．交通安全対策特別交付金 944,131 0.1 1,041,562 0.1 △ 97,431 90.6

７．分担金及び負担金 4,650,719 0.2 5,353,958 0.3 △ 703,239 86.9

８．使用料及び手数料 16,473,515 0.8 16,747,365 0.8 △ 273,850 98.4

９．国庫支出金 202,939,755 9.3 201,692,362 9.5 1,247,393 100.6

10．財産収入 4,121,318 0.2 2,987,922 0.1 1,133,396 137.9

11．寄附金 769,978 0.0 360,538 0.0 409,440 213.6

12．繰入金 60,954,134 2.8 57,109,985 2.7 3,844,149 106.7

13．繰越金 34,237 0.0 1 0.0 34,236 -

14．諸収入 249,231,477 11.4 284,422,613 13.3 △ 35,191,136 87.6

15．県債 153,962,600 7.0 162,225,200 7.6 △ 8,262,600 94.9

合　　　計 2,187,782,708 100.0 2,132,060,720 100.0 55,721,988 102.6

（２）　歳出（款別） （単位：千円）

当初予算(A)
構成比
（％）

当初予算(B)
構成比
（％）

(A)/(B)
（％）

１．議会費 3,231,084 0.1 2,993,926 0.1 237,158 107.9

２．総務費　 72,735,945 3.3 60,720,717 2.8 12,015,228 119.8

３．保健費 251,415,480 11.5 244,150,346 11.5 7,265,134 103.0

４．環境費 4,292,639 0.2 3,737,223 0.2 555,416 114.9

５．生活労働費 208,942,075 9.6 190,634,794 9.0 18,307,281 109.6

６．農林水産業費 59,012,267 2.7 58,037,104 2.7 975,163 101.7

７．商工費 244,866,636 11.2 281,708,621 13.2 △ 36,841,985 86.9

８．県土整備費 132,058,764 6.0 139,089,098 6.5 △ 7,030,334 94.9

９．警察費 149,140,580 6.8 140,785,464 6.6 8,355,116 105.9

10．教育費 344,302,534 15.7 336,306,880 15.8 7,995,654 102.4

11．災害復旧費 14,767,264 0.7 15,637,538 0.7 △ 870,274 94.4

12．公債費 252,799,775 11.6 247,170,979 11.6 5,628,796 102.3

13．諸支出金 450,017,665 20.6 410,888,030 19.3 39,129,635 109.5

14．予備費 200,000 0.0 200,000 0.0 0 100.0

合　　　計 2,187,782,708 100.0 2,132,060,720 100.0 55,721,988 102.6

款        名

款        名
(A)－(B)

(A)－(B)

令和７年度 令和６年度 比　　　　　較

令和７年度 令和６年度 比　　　　　較
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２　令和７年度　建築都市部当初予算内訳

（単位：千円）

令和７年度 令和６年度

当初予算 当初予算

Ａ Ｂ 国庫支出金 地方債 その他

８ １ ３ 建築総務費 1,305,209 1,195,420 0 0 531,041 774,168 109.2

８ １ ４ 建設業指導監督費 147,262 127,339 0 0 105,741 41,521 115.6

８ １ ５ 建築指導費 174,530 161,296 33,452 0 64,147 76,931 108.2

８ ５ １ 都市計画総務費 2,719,193 1,850,294 765,880 1,484,532 11,239 457,542 147.0

８ ５ ２ 土地区画整理費 644,400 585,000 322,200 214,800 107,400 0 110.2

８ ５ ３ 街路事業費 7,301,863 9,246,572 2,627,530 3,076,754 1,533,485 64,094 79.0

８ ５ ４ 公園費 3,808,168 3,766,572 797,080 1,721,714 181,770 1,107,604 101.1

８ ５ ５ 流域下水道事業費 2,165,334 2,182,079 0 0 0 2,165,334 99.2

８ ５ ６
都市計画開発行為
許可事務費

6,888 6,962 0 0 6,888 0 98.9

８ ６ １ 住宅管理費 326,496 353,708 90,122 0 3,180 233,194 92.3

８ ６ ２ 住宅建設費 5,557,145 5,839,530 1,840,576 3,658,600 489 57,480 95.2

24,156,488 25,314,772 6,476,840 10,156,400 2,545,380 4,977,868 95.4

（単位：千円）

国庫支出金 地方債 その他 一般財源

6,870,321 6,843,565 0 0 6,870,321 0 100.4

（単位：千円）

国庫支出金 地方債 その他 一般財源

34,952,668 32,829,807 5,693,670 5,052,600 24,245,447 0 106.5

（単位：千円）

国庫支出金 地方債 その他 一般財源

65,979,477 64,988,144 12,170,510 15,209,000 33,661,148 4,977,868 101.5

流域下水道事業会計

※　流域下水道事業会計
　　令和７年度当初予算における収支差39,049、財源内訳「その他」は負担金、内部留保資金等。

合　　　　　計
(一般会計・特別会計・公営企業会計)

建 築 都 市 部
令和７年度
当初予算

Ａ

令和６年度
当初予算

Ｂ

本年度の財源内訳

住宅管理特別会計

〔公営企業会計〕

会　　計　　名
令和７年度
当初予算

Ａ

令和６年度
当初予算

Ｂ

本年度の財源内訳

本年度の財源内訳

合　　　　　計

〔特別会計〕

会　　計　　名
令和７年度
当初予算

Ａ

令和６年度
当初予算

Ｂ

〔一般会計〕

科　　　　　目 本年度の財源内訳

款項目 目　　名
特定財源

一般財源

Ａ/Ｂ

（％）

Ａ/Ｂ

（％）

Ａ/Ｂ

（％）

Ａ/Ｂ

（％）
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３ 令和７年度主要施策別予算 
                                                            （単位：千円）  

 
事  業  名 

令和７年度 

当初予算額 

令和６年度 

当初予算額 

 

増 減 

 Ⅰ 住みよい都市の整備 

   １ 良好な市街地の形成 

   （１）官民連携による公共空間の利活用費 

        民間と連携して市町村が行うまちなかの公 

共空間の利活用に向けた検証を支援し、まち 

の魅力の向上を図る。 

 

（２）市街化区域等調査設定費 

        都市の現状・都市化の動向を把握し、適切な 

土地利用の誘導を図る。 

 

   （３）建築行政指導費 

        建築基準法に基づく審査及び指導を行うと 

ともに、法施行にあたって他の行政機関との 

協議、関係業界への周知等を行う。また、地 

区計画、建築協定等による良好な市街地環境 

の整備改善（保全）を図る。 

    

   ２ 市街地整備の促進 

   （１）市街地再開発事業費 

        市街地再開発事業を行う組合に対して助成 

を行い、既成市街地の土地の合理的かつ健全 

な高度利用と都市機能の更新を図る。 

 

３ 都市交通の円滑化の推進 

（１）街路事業費 

 都市計画道路の改築、橋梁整備等の事業を 

推進する。 

 

   （２）連続立体交差事業費 

西鉄天神大牟田線春日原～下大利間の連続 

      立体交差事業及び関連事業を行う。 

 

４ 都市公園の整備 

   （１）公園整備事業費 

        都市公園法第２条第１項に規定する県営都 

      市公園の施設等を整備する。 

 

 

 

15,000 

 

 

 

 

15,522 

 

 

 

66,971 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,308,300 

 

 

 

 

 

5,568,137 

 

 

  

1,630,721 

 

 

 

 

2,540,758 

 

 

 

     15,000 

 

 

 

 

 15,522 

 

 

 

63,219 

 

 

 

 

 

 

 

    668,775 

 

 

 

 

 

5,059,713 

 

 

 

 4,073,718 

 

 

 

 

2,435,567 

 

            

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

       3,752 

 

 

 

 

 

 

 

639,525 

 

 

 

 

 

508,424 

 

 

 

△2,442,997 

 

 

 

 

105,191 
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（単位：千円） 

 
事  業  名 

令和７年度 

当初予算額 

令和６年度 

当初予算額 

 

増 減 

 Ⅱ 個性豊かな地域づくりの推進 

   １ 景観形成の促進 

   （１）美しい県土形成推進費 

        美しいまちづくり条例の特徴である「県民 

   参加とパートナーシップ」の理念の下に、景 

観法に基づく規制と誘導の手法を活用するこ 

とにより、美しいまちづくりを広域的・効果 

的に推進する。 

 

   （２）景観整備事業費 

        地域の自然や文化を生かした都市景観を形 

成し、住みやすいまちづくりを促進するため、 

公共空間における景観の整備を実施する。 

 

（３）屋外広告物対策費 

  良好な景観の形成を推進するため、景観を 

阻害している違反広告物対策を総合的な観点 

から促進する。 

 

（４）花による美しいまちづくり推進費 

 「花による美しいまちづくり」は、行政だ

けでなく地域が一体となり、まちの身近な生

活空間を花や草木により彩ることで、誰もが

住みたいと思うまちづくりを行う。 

 

Ⅲ 安全・安心な暮らしの確保 

   １ 災害など危機に強い県づくり 

   （１）建築物耐震化促進費 

        耐震化促進のため、相談窓口の開設、アド 

      バイザーの派遣、セミナーの開催等を行う。 

耐震診断が義務付けられた民間大規模建築物 

の耐震改修補助を行うことにより、耐震化を促 

進する。 

危険なブロック塀の撤去等に対して補助する。 

 

（２）建築物地震対策事業費 

        被災した建築物の倒壊等による二次災害か 

      ら県民の安全を確保するため、迅速かつ的確 

      に応急危険度判定士を派遣できる体制を整備 

      することにより、地震に強いまちづくりを推 

     進する。 

 

 

 

11,720  

 

 

 

 

 

 

119,991 

 

 

 

 

9,756 

 

 

 

 

107,236 

 

 

 

 

 

 

 

    72,840 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,721 

 

 

 

      8,777 

 

 

 

 

 

 

  122,788 

 

 

 

 

9,843 

 

 

 

 

     22,964 

 

 

 

 

 

 

 

     66,610 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,059 

 

 

 

 

2,943 

 

 

 

 

 

 

     △2,797 

 

 

 

 

       △87 

 

 

 

 

84,272 

 

 

 

 

 

 

 

6,230 

 

 

 

 

 

 

 

 

△1,338 
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（単位：千円） 

 
事  業  名 

令和７年度 

当初予算額 

令和６年度 

当初予算額 

 

増 減 

Ⅳ 快適な居住環境の整備 

１ 住生活基本計画に基づく住宅施策の推進 

   （１）住生活基本計画策定費 

        本県の住まいを取り巻く環境の変化に的確 

      に対応するために現計画の見直しを行い、県 

   民の住生活の安定の確保及び向上の促進を目 

   的とする新たな「福岡県住生活基本計画」を 

   策定する。 

 

   ２ 良質な住宅ストックの形成 

   （１）公的住宅対策の推進 

       ① 公営住宅建設費 

         公営住宅法に基づき県営住宅の建設を行 

う。 

② 公営住宅ストック総合改善事業費 

          既存の中層県営住宅を全面的に改善し、 

       長期間有効に活用する。 

③ 県営住宅維持管理費 

  県営住宅の維持管理等の業務及び滞納者 

に対する督促等を行う。 

     ④ 県営住宅敷金管理費 

      県営住宅敷金の適正な管理運営を図る。 

 

（２）民間住宅対策の促進 

    ① 地域優良賃貸住宅供給促進事業費 

     中堅所得者層への優良な賃貸住宅の供給 

を推進するため、認定事業者に対して、特 

定優良賃貸住宅及び地域優良賃貸住宅の管 

理について必要な指導及び助言を行う。 

② 住宅情報提供推進費 

          住宅に関する情報の提供等を行う「住宅 

        情報プラザ福岡」の運営の支援等を行う。 

③ 住宅流通促進費 

          既存住宅の流通を促進するため、建物状 

況調査制度を普及し、買主が安心して住宅 

を購入できるようにするとともに、建物状 

況調査「住まいの健康診断」の実施後に行 

う住宅の質の向上に資するリノベーション 

工事に対して補助を行う。 

空き家所有者等に対して、空き家等の活 

用・処分方法の提案から専門事業者とのマ 

ッチングまでの支援を行う体制を整備する。 

23,762 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,787,660 

 

 

1,115,706 

 

 

4,192,360 

 

 

85,575 
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23,597 

 

 

78,416 

 

      0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,672,695 

 

 

    597,580 

 

 

4,045,982 

 

       

92,280 

 

    

 

242 

 

 

 

 

23,250 

 

 

85,408 

 

23,762 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  △885,035 

 

 

   518,126 

 

 

146,378 

 

      

△6,705 

 

 

 

6 

 

 

 

 

     347 

 

 

△6,992 
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（単位：千円） 

 
事  業  名 

令和７年度 

当初予算額 

令和６年度 

当初予算額 

 

増 減 

   ④ 高齢者等居住支援推進費 

  セーフティネット住宅の登録促進に向け、 

大家への働きかけに重要な役割を果たす宅建 

事業者に、居住支援法人の活動等に関する普 

及啓発の取組を行う。 

⑤ 福岡未来づくり住宅普及推進費 

「福岡未来づくり住宅」が発揮する光熱 

費等の削減効果、温熱環境の改善による健 

康への好影響など専門的知見から分析、検 

証して県民にPRする。 

 

３ 住宅セーフティネットの確保 

  （１）地域優良賃貸住宅供給促進事業費 

    高齢者の居住の安定を図るため、市町村が 

   行う高齢者居住安定確保計画推進事業等に対 

して補助を行う。 

 

４ 下水道の整備促進 

  （１）流域下水道事業費 

     ① 御笠川那珂川流域下水道事業費 

     ② 多々良川流域下水道事業費 

      ③ 宝満川流域下水道事業費 

      ④ 宝満川上流流域下水道事業費 

      ⑤ 筑後川中流右岸流域下水道事業費 

      ⑥ 遠賀川下流流域下水道事業費 

      ⑦ 矢部川流域下水道事業費 

      ⑧ 遠賀川中流流域下水道事業費 

       ⑨ 明星寺川雨水流域下水道事業費 

都市圏の公共水域の水質保全並びに快適で 

    衛生的な生活環境の実現及び広域的な浸水対策 

   を図るため、御笠川那珂川、多々良川、宝満川、 

宝満川上流、筑後川中流右岸、遠賀川下流、矢 

部川及び遠賀川中流流域下水道の整備等を行

う。 

 

829  

 

 

 

 

3,213  

  

 

 

 

 

 

182 

 

 

 

 

 

 

12,693,705 

  5,637,324 

  3,527,127 

   846,595 

  2,780,518 

  3,848,369 

  2,868,255 

  2,713,329 

     37,446 

 

832 

 

 

 

 

4,826 

 

 

 

 

 

 

183  

 

 

 

 

 

 

12,467,031 

  5,497,271 

  3,374,816 

  1,163,786 

  2,601,901 

  2,831,856 

  2,601,794 

  2,253,682 

     37,670 

 

△3 

 

 

 

 

△1,613 

 

 

 

 

 

 

△1 

 

 

 

 

 

 

226,674 

     140,053 

      152,311 

    △317,191 

      178,617 

    1,016,513 

     266,461 

      459,647 

        △224 
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（単位：千円） 

 
事  業  名 

令和７年度 

当初予算額 

令和６年度 

当初予算額 

 

増 減 

Ⅴ 建設業、宅地建物取引業等の健全育成 

   １ 建設業、宅地建物取引業等業者団体等の健全 

育成 

   （１）建設業法施行費 

        建設業法等の施行、関係団体に対する運営 

費補助、構造改善推進大会の開催経費に対す 

る補助、建設工事紛争審査会の運営、経営事 

項審査等に関する事務を行う。 

 

（２）宅地建物取引業法施行費 

     宅地建物取引業法の施行等に関する事務を 

      行う。 

 

（３）建設業魅力発信費 

    若者を対象に建設業の魅力や仕事内容、処 

遇改善、建設業における女性の活躍の効果的 

な発信に取り組む。 

 

 

 

 

127,294 

 

 

 

 

26,368 

 

 

 

19,968  

 

 

 

 

111,473 

 

 

 

 

 23,544 

 

 

 

12,980 

  

 

 

 

 

15,821 

 

 

 

 

2,824  

 

 

 

6,988 
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３章 令和７年度の主要事業の概要  
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令 和 ７ 年 度 建 築 都 市 部 施 策 体 系

県民生活の「安定」・「安全」・「安心」の向上に向けて、快適な生活環境と魅力ある地

域づくりのために

福岡県総合計画 建築都市部施策体

２ 市街地整備の促進

３ 都市交通の円滑化

の推進

４ 都市公園の整備

１ 景観形成の促進

２ 快適な地域生活空

間の整備

１ 災害など危機に強

い県づくり

２ 人に優しい安全な

まちづくり

１ 良好な市街地の形成
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① 都市計画の手続（都市計画課）・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
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（３）景観整備事業の推進（都市計画課）・・・・・・・・・・・・・・・・・46
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Ⅰ 住みよい都市の整備 

 

 都市計画法に基づく適切な土地利用の規制・誘導、都市計画道路、公園などの都市施

設の充実、都市機能の更新や土地の利用増進を図る市街地再開発事業・土地区画整理

事業などを推進し、生産基盤の整備や市街地の活性化を図り、西日本、アジアの交流拠

点にふさわしい機能を備えた魅力ある都市空間を創造します。 

 

１ 良好な市街地の形成 

（１）都市計画法の運用 

   都市は多くの人々の生活の場であり、かつ、企業が活動する場でもあります。 

このため、都市には、安全や衛生の確保、利便性や機能性、そして快適性などが

求められています。 

   都市計画は、これらを満たすため、効率的かつ合理的な土地の利用を図ること

を目的として、土地利用計画を策定し、建築物やその敷地について規制や誘導を行

っています。 

また、市街地再開発事業、土地区画整理事業等を計画し、道路、公園、下水道等

の公共施設の整備及び宅地の供給と利用の増進を図っています。 

①  都市計画の手続（都市計画課） 

ア 都市計画決定の手続 

          都市計画のうち、特に広域的見地から定める必要のあるもの又は根幹的な

ものについては、県が関係市町村の意見を聴き、必要な場合は国土交通大臣の

同意を得て定めています。 

また、その他のものについては、市町村が県知事との協議を経て定めてい 

ます。 

          なお、これらの決定手続については、次ページを参照してください。 

      イ 公聴会の開催等について 

          平成14年の都市計画運用指針の改正を受け、県が定める都市計画について

は、平成15年５月以降、原則として全ての案を公聴会開催の対象としていま

す。 

      ウ 福岡県都市計画審議会 

          福岡県都市計画審議会は、都市計画法に基づき設置されたものであり、同法

の規定により、県が都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定又は都市計

画の決定若しくは変更を行う場合や知事の諮問があった場合に、調査審議を

行っています。 
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（ａ）県が定める都市計画の決定手続 
 

  市町の案となる 
 べき事項の申出 
 (15条の2 1項) 

  市町村の 
 意見聴取 
 (18条1項) 

  市町都市計画 
 審議会 

  国土交通大臣 
 の同意 
 (18条3項) 

  関係行政 
 機関等の 
 調整 
 (23条) 

 

 

    申     通                                                協   回  
    出     知                                                議   答 
 

  素案の 
 決定 

 原案の 
作成 

  案の公告 
 及び縦覧 
  (17条1項) 

  県都市計画 
 審議会 
 (18条1項) 

  都市計画 
 の決定 

 

  
 
      提 
      案 

 

 地方整備局 
 との事前協議 

 
 

 

  都市計画の 
 提案 
 (21条の2) 

  公聴会の 
 開催等 
 (16条1項) 

 
 告示及び 
 縦覧 
 (20条1項、2項) 

    要旨 
 意見書の提出 
 (17条2項) 

  

 
 
（ｂ）政令市が定める都市計画の決定手続 
    ※  政令市の特例（87条の2）以外の都市計画については、次の（ｃ）の手続に同じ。 
 

  都市計画の 
 提案 
 (21条の2) 

  国土交通大臣 
 の同意 
 (87条の2 4項) 

  関係行政 
 機関等の 
 調整 
 (23条) 

      提                                               協   回  
      案                                               議   答 
             

    

 

原案の 
 作成 

  案の公告 
 及び縦覧 
  (17条1項) 

  政令市都市計画 
 審議会 
 (19条1項) 

  都市計画 
 の決定 

    

 聴  
  

 取   回  
                                                          答 
 

  公聴会の開催等 
 (16条1項) 

  意見書の提出 
 (17条2項) 

  要旨  知事の意見 
 (87条の2 6項) 

  告示及び 
 縦覧 
 (20条1項、2項) 

 

 
 
                                                                                   
  
（ｃ）市町村が定める都市計画決定の手続 
 

  都市計画の 
 提案 
 (21条の2) 

 

  知事との協議 
(19条3項) 

 
  

 
 
                                                       申     回 
            出     答  

 原案の 
 作成 

  案の公告 
 及び縦覧 
  (17条1項) 

  市町都市計画 
 審議会 
 (19条1項) 

  都市計画 
 の決定 

    

  
 
                                                                                   
 

 公聴会の開催等 
(16条1項) 

  意見書の提出 
 (17条2項) 

  要旨  告示及び 
 縦覧 
 (20条1項、2項)  

 
※ 地区計画等に関する都市計画については、原案作成段階で一定の利害関係者に対する意見聴取手続を条
例で定めることができる。(16条3項) 

※  （ ）内の規定は、全て都市計画法の規定である。 
※  点線枠内は任意的な手続を、実線二重枠内は法定手続のうち住民等からの意見を反映する手続を示す。 

(

知
事
の 

意
見
の
添 

付) 
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    福岡県都市計画審議会の審議状況 

R2年度   R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

回 付議案件数 回 付議案件数 回 付議案件数 回 付議案件数 回 付議案件数 
 
236 

  
238 

  
239 

  
242 

  
244 

 
 

～
 

   
 

～
 

 
 
 

～
 

 
 

～
 

 

 
237 

 
13 

 
 

     
9 

 
241 

     
11 

 
243 

     
7 

 
246 

 
7 

   

② 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画課） 

都市の発展動向、人口、産業の現状、将来の見通し等を勘案し、長期的視点に

立った都市の将来像を明確にするとともに、その実現に向けた都市計画の基本的

な方向を示すため、県内全ての都市計画区域を対象に「都市計画区域の整備、開

発及び保全の方針」（以下「都市計画区域マスタープラン」という。）を策定して

います。 

県では、街なかに様々な都市機能を集約し、にぎわいの場として再生するため

に策定した「大規模集客施設の立地ビジョン」の内容を立地誘導方針として平成

20年に取り込むなど、社会経済状況の変化を踏まえ、定期的に都市計画区域マス

タープランの見直しを行いながら、これに基づきまちづくりを進めています。 

 

③ 持続可能な都市づくりの推進（都市計画課） 

少子高齢化の更なる進展や人口減少社会への移行など、都市を取り巻く環境の

変化に対応するため、これまでの都市機能（商業、業務、文化、福祉、行政等）

が拡散する都市構造から、都市機能を「拠点」や「公共交通軸」沿線に誘導する

集約型都市構造への転換が求められています。 

このため、様々な都市機能が集積し、便利で魅力ある場、歩いて暮らせるにぎ

わいの場としての拠点の形成を図ります。 

また、更なる少子高齢化の進展を見据え、車を運転できない人も含め、公共交

通により都市機能にアクセスできるよう、拠点間を結ぶ公共交通軸を設定し、さ

らに軸沿線にも都市機能を誘導することにより、拠点間での都市機能の相互補完

と公共交通需要の維持を図ります。 

 

④ 土地利用（都市計画課） 

都市計画法では、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必

要がある一定の区域を都市計画区域として指定し、計画的な市街化を図るため必

要があるときは、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域とに区分（いわゆ
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る「線引き」）することとされています。 

    また、積極的な整備又は開発を行う必要はないものの、一定の開発行為及び

建築行為がある区域で、そのまま放置すれば、将来において一体の都市として

の整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがある区域について、このような

問題の発生を避けるため、準都市計画区域を指定することとされています。 

       さらに、市町村では、住環境の確保及び産業活動機能の増進並びにこれらの

調和を図るため、適正な用途地域の設定を行うことができ、加えて、用途地域の

定められている地域等において、その地区の特性に合ったきめ細かな公共施設

の整備や建築物の規制等を行うために、地区計画を設定することができます。 

    県では、14の都市計画区域（28市23町）を指定しており、このうち４都市計画

区域（16市6町）について線引きを実施しています。 

また、都市計画区域外の区域において、25の準都市計画区域（13市10町）を指

定しています。 

用途地域については、14都市計画区域（27市18町）及び１準都市計画区域（１

市）で設定されています。 

       魅力的で住みやすい都市づくりを推進するため、市町村とも緊密な連携を図

りながら、都市計画法に基づき、都市計画に関する基礎調査を実施し、市街化区

域と市街化調整区域との区分、用途地域、地区計画等を適切に運用し、適正な土

地利用に努めます。 

 

福岡県の都市計画区域                        （令和7年3月31日現在）（単位：ha） 

 福岡県の面積 都市計画区域の面積 都市計画区域外の面積  

  311,375 (62.4%) 187,391 (37.6%)  
 498,766 線引き 非線引き 準都市計画区域 準都市計画  

           

 

 

             

         

 

 

 

 

 

都市計画区域 

  

 

 

都市計画区域  区域以外  
 
  
 
 
  

(100%) 164,144 147,231 47,286 140,105  

  (32.9%) (29.5%) (9.5%) (28.1%)  

  
 

市街化 市 街 化    用途地域   

  区  域 調整区域 

 

用途地域 用途白地 用途地域 
以  外   

    
61,408 

  
102,736 

  
17,540 

  
129,691 

 
   26 

 
47,260 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  (12.3%) (20.6%) (3.5%) (26.0%) (0.01%) (9.5%)   
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福岡県の用途地域                                       （令和7年3月31日現在） 

地区 第一種 第二種 第一種 第二種 第一種 第二 準住 田園 近隣 商業 準工 工業 工業  
区分 低層住 低層住 中高層 中高層 住居地 種住 居地 住居 商業 地域 業地 地域 専用 合計 

 居専用 居専用 住居専 住居専 域 居地 域 地域 地域  域  地域  
 地域 地域 用地域 用地域  域         
面積 

 

 

 
 
 

             
(ha)  

16,169 2,206 9,402 1,015 22,292 3,468 821 0 2,103 4,233 8,216 2,476 6,909 79,311 

割合               

(%) 20.4 2.8 11.9 1.3 28.1 4.4 1.0   0.0 2.7 5.3 10.4 3.1 8.7 100.0 

                                                         ※準都市計画区域を除く。 

 

福岡県の都市計画区域人口                              （令和2年3月31日現在） 

福岡県の人口 都市計画区域内の人口 都市計画区域外の人口 

5,135千人 4,909千人 226千人 

100.0% 95.6% 4.4% 

注）国勢調査による。 

 

 

⑤ 都市施設（都市計画課） 

        都市施設は、道路、公園、下水道など安全で快適な都市生活や機能的な都市活

動を支える必要不可欠な公共施設であって、都市形成の骨格をなすものです。 

 都市施設に関する都市計画は、原則として都市計画区域内において、次に掲げ

る施設の位置などを定めることとなっています。 
 
 
 
   都市施設の内容 
  
 交通施設  道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルなど 

 

 公共空地  公園、緑地、広場、墓園など 

 

 供給施設、処理施設  水道、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場など 

 

 その他の施設  河川、教育文化施設、市場、と畜場、火葬場、 

  一団地の住宅施設、流通業務団地など 

         

 

 

 

 

 



- 31 - 

 

 

本県における都市施設の計画決定の概要は、次のとおりです。 

(令和6年3月31日現在) 

種  類 箇 所 数 
計画延長又は 改良済延長又は 

計画面積 供用面積 

道 路 - 2,608.17km 1,801.80km 

駅 前 広 場  125箇所 476,435㎡ 386,277㎡ 

都 市 高 速 鉄 道 23箇所 97.54km 84.16km 

自 動 車 駐 車 場 15箇所 9.36ha 9.36ha 

自 転 車 駐 車 場 40箇所 3.42ha 3.39ha 

公 園 2,209箇所 4,262.08ha 3,121.65ha 

緑 地 101箇所 734.3ha 346.3ha 

墓 園 8箇所 156.5ha 75.8ha 

 流域下水道（排水区域） - 26,962ha 20,721ha 

 公共下水道（排水区域） - 81,632ha 66,243ha 

 都市下水路（函渠延長） - 98,277ｍ 86,324ｍ 

汚 物 処 理 場 29箇所 52.3ha 51.1ha 

ご み 焼 却 場 24箇所 146.5ha 140.2ha 

ご み 処 理 場 等 25箇所 124.7ha 121.3ha 

地域冷暖房施設  1箇所 4,880ｍ 4,880ｍ 

と 畜 場 1箇所 2.1ha 1.0ha 

火 葬 場 21箇所 49.51ha 47.97ha 

一団地の住宅施設 6箇所 87.7ha - 

流 通 業 務 団 地 1箇所 60.0ha - 

市 場 7箇所 61.1ha 61.1ha 

※出典「令和6年都市計画現況調査」国土交通省都市局 
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⑥ 開発許可制度（開発・盛土指導課） 

        開発許可制度は、都市計画区域等において災害の防止及び環境の整備を図る

ため、宅地造成等の開発行為に当たり、開発行為者に対して所要施設の整備等良

好な市街地として必要な水準を確保させるとともに、市街化調整区域内の開発

を抑制することにより、計画的な市街地の形成を図ることを目的として創設さ

れたものです。 

県では、開発許可や建築許可（都市計画法）について、県審査基準や県条例に

基づき、地域の実情に応じた運用を図っています。 

また、県の附属機関である福岡県開発審査会では、市街化調整区域内の開発

許可や開発許可に係る審査請求等を審議しています。 

 

      開発許可等申請受理件数（県所管分）            （単位：件） 

 種 類 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

 開発許可 194 279 278 199 188 

 建築許可 136 123 118 101 98 

 
    開発許可の対象面積 
      
  市街化調整区域  市街化区域 非線引都市計画区域 都市計画区域外 
   及び準都市計画区域  
         
  全て必要  1,000㎡以上  3,000㎡以上  10,000㎡以上 
      

 

（２）建築確認等による指導 

  ① 建築確認制度（建築指導課） 

        建築確認制度は、地震や火災等に対する建築物の安全性や良好な住まい環境

を確保することを目的として、建築主が建築物を建築する際等に、その計画が建

築基準法の基準に適合していることの確認を建築主事（または指定確認検査機

関）から受けなければならないという制度です。 

    県では、県内11県土整備事務所建築指導課に配置した建築主事が、建築基準

法に基づく建築確認申請の審査等を実施しています。 

なお、北九州市、福岡市、大牟田市及び久留米市は、特定行政庁として、それ

ぞれの市において当該審査等を実施しています。 
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       建築物等確認済証交付状況（県所管分。計画通知、計画変更確認を含む） （単位：件） 

 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

 631 550  486  498  488  

 

② 建築許可（建築指導課） 

        建築許可とは、建築基準法の規定において原則的に禁止されている事項につ

いて、周囲の状況を考慮し、やむを得ない場合に、その禁止事項を解除し、適法

に一定の行為を行うことができるようにするものです。建築許可は、周辺の住民

に与える影響が大きいので、許可を行う際には、周辺住民の意見を聴くために公

開による意見の聴取会を開催するほか、建築審査会の同意を得る必要がありま

す。 

    許可の種類としては、道路内の建築制限に関するもの、用途地域による建築

制限に関するもの、建築物の敷地の道路に関するもの等があります。 

 

       建築物許可件数（県所管分）                     （単位：件） 

 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

 254  316  357 269  263  

 

    ③  違反建築物の取締り（建築指導課） 

        違反建築物の未然防止と有効適切な指導取締りを行うため、管内の巡回監視

を実施しています。 

        また、違反建築物に関しては、電気、ガス、水道の供給保留措置等も含め、市

町村、消防署、関係行政機関と連携を取りつつ、違反是正のための適切な措置を

講じるなど、法の適正な執行に努めています。 

     

       違反建築物等件数（県所管分）                    （単位：件） 

 区 分 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度  

 違 反 建 築 物       38 28  11      15      19  

 違反建築物是正        40 35  14       7      12  
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（３）都市緑地等の保全（公園街路課） 

   都市緑地の保全のため、次のような地区指定を行っているほか、計画的に良好

な都市環境の創出・保全に努めています。 
 

①  風致地区 

        風致地区は、都市における良好な自然環境の維持保全を目的とするものであ

り、各市の条例により、地区内での建築物の建築、宅地の造成、木や石の採集そ

の他の行為について必要な規制が定められています。 

        県内では、令和６年３月末現在、福岡市、北九州市、久留米市、大牟田市、飯

塚市の５市が31地区、13,646.2haを風致地区に指定しています。 

②  特別緑地保全地区 

         特別緑地保存地区は、都市における緑地の保全と緑化の推進を目的とするも

のであり、都市緑地保全法により、地区内での行為の制限が定められています。 

         県内では、令和６年３月末現在、福岡市、北九州市、春日市の３市が88地区、

204.6haを特別緑地保全地区に指定しています。 

③  生産緑地 

         生産緑地は、市街化区域内において、営農を継続する農家に生産の場を確保し

ながら、農地の持つ治水機能や緑地空間としての景観の形成を図るものです。 

県内では、令和６年３月末現在、福岡市、久留米市の２市が16地区、3.4haを生

産緑地に指定しています。 

 

２ 市街地整備の促進 

（１）市街地再開発事業等の促進（都市計画課） 

市街地再開発事業は、市街地内の老朽木造建築物が密集している地区等におい

て、細分化された敷地の統合、不燃化された共同建築物の建築、公園、広場、街路

等の公共施設の整備等を行うことにより、土地の合理的かつ健全な高度利用と都

市機能の更新を図る事業です。 
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○市街地再開発事業の仕組み 

 

 
 

○市街地再開発事業の施行事例 

＝西小倉駅前市街地再開発事業（北九州市）＝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

○市街地再開発事業の状況 

 （次頁を参照） 

 

（２）土地区画整理事業の促進（都市計画課） 

     

土地区画整理事業は、整備が必要とされる市街地の一定の区域内で、土地所有

者からその所有する土地の面積や位置などに応じて、少しずつ土地を提供（減

歩）してもらい、これを道路、公園などの公共施設用地や事業費の一部を補うた

めの保留地に充てることにより、減歩後の土地（宅地）の価値を高めるととも

に、市街地の整備を行う事業です。 

① 権利変換：従前の権利者の権利が、原則として等価で再開 

発された建築物の床（権利床）に置き換えられ 

ること。 

② 保留床 ：高度利用で新たに生み出された床のことで、こ 

れを処分して得られた対価は、事業費の一部に 

充てられる。 

【施行前】 【施行後】 



市街地再開発事業の状況

（令和7年3月現在）  

地区名 位置 区域面積(ha) 施行者 都市計画決定年月日 完了公告年月日 用途

渡辺通
福岡市
中央区

2.24 市
S48.3.15
(S51.8.5)

S53.8.31
S53.10.9
S54.2.19

ホテル、店舗、業
務、駐車場

西鉄久留米駅
東口

久留米市 1.60 市
S47.9.7
(S54.8.18)

S58.8.25
ホテル、店舗、駐
車場

西新
福岡市
早良区

1.10 市
S49.3.12
(S51.5.22)

S56.5.15 店舗

黒崎駅東
北九州市
八幡西区

2.38 組合
S49.3.12
(S53.3.22)

S54.9.29
店舗、業務、駐車
場

馬借第一
（１街区）

北九州市
小倉北区

0.26 個人
S50.3.29
(S51.8.5)

S59.9.11 ホテル

馬借第一
（２街区）

北九州市
小倉北区

0.34 個人
S50.3.29
(S51.8.5)

H1.1.31 業務

六ツ門第一 久留米市 0.67 組合 S51.10.5 S59.12.22 店舗、駐車場

折尾駅前
北九州市
八幡西区

0.80 市
S53.12.21
(S55.12.16)

S59.8.1
S60.8.30

店舗、駅舎、事務
所

高宮
福岡市
南区

1.90 市
S55.8.14
(S60.10.15)

S63.9.29 住宅、店舗、業務

千代
福岡市
博多区

1.30 市
S56.8.20
(S59.9.1)

S63.7.11
店舗、業務、駐車
場

住吉
福岡市
博多区

4.20 個人 S56.10.8 H8.4.15
ホテル、店舗、業
務、駐車場

小倉駅前東
北九州市
小倉北区

1.79 組合 S63.4.30 H5.10.1
店舗、業務、駐車
場

天神
福岡市
中央区

1.20 市 H2.12.17 H9.3.6
業務、店舗、駐車
場

下川端
福岡市
博多区

2.84 組合 H3.3.18 H10.12.24
店舗、ホテル、美
術館、駐車場

紫川馬借
北九州市
小倉北区

0.40 個人
H4.12.9

促進区域の決定
H9.6.6

ホテル、映画館、
駐車場

下川端東
福岡市
博多区

0.81 組合 H6.3.14 H11.2.21
劇場、業務、店
舗、駐車場

若松A
北九州市
若松区

2.05 組合 H9.7.9 H12.3.17
店舗、住宅、業
務、駐車場

黒崎駅西
北九州市
八幡西区

1.87 組合 H9.7.9 H14.1.23
店舗、ホテル、交
通施設、駐車場

室町一丁目
北九州市
小倉北区

3.58 組合
H9.11.17
（H16.8.20)

H15.4.18
H17.7.19
H18.3.27

店舗、業務、教
育、文化施設、駐
車場

八幡駅前
北九州市
八幡東区

2.67 組合 H11.4.1
H16.3.1
H16.11.1
H17.2.1

住宅、店舗、業
務、駐車場、公益
施設

薬院大通り西
福岡市
中央区

0.41
都市再生
機構

H13.11.29 H17.8.19
店舗、業務、住
宅、公益施設、駐
車場、駐輪場

吉原町 飯塚市 0.99 組合 H13.12.14 H15.11.28
店舗、公益施設、
駐車場

JR久留米駅前
第一街区

久留米市 0.69 組合
H18.6.14
(H19.2.21)

H22.1.22
住宅、店舗、駐車
場

西小倉駅前
第一

北九州市
小倉北区

0.50 組合
H1.10.6
(H19.3.28)

H23.2.28
住宅、店舗、駐車
場

吉原町１番 飯塚市 0.52 組合 H24.12.7 H27.7.1
住宅、商業、バス
センター、医療施
設

六ツ門８番街 久留米市 0.68 組合
H23.11.14
(H28.2.29)

H28.1.18
商業、公益施設、
駐車場

小倉駅南口東 北九州市 0.63 組合
H19.10.10
（H25.12.10）

R1.9.15
住宅、業務、商
業、駐車場

（　）は変更年月日
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○土地区画整理事業の仕組み 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○土地区画整理事業の施行事例 
 

＝沖田土地区画整理事業（新宮町）＝ 

  
 【施行前】                      【施行後】 

                     

  土地区画整理事業の状況                                          （令和7年3月31日） 

  施  行  済 施  行  中 

 施行者別 箇所数 施行面積 (ha) 箇所数 施行面積 (ha) 

  行政庁       2         436.6      －            － 

  公共団体      30 1,861.7       3          81.2 

  組合     106 2,272.1 

 

    12         164.9 

  個人（一人・共同）      42         343.3      0           0.0  

  公団→都市再生機構      10          651.5      0           0.0 

          計     190 5,565.2     15         246.1 

（政令市を除く） 

施行前 施行後 

 

 

① 換地：事業の施行により、従前の土地に 

換えて定められる施行後の土地 

 

② 保留地：事業費の一部を補うために、事業 

計画に定められる換地以外の宅地 

 

③ 減歩：公共施設用地や保留地を生み出す 

    ため、土地所有者が土地の一部を 

提供すること 

 

 

③保留地：事業費に充てるため、減歩により新

しく生み出された宅地を処分しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所有権、賃借権等の諸権利は換地先に移りま

す。 
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３ 都市交通の円滑化の推進 

（１）総合都市交通体系調査（都市計画課） 

     総合都市交通体系調査は、パーソントリップ調査に基づき、北部九州圏域内の

最新の交通特性を詳細に把握するものです。この調査の成果は、法定計画及びそ

の他計画等の策定における基礎資料として用いられます。昭和47年度からおおむ

ね10年ごとにパーソントリップ調査を実施しており、その中間年度には、補完調

査を実施しています。 
 

   パーソントリップ調査 

     パーソントリップ調査は、移動の主体である「人の動き」に着目し、その１

日の動きをとらえることにより、交通の実態を把握するもので、圏域内の住民

を対象に、移動を行う人の個人属性、出発地、到着地、移動の目的や交通手段

等について調査します。 

     この調査をもとに、都市圏における将来の交通計画やまちづくりのあり方を

総合的に検討することとしています。 

     これまでに５回のパーソントリップ調査を行っており、第５回調査は平成29

年度から令和元年度にかけて実施しました。 
 

      中間年度調査 

     パーソントリップ調査実施後の社会情勢や交通基盤の変化、また、圏域内

の都市交通を取り巻く課題に対応するため、その中間年度に、これまで４回の

補完調査を実施しています。 

    

（２）街路事業の推進（公園街路課） 

      街路事業は、道路事業の一環として、都市計画決定された道路を整備するもの

で、道路単独で行うものと、土地区画整理事業や市街地再開発事業と併せて行うも

のがあります。 

      街路は、単に交通施設としての機能にとどまらず、下水道や地下鉄などの公共

空間の確保や延焼防止などの防災機能も備えており、多様な機能を通じて都市の

発展に大きな役割を果たしています。 

令和５年３月末現在の都市計画道路の整備状況は、計画延長2,632.2㎞に対して、

改良済み延長が1,788.5㎞で、整備率が67.9％となっています。 
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種 類 区 分 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度  

都市計画決定延長 

（㎞） 

北九州市   607.6    608.8  608.8  608.8  607.4   

福岡市   504.7    504.8  505.8  505.8  505.8   

政令市以外市町 1,507.5  1,508.2  1,504.0  1,487.9  1,519.0   

合  計 2,619.8  2,621.8  2,618.6  2,602.5 2,632.2  

改 良 済 延 長 

（㎞） 

北九州市   492.8    493.7  496.8  500.0  502.2   

福岡市   423.5    424.2  428.5  428.9  429.9   

政令市以外市町   812.8    819.7  830.8  835.7  856.4   

合  計 1,729.1  1,737.6   1,756.1  1,764.6  1,788.5   

整  備  率 

（％） 

北九州市     81.1     81.1  81.6  82.1  82.7   

福岡市     83.9     84.0  84.7  84.8  85.0   

政令市以外市町     53.9     54.3  55.2  56.2  56.4   

合  計     66.0    66.3  67.1  67.8  67.9   

 ※都市計画年報より抜粋 
 

道路改築事業 都市計画道路鯰田中線 飯塚市 

 

      [着手前現況]                     [令和元年12月21日供用] 
 

                                              

 

 

                                            

                           

 

 

 

（３）連続立体交差事業の推進（公園街路課） 

      連続立体交差事業は、都市機能が高度に集中し、道路の密度が高い地域におい 

て平面交差している鉄道を一定区間連続して高架化あるいは地下化し、多数の踏切

の除却や新設道路等との立体交差化を同時に実施することにより、都市内交通の円

滑化や市街地の一体的な発展を図る事業です。 
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 連続立体交差事業箇所 
 都市計画 

区 域 名 

        
 都 市 名 施行者名 名 称 区 間 延 長 期 間 事 業 費  
         
  春日市  西鉄天神 春日原駅     
   福岡県  ～ 3.3km H15～R8 約742億円  
 福 岡 大野城市  大牟田線 下大利駅間     
    西鉄天神      
  福岡市 福岡市  雑飼隈駅付近 1.9km H22～R7 約377億円  
    大牟田線      

 

連続立体交差事業 西鉄天神大牟田線（春日原～下大利）大野城市・春日市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）駐車場の整備（都市計画課・公園街路課） 

      近年、都市内の路上駐車は、交通渋滞、交通事故の増大、都市部における商業活

動への支障等都市機能の停滞をもたらし、都市整備上の大きな課題となっていま

す。 

   駐車場は、道路の路面を使用する路上の駐車場と路面外に設置される路外駐車場

とに大別されます。都市計画区域内に設置される路外駐車場のうち、自動車の駐車

面積の合計が 500 ㎡以上で駐車料金を徴収するものは、駐車場法の規定に基づく届

出が必要です。 

また、一定規模以上の建築物の新設・増設の際には、条例により駐車場の設置を

義務付けることができます。 

駐車場問題に対処するため、駐車場法の適切な運用を図るとともに、荷さばき駐

車スペースの確保、観光バスの駐停車場の整備及び自動二輪車等の駐車場の整備を

推進することにより、利用者の利便性の向上及び交通環境の改善を目指します。 

また、中心市街地の周縁部等へ駐車場を誘導し、集約化することにより、都心部

への自動車の流入を抑制し、にぎわいのある、都心部ならではの魅力の向上を目指

します。 

 

 

着手前現況 高架後写真 
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４ 都市公園の整備 

   都市公園は、市街地における緑地として中核的な施設であり、身近で自然にあ

ふれる緑の空間として屋外レクリエーションの場となっています。また、火災時

には、住民の避難地としても位置付けられています。 

   このように、都市公園は広い意味で都市の保全機能を有しており、都市圏への

人口集中が続く中でその整備が緊急の課題となっています。 

      このため、県営都市公園の整備を積極的に行うとともに、県下市町村の都市公

園整備事業を促進します。 

 

都市公園の整備状況（令和６年３月31日現在） 

      全国平均      10.92 ㎡／人 

   福岡県（全体）      9.72 ㎡／人 

      福岡県（政令市のみ）    10.05 ㎡／人 

   福岡県（政令市を除いた26市26町）   9.36 ㎡／人 

 

（１）県営都市公園の整備（公園街路課） 

      快適な環境を創造し、都市と農山漁村の住民相互の交流の場となり、また広域

的なレクリエーション活動等に供されるものとして、県営都市公園の果たす役割

はますます重要になっています。県では、県民の多様な要望に応えていくため、県

営都市公園の充実を目指すとともに、引き続き筑後広域公園の整備を推進します。 

   また、平成18年度からは指定管理者制度を導入し、全ての県営都市公園の管理

業務を民間委託し、民間の企画能力やノウハウを活用することにより、利用者サ

ービスの向上と経費の縮減を図っています。 
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   県営都市公園                                        (令和 7年 4月 1日現在) 

公園名 東公園 西公園 大濠公園 中央公園 筑豊緑地 

開設年月 明治9年10月 明治14年4月 昭和4年3月 昭和27年 昭和31年10月 

面積(ha) 7.0 17.0 39.8(37.3) 40.6(89.8) 50.8(156.5) 

種別 総合公園 風致公園 総合公園 総合公園 広域公園 

     

     

主な施設 

 

 

滝・流れ 

壁泉・梅林 

芝生公園 

 

 

展望台 

児童コーナー 

さくら園 

つつじ園 

 

ボート池 

児童広場 

日本庭園 

能楽堂 

ジョギングロード 

野球場 

体育館 

交通公園 

修景池 

児童遊園 

野球場 

多目的広場 

テニスコート 

プール 

屋外ステージ 

 

公園名 名島運動公園 春日公園 天神中央公園 筑後広域公園 

開設年月 昭和57年7月 昭和56年5月 平成元年3月 平成17年7月 

面積(ha) 5.2 30.0 3.1 90.1 (198.6) 

種別 近隣公園 総合公園 近隣公園 広域公園 

     

     

主な施設 

 

 

 

野球場 

テニスコート 

児童広場 

多目的広場 

 

 

芝生広場 

野球場 

テニスコート 

球技場 

児童コーナー 

 

 噴水広場 

芝生公園 

桜の広場 

旧福岡県公会堂 

歩道橋 

 

体育館 

テニスコート 

多目的運動場

多目的広場 

球技場 

宿泊施設 

九州芸文館 

プール 

    ※ 面積は供用面積、( ）内は計画決定面積 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           大濠公園 
 

                                                                筑後広域公園 
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（２）国営公園の整備促進(公園街路課) 

      海の中道海浜公園は、北部九州を中心とする広域圏のレクリエーション需要の増

大に対応することを目的に設置されたものです。 

その規模は、西日本随一であり、全体計画面積 540ha のうち、約 350ha が供用さ

れているところです。 

 

（３）市町村営都市公園事業の促進（公園街路課） 

   県内の市町村では、住民が身近に利用できる都市公園として、街区公園、近隣公

園、地区公園等の住区基幹公園、総合公園、運動公園等の都市基幹公園の整備・充

実に努めています。 

 

  〈市町村の主な都市公園〉 

  ふれあいの森総合公園（宗像市） 

  多目的グラウンド、各種遊具、散策路、ふれあい広場 

  供用面積 49.07ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中央公園（久留米市） 

  プール、野球場、体育館、陸上競技場、鳥類センター、青少年科学館 

  供用面積 23.81ha 
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Ⅱ 個性豊かな地域づくりの推進 

 

 地域固有の歴史や風土を生かし、地域住民が主体となった誇りと愛着のもてる「地

域住民の手によるまちづくり」を支援していくとともに、行政と住民がまちづくりの

役割を分担し、連携・協力する「共創のまちづくり」を推進します。 

 

１ 景観形成の促進 

（１）美しいまちづくりの推進（都市計画課） 

近年、生活にゆとりと潤いを求める県民意識の高まりにより、高質で美しい景

観の形成が求められており、各地域においても、風土などの地域特性を生かした美

しいまちづくりへの取組みが行われています。 

県では、平成10年の「美しいまちづくり宣言」を受け、個性豊かで、美しく、誇

りをもって次の世代に継承することができる県土の保全、整備及び創造を目的とし

て、平成12年10月から「福岡県美しいまちづくり条例」を施行し、翌13年に「福岡

県美しいまちづくり基本方針」を策定しました。 

平成16年に景観法が制定されたことを受け、平成18年３月に条例を一部改正し、

翌19年５月には基本方針を改正し、県、市町村、県民等の連携協力のもと、まちづ

くりに対する県民の理解や意識の向上を図るため、次の施策を実施しています。 

さらに、平成21年３月にも条例を一部改正し、県が策定する景観計画に関して

必要な事項を定め、広域的な景観の形成を推進します。 

また、市町村においては、地域の特性や景観の優れた観光資産の保全・活用によ

る観光地の魅力向上などを目的に、独自に景観計画を策定しています。県内では、

17市町が策定済みです。 

 

  ○ 景観大会の開催 

美しいまちづくりへの啓発のため、年１回、福岡県景観大会を開催しています。

この大会では、県内の景観の保全やまちづくりに関する団体・グループの活動の発

表、美しい景観選等の受賞作品等の表彰式や展示、まち歩きやスケッチ教室など、

美しいまちづくりに対する県民の意識の向上を図るイベントを実施します。 
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福岡県景観大会の様子 

 

 

 

 

   

 

○ 美しい景観選（絵画部門）の実施 

 美しい景観選（絵画部門）では、地域の景観に対する思いを絵画に表現すること

で、県民に地域の美しい景観を見つめ直してもらい、景観への関心を高めます。 

 また、受賞作品については、景観大会で表彰を行い、県内各地で展示会を開催す

ることにより広く紹介します。 

 

 ○ 美しい景観選（写真部門）の実施 

  美しい景観選（写真部門）では、いつまでも伝えていきたい県内の自然の風景、

暮らしや人に関わる眺め、地域の埋もれた美しい街並み等を景観資源として発掘

し、写真で表現することを通して、県民に身近な景観への気付きを促し、景観への

関心を高めます。 

 また、受賞作品については、景観大会で表彰を行い、県内各地で展示会を開催す

ることにより広く紹介します。 

 

 ○ まちづくり専門家派遣制度の実施 

   景観形成に資するまちづくりを広く支援していくことを目的として、まちづく

りに取り組む地域住民・団体や市町村等に対し、まちづくり専門家を派遣します。

専門的知識と経験を生かした助言や提言等を行うことによって、県民、まちづく

り専門家及び行政（県、市町村）のパートナーシップ（適切な役割分担による連

携・協力）による美しいまちづくりの実現を図ります。 

 

 ○ 福岡県景観審議会の運営 

   福岡県景観審議会は、福岡県美しいまちづくり条例に基づき設置された附属機

関であり、美しいまちづくりに関する重要な事項について調査・審議します。 

 

美しい景観選表彰式 
福岡県美しい景観選 

 大賞作品（小学生の部） 

「アクロス山の樹木」 

ウォッチングツアー 



- 46 - 
 

  ○ 美しいまちづくり協議会 

   県内で活動するまちづくり団体、事業者、教育研究機関、市町村及び県は、パ 

ートナーシップによる美しいまちづくりを進めるために、福岡県美しいまちづくり

協議会を組織し、美しいまちづくりに関する連絡、協議、調整等を行います。また、

ホームページを開設して、県内での様々な美しいまちづくりに関する情報を発信し

ます。（https://www.b-machi.net） 
 

   美しいまちづくり協議会団体数 

R2年度 R3年度  R4年度 R5年度 R6年度 

69 69 67 67 64 

 

（２）広域景観の保全・形成の推進（都市計画課） 

      緑あふれる自然の中で個性豊かな都市群がネットワークするという「環境共生

型の都市づくり」の実現のため、広域的観点から、美しい都市とそれを包み込むグ

リーンベルト（山、川、田園、棚田等の優れた景観）の保全・形成を図っていくこ

ととし、筑後地域及び京築地域を対象とした広域景観のルールづくりを進めてき

ました。 

   筑後地域では、筑後川や矢部川といった河川流域に着目したルールづくりを行

っており、矢部川流域においては、平成19年５月に「矢部川流域景観テーマ協定」

を締結し、平成21年３月には景観法を活用した「矢部川流域景観計画」を策定しま

した。また、筑後川流域においても、平成21年５月に「筑後川流域景観テーマ協定」

を締結し、平成22年10月には「筑後川流域景観計画」を策定しました。京築地域で

も、平成22年５月に「京築広域景観テーマ協定」を締結し、平成23年12月に「京築

広域景観計画」を策定して、地域特性に応じた景観の保全・形成を推進していま

す。 

 

（３）景観整備事業の推進（都市計画課） 

公共空間に対してゆとりや潤いを求める声が高まる中、昭和63年６月、「福岡県

豊かな景観を考える懇談会」により、県主導による景観形成モデル事業の促進が提

言されました。これを受け、昭和63年度から、地域の活性化を目的とするまちづく

りの手法として、景観整備事業が県の単独事業として発足し、平成14年度からは、

計画段階から住民等の参加を得て、事業に取り組んでいます。 

地域の自然や文化を生かした魅力ある景観を形成するため、道路や河川など福

岡県美しいまちづくり条例に定める公共施設等の景観整備事業を先導的に実施す

ることにより、周辺地域の住民、企業及び市町村に対して、景観意識の高揚とその
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保有する施設についての景観誘導を図ります。 

 

    ○ 事業内容（標準） 
 

年 度 実 施 事 項  

初 年 度  
基本計画の策定（学識経験者、関係市町村各課、地元住民代表などの参

加による計画検討委員会を設置し、事業計画や内容を検討する。） 

第 ２ 年 度  実施設計 

第３年度以降  事業（工事）の実施 

対象事業：景観形成に必要な県管理の公共施設の整備並びに当該整備に伴い 

良好な景観形成に必要な建造物の整備及び樹木の保護 

 

    ○ 事業中の箇所 

    山内吉富線（吉富町）、観世音寺二日市線（太宰府市）、二ツ川（柳川市）、新

松山臨海線（仮）（苅田町）、田川直方線（大任町）、行橋停車場線（行橋市）、

八女香春線（うきは市） 

 

（４）屋外広告物対策の推進（都市計画課） 

      良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止す

ることを目的として、屋外広告物及び屋外広告業に関する必要な規制を行っていま

す。 

      平成12年度には、地域ごとによりきめの細かい対応ができるよう、市町村に「屋

外広告物の掲出許可・除去等に関する事務」を権限移譲しました。 

情報化社会の進展等に伴い多様化している屋外広告物に対応するために、平成 

14年度に屋外広告物条例の全面改正を行い、さらに、平成16年の屋外広告物法改正

に伴い、平成18年７月から屋外広告業の登録制度を導入しました。 

また、平成26年には大牟田市に、平成27年には中間市、宗像市及び福津市に、平

成28年には太宰府市に、平成30年には古賀市に、令和元年には小郡市に、令和5年

には柳川市について、市独自の屋外広告物条例の制定ができるよう、県条例の改正

を行いました。 

  ○ 禁止地域（屋外広告物の表示が禁止される地域） 

     ア 九州縦貫自動車道、九州横断自動車道及び東九州自動車道（一般国道10号

椎田道路活用区間を含む）から展望しうる地域で、車道の路端から500ｍ未満

の区域（人口集中地域を除く） 

   イ 山陽新幹線及び九州新幹線から展望しうる地域で、路端から500ｍ未満の区

域（人口集中地域及び新幹線駅のホーム端から500ｍ未満の部分を除く） 

   ウ 古墳及び墓地  
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  ○ 禁止物件（屋外広告物の表示が禁止される物件） 

       橋、トンネル、高架構造物及び分離帯、街路樹、路傍樹及び保存樹、信号機、

道路標識、道路の防護柵及びカーブミラー等、銅像及び記念碑等、公衆電話ボッ

クス、公衆便所及び郵便ポスト、消火栓、火災報知器及び火の見やぐら、送電塔、

送受信塔及び照明塔、煙突、ガスタンク及び貯水タンク等、街路灯柱、電柱等 

       ※ 街路灯柱、電柱等は、立看板、はり紙、はり札等の表示に限り禁止 

 

 ○  許可地域（屋外広告物の表示の際に許可が必要な地域） 

   ア 市の区域及び知事が指定する町村の区域 

   イ 都市計画法第２章の規定により定められた風致地区 

   ウ 景観法第８条第２項第１号に規定する景観計画区域 

   エ 地区計画等形態意匠条例により制限を受ける区域 

   オ 文化財保護法第109条により指定された史跡、名勝又は天然記念物の地域 

   カ 森林法第25条の規定により指定された名所又は旧跡の風致保安林 

   キ 国又は地方公共団体が管理する公園、緑地及び運動場 

   ク 官公署及び学校の敷地 

   ケ 知事が指定する幹線道路の沿線で、道路及び路端から500ｍ以内の区域 

   コ 九州縦貫自動車道及び九州横断自動車道から展望しうる地域で、路端から 

      1,000ｍ未満の区域のうち、禁止区域でない地域 

   サ 山陽新幹線及び九州新幹線から展望しうる地域で、路端から1,000ｍ未満の

   区域のうち、禁止区域でない地域 

 

（５）花による美しいまちづくりの推進（都市計画課） 

   花による美しいまちづくりは、地域の特色を活かして、環境に配慮しながら、ま

ちの身近な生活空間を花や草木で彩ることで、まちなかに花があふれる、人々が集

い憩う美しい空間を創出することを目的とした取組です。この取組は、花き産業の

振興を図るだけでなく、美しいまちなみを形成することで、地域住民の皆さまの生

活の質を高め、心の豊かさにもつながるものです。また、子どもたちの情操教育に

も良い影響を与え、地域への愛着を育むことにも貢献できます。 

   福岡県では、市町村が整備する花壇整備費の助成や、「花による美しいまちづく

り」をアピールするロゴプレートやロゴピックの作成、一人一花サポート対象団体

証明書の発行等を行うことで、取組を推進していきます。 

 

   〇 パートナー花壇制度 

    「パートナー花壇制度」とは、市町村が県からの助成で新たに整備する花壇

や、道路や公園、公民館などの公共施設において、市町村やボランティア団体、

住民等が花を植えて管理する制度です。自宅の庭等の私有地で道路から見える



- 49 - 
 

場所も対象で、グループや個人で花を植えている方がどなたでも参加すること

ができます。 

 

〇 おもてなし花壇制度 

  「おもてなし花壇制度」とは、花による美しいまちづくりに協賛をいただける

企業を募集し、企業からの協賛金をもとに市町村が花壇を整備し管理する制度で

す。企業名が入ったロゴプレートを市町村の花壇などに設置することで、企業の

社会貢献の取組を県民の皆様に知っていただくものです。  

 

〇 一人一花割引制度 

  「一人一花割引制度」とは、花による美しいまちづくりに参加するボランティ

ア団体や住民等に対して、園芸用品販売店等の協力を得て、花苗や肥料等の購入

割引が受けられる制度です。お住いの市町村で登録された方に一人一花サポート

対象団体証明書を発行します。 

 

 ○ 花による美しいまちづくりのコーディネーターとの連携 

    花による美しいまちづくりのコーディネーターとして、福岡県にゆかりのある

庭園デザイナーの石原和幸さんを任命しました。 

    県が主催する講演会やセミナーで、花や緑によるまちづくりの魅力を伝えても

らい、県民の関心を高め、気運醸成を図っていきます。 

    また、花によるまちづくりについて、多くの実績があるコーディネーターと連

携して、他のモデルとなるような地域をつくっていきます。 
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２ 快適な地域生活空間の整備 

（１）地区計画・建築協定によるまちづくりの推進 

  ① 地区計画制度の推進（都市計画課） 

       地区計画制度は、比較的狭い範囲の地区（コミュニティや街区を単位とする

地区）を対象として、区画道路、公園緑地等の配置とその規模、建物等の位置、

用途及び形態等に関する制限並びに現にある樹林地等の保全を図るための制限

など必要な事項を定めることによって、特徴あるまちづくりを進めることがで

きる制度です。 

この制度は、住民自身の合意形成が前提となるものであり、住民主導による

ことが望まれます。 

令和７年３月31日現在、県内では39市町が、557箇所、約9,640haについて地区

計画等を定めています。 
 

      ○ 地区計画の構成 

     地区計画の構成は、次のとおりです。 

        ア 地区計画の方針（まちづくりの構想） 

      地区計画の目標、土地利用の方針、地区施設の整備方針、建築物等の整備

方針、その他区域の整備、開発及び保全に関する方針を定める。 

        イ 地区整備計画（まちづくりの具体的内容） 

            地区計画区域の全部又は一部について、地区計画の方針に従って、道路、

公園、広場等の配置や建築物等に関する制限を詳細に定める。 

 

    ② 建築協定制度の活用促進（建築指導課） 

        建築協定制度は、それぞれの地区の実情に応じたきめ細かなまちづくりの推

進や良好な景観の形成を図るため、一定の区域を定めて建築物の敷地、位置、構

造、用途、形態等に関する基準について、関係する土地所有者等が相互に協定す

る制度です。 

        建築協定は市町村条例の制定及び土地所有者等全員の合意が必要であるため、

市町村及び県民に対して制度の周知を図り、理解が深まるよう努めています。 

 

建築協定締結状況（令和7年3月31日現在有効なもの） 

建築協定条例制定市町村数 25 

県内建築協定締結地区数 

（ う ち 県 所 管 分 ）  

140 

（33） 

             ※ 県が所管するのは、北九州市・福岡市・大牟田市・久留米市を除く区域 
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       ○ 協定締結の手順（県所管分） 
 

 

 

 土地所有者等の代表者 （協定しようとする者の代表者） 

 

 認可申請書  （建築協定書） 

 

 市 町  村（長）             

公告 

縦覧（20日以上） 

公開による意見の聴取会（公聴会） 

 認可通知書            

市町村長の意見書、公聴会記録の提出 

認可 

 特定行政庁（県知事） 公告 

※ 県が所管するのは、北九州市・福岡市・大牟田市・久留米市を除く区域 

 

（２）都市再生整備計画（旧まちづくり交付金）事業等の促進 

  ① 都市再生整備計画事業（都市計画課） 

       地域の歴史・文化・自然環境等の特性を生かした個性あふれるまちづくりを実

施し、都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と

地域経済・社会の活性化を図る事業です。 
 

○ ７市 ７地区 （R7.4時点） 
 

② 都市構造再編集中支援事業（都市計画課） 

立地適正化計画に基づき、都市機能や居住環境の向上に資する公共公益施設の

誘導・整備、防災力強化の取組等に対し集中的に支援を行い、各都市が持続可能

で強靭な都市構造へ再編を図る事業です。 

 

○ ９市 １１地区 （R7.4時点） 

 

③ まちなかウォーカブル推進事業（都市計画課） 

車中心から人中心の空間へと転換を図る、まちなかの歩いて移動できる範囲に

おいて、滞在の快適性の向上を目的として道路・公園・広場等の整備や修復・利

活用、滞在環境の向上に資する取組を重点的・一体的に支援し、「居心地が良く

歩きたくなる」まちなかづくりを推進する事業です。 

 

○ ４市 ６地区 （R7.4時点） 
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○ 都市再生整備計画関連事業の見取り図 
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（３）福岡県美しいまちづくり建築賞（住宅計画課） 

県では、個性豊かで美しい県土の保全、整備及び創造を図るため、平成

  12年に「福岡県美しいまちづくり条例」を制定し、県民等とのパートナーシップに

  よる美しいまちづくりを推進しています。 

「福岡県美しいまちづくり建築賞」は、県内の個性豊かで美しく、良好な景観 

を形成する建築物を表彰することにより、美しいまちづくりに対する県民意識の

醸成を図ることを目的として実施しています。 

     ○ 賞の概要 

地域の景観の形成に寄与するとともに建築計画において優れた建築物を対象

としています。 

      ・ 賞の部門  住宅の部及び一般建築の部 

      ・ 賞の種類  部門ごとに大賞及び優秀賞を選定 

 

第37回福岡県美しいまちづくり建築賞受賞作品一覧 

 

賞の種
類 

住宅の部 一般建築の部 

区分 大賞 優秀賞 優秀賞 大賞 優秀賞 

作品名 
道山さんの家/ 
三角敷地の道

と屋根 
岡垣の家 Casa Y 

福岡大名 
ガーデンシティ 

宮前迎賓館 
灯明殿 

建築主 
(代表
者等) 

個人 個人 個人 

大名プロジェクト 
特定目的会社 

(代表企業：積水ハウス株式会社) 

代表取締役社長執行役員兼CEO 

仲井嘉浩 

石蔵酒造株式会社 
代表取締役社長 

石蔵利正 

設計者 

一級建築士事務所 

ニコ設計室 

西久保毅人 
榊法明 
岩下沙紀 

株式会社 

酒井建築事務所 

酒井一徳 

大庭早子建築設計

事務所 

大庭早子 

久米設計・醇建築設計共同企業体 
(代表企業：株式会社久米設計九州支社) 

九州支社長 

永野孝之 
株式会社醇建築まちづくり研究所 

所長 牧敦司 

設計+制作/建築巧房 

代表 高木正三郎 
所員 米満光平 

ノキシタアーキテクト 

一級建築士事務所 
代表 木下知 

施工者 

株式会社 

久木原工務店 

久木原圭一 
千原弘士 

山下建設株式会社 

山下辰信 

株式会社イクス 

ワークス 
内山琢也 

清水・鴻池・積和建設 

九州特定建設工事共同企業体 

(代表企業：清水建設株式会社) 

執行役員九州支店長 

湯原克佳 

九州建設株式会社 
代表取締役社長 

井山裕 
工務本部工事部 

高瀬太郎 

所在地 福岡市早良区 岡垣町 福岡市城南区 福岡市中央区 福岡市博多区 

竣工 
年月 

令和4年5月 令和5年12月 令和5年6月 令和5年3月 令和5年3月 
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〈設計趣旨〉 

道山さんの家は福岡市の室見川にほど近い街に計画した店舗併用住宅です。敷地形状はほぼ三角形で、中層

マンションの立ち並ぶ大通りと住宅街のはざまにある鋭角な角地でした。元々は古い木造2階建てのご実家が

建っていたのですが、この数十年で周りの風景も変わり、立地も良いことから将来貸し店舗を併設した住まい

の設計を求められました。暮らしのイメージとしては街とのんびりとした連続感があり、人が気軽に集まり長

居してしまうような居心地の良い家をご希望されましたが、幅員30ｍと幅員4ｍという両極端な2つの道路に面

した角地であり、しかも三角形であるため敷地周長の2/3以上が道路に接していました。あからさまに住居の

一部が店舗であるのもプライバシーが守りにくいそうです。そこでまず用途より先に大小の屋根がぱらぱらと

分散しているような全体像をイメージしました。そしてその屋根の下にいろんな内外のスペースを内包するよ

うに計画しました。 

平面形状がいびつであることから見る場所によって表情を変える複数の切妻屋根の連なる外観は、内部を想

像されにくくしてご家族の暮らしを守るとともに、ダイナミックな軒先の変化が街ゆく人、子どもたちにとっ

ても親しみのある存在になることを目指しました。とはいえ完成して2年が過ぎた現在、実はこの店舗スペー

スは未だ仕上げ未施工のまま、いつ貸し出されるのかはっきり決まっていません。おかげで下地剥き出しの土

間空間はちょうどいい子どもたちの遊び場になっており、この家のほどよい余白空間として暮らしと街のあい

だに存在しています。そのうち貸し出されるかも知れませんし、もしかしたらこのままの時間がしばらく続く

かも知れません。実はそもそも西側の駐車スペースは自家用ではなく、隣接する保育園の送迎用に無償で使っ

てもらうために計画しました。完成してみると近隣の街や社会にも余白を差し出し、貢献することのできるよ

うなこの建築の佇まいや在り方は、まるで建主の人柄を表現しているかのようだなと思います。 

道ゆく人や子どもたちが気軽にこの屋根の下で道草したくなるようなそんな風景。家と街のあいだに。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈設計趣旨〉 

地域の歴史と文化を継承し都市を新たなステージへ 

福岡市中心部における歴史ある旧大名小学校の跡地活用事業である。計画地である旧大名小学校は福岡市

で最も古い学校で、そのグランドは地域のイベント活用など長く親しまれてきた場所である。一方で福岡市

が進める都市部の機能向上を促す「天神ビッグバン」エリアの中で、市街化の進む天神地区と下町の雰囲気

を継承する大名地区の境界に位置し、それぞれの地区文化をつなぐ西のゲートとして位置づけられる施設で

ある。 

歴史ある小学校跡地を活用したクロスカルチャーの拠点 

求められた校庭の保存を都市に開かれた広場「パーク」として再生し、オフィス・外資系ホテル・商業等

を積層した「タワー」と、住宅と創業支援施設に地域の公民館などを加えた「テラス」などから成る複合施

設である。大名地区の個性ある地域文化と開発が進む天神地区それぞれの新たな人の流れが囲われた広場で

混ざりあい、新しい福岡の異文化交流拠点となることを目指した。 

撮影：濱邊信晴 

 

【美しいまちづくり建築賞】 

 

大 賞 
住 宅 の 部 

 

道山さんの家 /  

三角敷地の道と屋根 
 

建築主 個人 

設計者 一級建築士事務所ニコ設計室 

施工者 株式会社久木原工務店 

所在地 福岡市早良区 

竣 工 令和4年5月 

【美しいまちづくり建築賞】 

 

大 賞 
一 般 建 築 の 部 

 

福岡大名ガーデンシティ 
 

建築主 大名プロジェクト特定目的会社 

設計者 久米設計・醇建築設計共同企業体 

施工者 清水・鴻池・積和建設 

九州特定建設工事共同企業体 

所在地 福岡市中央区 

竣 工 令和5年3月 

撮影：西久保毅人 
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まちの特徴を活かした施設配置 

大規模な建築物が多い天神地区と低層で下町的な大名地区や旧小学校校舎を、広場「パーク」が結節点と

なり、大小のまちのスケールと人や時の流れを違和感なく連続させ、都市の多様性を融合することができた

。福岡大名ガーデンシティは、開かれた広場「パーク」を核に様々な人の交流と憩いの空間を創出し、これ

からの都心の広場のありかたを創出している。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈設計趣旨〉 

博多と北九州のちょうど中間に位置する遠賀郡岡垣町に建つ医者とカウンセラー夫婦と子ども2人のための

住宅である。 

敷地は、長閑な田園風景が広がり、自然豊かな環境の中で子育てをしていきたいという想いからこの地を選

び計画がはじまった。近くに奥様のご実家があり、色々と参考にさせて頂く要望があった。彼女は、物心つい

た頃から実家の軒先にて雨や雪の日でも七輪を出してきて半屋外食を楽しむ習慣があり、カジュアルなアウト

ドア活動ができる空間を強く望んでいた。また、実家には昔ながらの2間続きの和室があり、そこを中心に生

活をしている中で家族との距離感というものを強く意識されていました。プライバシー確保はされながらも、

どこか家族の気配を感じることができる住環境にしていきたい。また、季節によって移りゆく田園風景をより

身近に感じる為に、カーテンをしない生活も望まれていた。 

基本的な構成は、キッチン、水回り、寝室、多目的室、書斎、収納と機能をもったスペースを壁で囲み、適

度な距離を保ちながら配置を行い、それぞれの隙間スペースを家族共有のスペースとし、客人を招きいれるに

相応しいパブリック空間とした。多目的室は、奥様が今後カウンセリングの仕事も家で行いたいということ

で、子どもが小さいうちは、多目的室をカウンセリングルーム(現在別敷地でクリニックとカウンセリングは

計画中)として使い、子どもが思春期となった頃には、子ども部屋、その後は、倉庫などとして家族の変遷に

合わせて柔軟な対応ができるような配慮を行った。水回り以外の空間は天井を設けず、壁のみで仕切られた一

体化された空間でもある。氷点下にもなる寒い日には、床下にルームエアコンを設置した床下暖房と薪ストー

ブを活用するたけで快適に過ごせるよう、床下換気扇やサーキュレーターなども活用しながら空気の流れも考

慮した空調計画を行った。 

東西に伸びる切妻屋根の隙間や各諸室の隙間から感じる、変わりゆく自然の変化を五感で感じながら感性豊

かな暮らしを楽しんで欲しいと切に願う。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈設計趣旨〉 
敷地は建主一族が代々暮らしている土地の一角で時間をかけて手入れされた中庭と高床の蔵で繋

がっている。集落的な越境性や共有の裏動線でできた回遊性を継承しつつ、多様性を併存させる懐と
多様な顔をもつ住まいにしたいと考えた。まず、既存の地形を住宅全体で感じられるように緩やかな

【美しいまちづくり建築賞】 

 

優 秀 賞 
住 宅 の 部 

 

岡垣の家 

 

建築主 個人 

設計者 株式会社酒井建築事務所 

施工者 山下建設株式会社 

所在地 岡垣町 

竣 工 令和5年12月 撮影：石井紀久 

 

撮影：YASHIRO PHOTO OFFICENoboru Inoue 

【美しいまちづくり建築賞】 

 

優 秀 賞 
住 宅 の 部 

 

casa Y 
 

建築主 個人 

設計者 大庭早子建築設計事務所 

施工者 株式会社イクスワークス 

所在地 福岡市城南区 

竣 工 令和5年6月 

撮影：YASHIRO PHOTO OFFICE 
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段状の床とし、その中央に生活の拠り所となる 2 つの塔屋空間(寝間と居間)と、その周縁に生活を補
完し外部環境と接続する回遊性をもった下屋空間を計画した。この塔屋と下屋の構成は、構造的には
大壁で囲われた耐力壁と、着色した 90 角の柱・梁によるリズミカルな真壁の開放的な非耐力壁に対
応し、環境的には開口部を風と光で役割分担し、風は下屋の壁面のウインドキャッチャーで室内に取
り込み光は塔屋の天窓から断熱材と垂木で拡散された間接光で居住空間に天気の変化を伝える。多
中心で重層性のある空間に、多様な対比関係から生まれた場所が渾然と併存することで、身体と住ま
いがシンクロし、室に固定されることなく常に野性的ななわばりの伸縮が可能となる。この住宅は住
まい手の日々の居場所の発見の連続によって柔軟にかたちづくられていく。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜設計趣旨＞ 

博多の歴史を留める旧市街の中心地での集会施設である。天神や博多駅周辺で進むモノ的発展に包囲されな

がら、いかに歴史を捉えるかということが、自ずから命題となるような敷地である。櫛田神社北神門の脇、民

間が３/４、櫛田神社が１/４を分割所有する地での共存計画でもある。 

容積率を使い切る建築ボリュームが計画の前提となりつつも、いかに、境内への尊厳を表すか。そこから、

建物全体が「灯明」となり、日々の営みが神仏に灯火をささげる、という初案によって、まずは関係者の意識

を束ねることができた。そして、将来的にも安定した景観を持った神社境内の建物群の形状を、現代建築とし

て編集し反復することによって、場所(空間)との一体的な風景を図った。 

また、櫛田神社の周辺は市内最大の職人まちとしての歴史が積み重ねられてきた。この地区から実際に職人

さんを起用して建築をつくることは、もはや叶わぬが、可能な範囲まで広げて(市内～県内～九州内)、個人の

技能で生き続ける職人さんたちに集まってもらい、あくまで現代構法の現代建築に彼らの造作物を組み込んだ

。今は見えない地歴との一貫性をなぞらえる所作として、建築は作られた。 

 

【美しいまちづくり建築賞】 

 

優 秀 賞 
一 般 建 築 の 部 

 

宮前迎賓館 灯明殿 

 

建築主 石蔵酒造株式会社 

設計者 設計+制作/建築巧房 

    ノキシタアーキテクト一級

建築士事務所 

施工者 九州建設株式会社 

所在地 福岡市博多区 

竣 工 令和5年3月 

撮影：YASHIRO PHOTO OFFICE HARIGANE YOUSJKE 



- 57 - 
 

Ⅲ 安全・安心な暮らしの確保 

 

 福岡県西方沖地震や度重なる豪雨などの自然災害により、安全で安心して暮らした

いと願う県民のニーズが高まっています。 

  市街地や建築物の防災対策の推進など災害に強い地域づくり、安全なまちづくり等

を推進します。 

 

１ 災害など危機に強い県づくり 

（１）建築物耐震化促進事業（建築指導課・住宅計画課） 

「地震に強い安全・安心な福岡のまちづくり」の実現に向け、東日本大震災の

発生や、平成25年11月の耐震改修促進法の改正など、建築物の耐震化を取り巻く社

会動向を踏まえて改定した「福岡県建築物耐震改修促進計画」に基づき、建築物の

耐震化を促進します。 

耐震化の普及啓発促進のため、耐震改修相談窓口の開設、耐震診断アドバイザ

ーの派遣を行うほか、耐震改修セミナーや耐震改修事業者の技術力向上のための研

修会等を実施します。 

また、耐震診断が義務付けられた大規模建築物のうち、民間建築物を対象とす

る耐震改修費補助や木造戸建て住宅の耐震改修費補助を行い、耐震化を促進します。 

さらに、災害時における通学路や避難路等の安全と通行を確保するため、地震

による倒壊の危険性が高いブロック塀の撤去費に対する補助を行います。 

令和６年５月、県、市町村及び関係団体が連携を強化し、更なる耐震化を促進

するために「福岡県住宅・建築物耐震化連絡協議会」を設立し、情報共有や意見交

換を行っています。 

 

（２）建築物地震対策事業（建築指導課） 

福岡県西方沖地震を教訓として、建築物の耐震化を促進するとともに、被災し

た建築物の倒壊等による二次災害から県民の生命・財産の安全を確保するため、迅

速かつ的確に応急危険度判定士を派遣できる体制を整備することにより、地震に強

いまちづくりを推進します。 

被災時に迅速な被災建築物応急危険度判定活動を行うことのできる体制を整備

し、建築物の倒壊等による二次災害を防止します。 

 

（３）建築物防災等対策事業（建築指導課） 

建築物等の所有者又は管理者は、当該建築物等の維持保全状況を定期的に調査

し、その結果について特定行政庁に報告（定期報告制度）を行います。この報告に
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基づき、敷地・構造・防火・避難・衛生関係等に関する違反又は維持保全上危険な

箇所の改修改善を指導し、建築物の良好な維持保全に努めます。 

 

（４）がけ地近接等危険住宅移転事業（建築指導課） 

がけ地崩壊等の危険から住民の生命の安全を確保するため、対象区域（がけ条

例適用区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域等）にある危険住宅の

移転を推進します。 

県では、市町村を通じて対象区域にある危険住宅の移転を行う者に対し、危険

住宅の除却及び移転住宅の建設に要する経費を補助しています。 

 

（５）流域下水道業務継続計画（下水道課） 

災害等の影響により流域下水道機能（業務レベル）が低下又は停止をした場合

であっても、適切に業務を執行し、流域下水道の事業継続を図ります。また、被災

した施設の機能を早期に復旧させるため、被災から復旧までの非常時対応計画を定

めるとともに、同計画の実施に必要となる体制を整備し、防災対応力の向上に努め

ます。 

 

（６）宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）の基礎調査（開発・盛土指導課） 

盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用

途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅

地造成及び特定盛土等規制法」（通称「盛土規制法」）が、令和５年５月２６日に施

行されました。 

県では、令和７年１０月１日に規制区域を指定し、盛土規制法の運用を開始しま

した。 

運用開始に伴い、規制区域内で行われる一定規模の盛土等の工事や土石の堆積に

ついて、技術基準に基づく許可、工事状況の把握及び現地の検査を行うとともに、

不法又は危険な盛土等の監視や行政指導を行います。 
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２ 人に優しい安全なまちづくり 

（１）福祉のまちづくりの推進 

  ① バリアフリー法の運用（建築指導課・都市計画課・公園街路課） 

        高齢者、障がいのある人等の日常生活及び社会生活における移動並びに施設

の利用の利便性及び安全性の向上の促進を図るため、ハートビル法と交通バリ

アフリー法を一体化した「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律」（バリアフリー法）が平成18年６月21日に公布され、同年12月20日から

施行されました。 

        同法では、従来からバリアフリー化基準に適合した整備の対象であった建築

物、公共交通機関の旅客施設及び車両等に加え、新たに道路、路外駐車場、公

園施設等が整備の対象となりました。同法は、これらの施設の構造及び設備を

改善する措置、さらに一定の地区における旅客施設、建築物等及びこれらの間

の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体的な整備を促進し、

高齢者、障がいのある人等の円滑な移動及び施設の円滑な利用を確保すること

で、積極的な社会活動を進めていくものです。 

また、認定特定建築物に対する税制上の特例措置や低利融資制度、市街地と

一体となった移動ネットワーク形成や認定特定建築物に対する補助事業（バリ

アフリー環境整備促進事業）の活用により、優良な建築物の建設の促進を図り

ます。 
 

      バリアフリー法認定建築物件数 

区 分 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

福岡県全体 １ ３ ５ ２ １ 

うち県所管 ０ ０ １ ０ ０ 

※県所管分は、北九州市・福岡市・大牟田市・久留米市を除く区域 

※変更認定件数は除く。 

 

    ② 福祉のまちづくり条例の運用（建築指導課） 

        高齢者、障がいのある人等をはじめ、全ての県民が自らの意思で社会、文化、

経済その他の分野の活動に参加できる社会を形成するため、平成10年に「福岡

県福祉のまちづくり条例」を制定しました。平成19年２月には、まちづくり施

設の維持保全等に関する義務を追加するなど同条例の改正を行い、社会変化に

対応した福祉のまちづくりを推進しています。 

        同条例では、県、市町村、施設の所有者や管理者等の事業者、まちづくり施

設の設計、施工等に携わる者及び県民の役割を明らかにするとともに、不特定

多数の者が利用する病院、集会所、店舗等の建築物や旅客施設、道路、公園な

どのまちづくり施設を、高齢者等が安全かつ快適に利用できるように、官民一

体となって整備することとしています。 

    また、福祉のまちづくりを推進するため、情報提供や普及啓発を行っていま

す。 
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Ⅳ 快適な居住環境の整備 

 

 住生活の安定の確保及び向上の促進、地域振興施策との連携、環境との共生、高齢

者等への対応など、多様な県民ニーズ（需要、要望）に応える良質な住まいづくりや

下水道の普及促進を通して、生活の豊かさを実感できる居住環境の整備を推進しま

す。 

 

１ 住生活基本計画に基づく住宅施策の推進 

（１）住生活基本計画に基づく住宅施策の推進（住宅計画課・県営住宅課） 

      平成 18 年９月に国民の豊かな住生活を実現するため、住生活基本計画（全国

計画）が策定されて以降、我が国の住まいを取り巻く環境はいっそう厳しくなっ

ており、特に高齢者の急速な増加への的確な対応、住まいの分野における環境負

荷低減への対応は、喫緊の課題です。 

このような背景から、平成 19 年３月に「福岡県住生活基本計画」（計画期間：

平成 18 年度～27 年度）（以下「県計画」という。）を策定しました。県計画は、

長期的な目標を提示する観点から計画期間を 10 年間としていますが、社会情勢

の変化を踏まえ、その後の施策展開に反映するため、概ね５年程度で見直すこと

としており、全国計画の見直しを踏まえ、平成 24 年３月、平成 29 年３月及び令

和４年３月に見直しを行いました。 

令和４年３月に見直した県計画（計画期間：令和３年度～令和 12 年度）では、

「多様な居住ニーズに応える環境づくりと住宅セーフティネットの充実」、「良

質な住宅ストックを将来世代に継承できる環境づくり」など４つの基本目標を

掲げ、県民や民間事業者等の積極的な参画と協働のもと、子育てしやすい住まい

の確保、脱炭素社会に資する住まいづくりの推進、既存住宅の流通促進、空き家

の管理・活用・除却の促進などの施策を計画的に推進することとしています。 
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（２）「福岡県住宅・住環境整備計画」に基づく事業の推進 

(住宅計画課・県営住宅課） 

 県と市町村は、地方の自主性と創意工夫を活かし、各地域の実情に応じた住宅

施策を推進するため、「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備

等に関する特別措置法」に基づき、平成 17 年度から「福岡県地域住宅計画」（現

在は「福岡県住宅・住環境整備計画」と改称）を共同で策定し、国の交付金を活

用して、公営住宅の整備等の事業に取り組んでいます。 

 平成 17～21 年度までは地域住宅交付金を活用してきましたが、現在は、社会

資本整備総合交付金（平成 22 年度創設）及び防災・安全交付金（平成 24 年度創

設）の２つの交付金を活用しています。 

今後も、計画の目標である「多様な居住ニーズに応える環境づくりと住宅セー

フティネットの充実」、「良質な住宅ストックを将来世代に継承できる環境づく

り」、「地域での豊かな住環境を実感できる魅力的な居住環境づくり」等の実現に

向けた住宅施策を今後も推進していきます。 

 

２ 良質な住宅ストックの形成 

（１）公的住宅対策の推進 

  ① 県営住宅の建設、建替の推進（県営住宅課） 

        県営住宅の建設の目的は、公営住宅法に基づき、住宅に困っている低額所

得者に対して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、低廉な家

賃で賃貸することにより、生活の安定と社会福祉の増進を図ることです。市

町村と連携しながら市街地の環境整備を図るとともに、住宅需要の動向に即

した良質な住宅の供給を推進しています。特に、少子・高齢社会の更なる進

行に対応できるよう、設計段階で種々の配慮を行い、建設年次が古い老朽化

した狭小で居住水準が低い既設県営住宅の建替事業を積極的に推進していま

す。  

 
 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（県営金丸団地） （県営城浜団地） 
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    県営住宅の建替状況                         （単位：戸） 

   

 

 

年 度 R2 R3 R4 R5 R6 R7(計画) 

中 層 0 0 30 60 29 73 

高 層 217 0 149 235 0 0 

計 217 0 179 295 29 73 

※R3 は R2 に着手した団地について継続して建替を行った。 

 

県営住宅の建替えについては、これまでは老朽化した低層住宅を対象とし

ていましたが、これに加えて大量に建設された時期の中層住宅についても、

その対象としています。 

    今後も、建替え等により県営住宅ストックの質の向上に重点を置きながら、

耐久性の向上を図る改善事業や保守点検・修繕などを行っていくことにより、

良質な県営住宅ストックを確保し供給していきます。 

        また、エレベーターを設置し、住戸内の段差解消などのバリアフリー化を行

った高齢者にも優しい住宅を基本とし、需要に応じて車いす使用者向け住戸

の供給も行っていきます。 

   ○ 重点的に建替えを推進すべき団地の要件 

      （ア）建設年次が特に古い居住水準の向上等を図るべき団地 

   （イ）相当規模以上の団地で建替えにより居住水準の向上等を図るべき団地 

   （ウ）公共賃貸住宅に対する需要が高い地域にあり、土地の高度利用により相

当程度の戸数の供給と居住水準の向上等を図るべき団地 

 

        構造別の耐用年数 

構     造 耐用年数（法定建替要件） 

耐火構造の住宅 70年（35年） 

準耐火構造の住宅 45年（23年） 

木造の住宅（簡易平屋構造を含む） 30年（15年） 
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  ② 県営住宅の管理の充実（県営住宅課） 

        県営住宅の管理戸数は令和７年４月１日現在で 28,374 戸となっており、そ

の管理事務は量的にも質的にも増大していることから、今後の住宅政策とし

てこれらの既存住宅を有効かつ適切に管理することが重要な課題となってい

ます。 

    このため、入居者の募集、決定、家賃の徴収等の対人的な管理及び建物の維

持補修、保管義務違反の防止等の物的な管理の強化を図るとともに、入居者間

の調整による共同生活の秩序維持や快適性の保持等、居住水準の向上に努め

ています。 

        また、平成 18 年４月からは指定管理者制度を、平成 31 年４月からは管理

代行制度を導入し、福岡県住宅供給公社（以下「公社」という。）が全ての県

営住宅の一般管理事務を行うことにより、住民サービスの向上と管理運営の

効率化等を図っています。 

令和５年度から、抽選方式募集を年３回から年４回に増やし、また、常時募 

集団地を２４団地から拡大、令和７年度は６２団地としています。さらに、単 

身世帯の年齢制限や同居要件を緩和し、令和７年度からは抽選募集団地にお 

けるエレベーターのない住棟の一般世帯向け住宅に単身世帯が入居できるよ 

うにするなど、入居者の要望に更に応えられるようにしました。 
 

         県営住宅管理戸数の推移                               （単位：戸） 

   

        

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

     28,866       29,153      28,705       28,521      28,374 

 

生活圏別県営住宅の管理戸数（令和 7 年 4 月 1 日現在）        （単位：戸）                                                     

   

 

 

生活圏別 福 岡 北九州 筑 後 筑 豊 計 

管理戸数 8,083 7,536 6,564 6,191 28,374 

構 成 比      28.5%      26.6%      23.1%      21.8%     100.0% 

 

         県営住宅管理費の推移                            （単位：千円） 

年 度 管 理 費 一般修繕 計画修繕 合 計 

R３年度    929,299   2,012,468     591,333   3,533,100 

R４年度 960,795 2,189,062 436,926 3,586,783 

R５年度 971,651   2,172,351     548,646   3,692,648 
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  ③ 既存県営住宅の有効活用（県営住宅課） 

        県営住宅は、令和７年４月現在で 28,374 戸のストックがあります。少子高

齢化が進展し、将来的な人口、世帯数の減少が見込まれる中で、適切なストッ

ク量を管理しながら、これを活用することが必要です。 

昭和 30～40 年代に建設された狭小で老朽化した木造、簡平、簡２の建物に

ついては、昭和 55 年から建替事業を実施しており、今後も引き続き推進しま

す。 

        昭和 40～50 年代に大量に建設された中層耐火建築物については、耐用年数

の 1／2 を経過し、建物の老朽化や設備水準の低下のほか、バリアフリー化も

不十分であることなどの問題が発生しており、老朽化等が進んでいるものか

ら順次、建替えを実施しています。 

    昭和 61～平成 12 年度までに建設された中層耐火建築物については、耐用年

数が満了するまで良好な状態で使用できるよう、基本的には長寿命化型の改

善を行うこととしています。また、その中で高齢者の入居率が高く住宅設備等

の改善が必要な団地において、エレベーター設置等の福祉型改善を実施する

とともに、子育てに適した立地等を考慮して選定した団地において、子育て世

帯への住宅支援・入居促進として、子育て支援型改善を実施しています。 
 

       個別改善事業実施戸数の推移                       （単位：戸） 

年 度 R2 R3 R4 R5 R6 R7(計画) 

長寿命化型 388 456 474 506 156 404 

福祉型    50(20） 102（20） 0 

子育て支援型 23（10） 22（4） 32 29(5) 23（5） 14 

計 401 474 506 560 256 418 

※福祉型、子育て支援型における（）書きは長寿命化型の内数 

 

  ④ 市町村営住宅の建設・建替えの促進（住宅計画課） 

        公営住宅は、住宅市場において自力では適正な水準の住宅を適正な負担で

確保することが困難と見込まれる世帯（高齢者・子育て世帯、ＤＶ被害者

等）に対して、公的な支援により居住の安定の確保を図るという重要な役割

を果たしています。 

    特に、地域の実情に即した住宅セーフティネットとして供給される市町村

営住宅は、こうした住宅確保要配慮者にとって必要不可欠なものとなってい

ます。一方で、耐用年数の 1/2 を経過した市町村営住宅の割合が非常に高く

なっており、建物の老朽化や設備の陳腐化等により、建替えや改善が強く求め

られています。 
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    このため、既存の市町村営住宅ストックの効率的かつ円滑な更新を実施す

ることを目的として、公営住宅等長寿命化計画（平成 20 年度までは公営住宅

ストック活用計画）の策定・見直しを積極的に促進し、計画的に市町村営住宅

の建設・改善・予防保全等を行うよう助言しています。 

 

  ⑤  市町村営住宅の管理の助言等（県営住宅課） 

        公営住宅は、生活様式の変化、住宅団地の大規模化等に伴って複雑・多様化

しており、適正な管理業務の実施が求められています。 

    特に、市町村営住宅の管理については、戸数規模、管理体制など市町村の事

業の実情に即して適正かつ合理的に管理することが重要であり、必要に応じ

て管理業務の適正化に関する助言等を行っています。 

 

  ⑥ 公社による住宅の供給促進（住宅計画課） 

        公社は、地方住宅供給公社法に基づき、賃貸住宅の建設、管理を主たる業

務としているほか、県営住宅の管理代行者となっています。 

    公社賃貸住宅については、現在約 9,000 戸を管理していますが、老朽化や

狭小化により建替えの必要があるものが多く、公社では、計画的に建替、移転

集約、改善等の事業を推進していくこととしています。 

    また、公社は、特定優良賃貸住宅（地域優良賃貸住宅一般型）38 戸と高齢

者向け優良賃貸住宅（地域優良賃貸住宅高齢者型）72 戸を管理しています。 

 

（２）民間住宅対策の促進 

  ① 地域優良賃貸住宅（旧特定優良賃貸住宅）の供給促進（住宅計画課） 

    地域優良賃貸住宅供給促進事業は、公社又は民間の土地所有者等が建設す

る良質な賃貸住宅を認定して、建設費の補助を行い、住宅確保要配慮者である

子育て世帯、高齢者世帯、障がい者世帯等の居住に供する賃貸住宅の供給拡大

を図る事業です。 

        地域優良賃貸住宅は、従来、国の予算上の措置であった制度を拡充し、平成

５年度に「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき制度化され

た特定優良賃貸住宅が、平成 19 年度に高齢者向け優良賃貸住宅と合わせて再

編されたもので、多様な賃貸住宅への需要に対応するとともに、公営住宅制度

を補完するものです。令和６年度末時点で、県は 757 戸管理しています。 

 

    ② 住宅性能表示制度等の普及促進（住宅計画課） 

    住宅相互の性能を比較し得る住宅性能表示制度の実施、住宅の瑕疵
か し

などに

係る紛争を迅速かつ適正に処理するための紛争処理体制の整備、新築住宅に
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係る瑕疵担保責任存続期間 10 年間の義務付けという３つの柱からなる「住宅

の品質確保の促進等に関する法律」（以下「住宅品質確保法」という。）に基

づき、消費者が安心して住宅を取得できる住宅市場の形成が図られるよう、住

宅性能表示制度等の普及促進を図っています。 
 

③ 瑕疵担保保険等の普及促進（住宅計画課） 

     いわゆる構造計算書偽装事件を踏まえて、住宅品質確保法に基づく瑕疵担

保責任の履行をより確実なものにするため、特定住宅瑕疵担保責任の履行の

確保等に関する法律により、その責任を負うべき住宅供給事業者に対し、保険

への加入又は保証金の供託による資力確保措置が義務付けられました。 

このため、パンフレットの配布等を通じて、瑕疵担保保険等の普及促進に努

めています。 

 

  ④ 住宅情報の提供と啓発（住宅計画課） 

        一般財団法人福岡県建築住宅センター（県の住宅行政の補完的役割を果た

し、住宅に関する知識の普及、相談事業等の実施及び住宅関連産業の振興を図

ることを目的として設置された法人。以下「建築住宅センター」という。）に

対し、住宅情報の提供と啓発に関する事業を委託し、次の事業を行っていま

す。 

   ア 住宅に関する知識の普及啓発事業 

    ・「住宅情報プラザ福岡」の運営   ・住生活月間イベントの開催 

    ・ホームページの開設       ・生涯あんしん住宅の管理運営    

 ・消費者研修の実施 

     イ 住宅に関する各種相談事業 

        ・常設住宅相談所の運営 

      ウ 住宅建築関連事業者等に対する研修事業 

   エ 住宅に関連する調査研究事業 

 

   ⑤ 中古住宅の流通促進（住宅計画課） 

       住宅ストックの有効活用を図るため、既存

住宅が市場で安心して取引されるよう、建物

の状態を調査する「住まいの健康診断」の普

及を促進しています。 

このため、平成 23 年度から診断費用に対

する助成を行うとともに、県内の宅地建物取

引業者を対象として、平成 26 年７月から「住

まいの健康診断」応援宣言事業者登録制度を

実施しています。令和６年度から若年世帯・ 
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子育て世帯の既存住宅の取得を促進するため、診断費用に対する助成を割

り増ししています。 

また、「住まいの健康診断」を受けた住宅に対する優遇金利の適用等につ

いて、県内の金融機関と協定を締結し、平成 26 年 10 月以降、優遇制度が

実施されています（R6.3.31 現在 18 金融機関で実施）。 

さらに、平成 28 年度から、既存住宅の流通を促進するとともに、若年世

帯・子育て世帯や高齢者世帯を含む多世代の居住を促進するためのリノベ

ーション工事に係る費用の一部を補助する「既存住宅流通・多世代居住リ

ノベーション推進事業」を実施しています。令和６年度から「福岡県こども

まんなか既存住宅流通リノベーション推進事業」に名称を変更し、若年世

帯・子育て世帯の幅広いニーズに柔軟に対応するため、補助区分を撤廃し、

上限額を 50 万円に引き上げました。さらに、令和 7 年度から県外の若年・

子育て世帯に対し、移住・定住を促進するため、補助率を 3 分の 1 から 2 分

の 1、上限額を 50 万円から 75 万円に引き上げています。 

 

    ⑥ リフォーム市場の活性化とリフォームへの支援（住宅計画課） 

    リフォーム市場の活性化により、既存住宅の性能の維持・向上と有効活用を

図るため、官民が連携し施策等を検討する住宅市場活性化協議会への参画・支

援を行うとともに、消費者が安心してリフォームを行うことができるよう、リ

フォーム相談への対応及びリフォームに関する様々な情報提供を行っていま

す。 

   ○ リフォーム相談への対応 

    ・ 建築住宅センターに相談窓口を設置 

    ・ 市町村リフォーム相談窓口の設置の推進 

   ○ リフォームに関する情報提供 

    ・ 消費者及び事業者向けリフォームセミナーの開催 

    ・ リフォーム事例集、パンフレット等の作成 

   ○ 生涯あんしん住宅におけるバリアフリー等の改造事例の展示 

   ○ 建築住宅センターを活用したリフォーム情報の提供 

 

  ⑦ 空き家対策の推進（建築指導課・住宅計画課） 

    近年、地域における人口減少や社会的ニーズの変化等に伴い、空き家が

年々増加しています。このような空き家の中には、適切な管理が行われてい

ない結果として安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害など、多岐にわ

たる問題を生じさせ、ひいては地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼし

ているものがあります。 

こうした中、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成 27 年５月

に全面施行され、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある空き家（特定
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空家等）に対する指導、勧告、命令、行政代執行が可能となりました。 

そこで県では、市町村、民間事業者等と一体となって空き家対策を総合的

に推進するため、平成 27 年３月に「福岡県空家対策連絡協議会」を設置し、

空き家の適正管理や有効活用に関して、現状課題や情報共有を図り、空き家

対策の連携・強化に向けて取り組んでいます。 

 

【適正管理に向けた取組み】 

  「福岡県空家対策連絡協議会」において平成 27 年度から実態調査の手引き、

特定空家等対応マニュアル、所有者等調査マニュアル、管理不全空家等及び特

定空家等の判断の参考となる基準の作成等により、市町村の空き家対策を支援

しています。 

また、平成 28 年度から 30 年度まで、空き家所有者等に対して相談内容に

適した専門家の派遣を行う「空き家専門相談支援事業」を実施しました。 

 

【利活用に向けた取組み】 

○ 福岡県版空き家バンク 

   平成 30 年度に、福岡県宅地建物取引業協会、全日本不動産協会福岡

県本部と協定を締結し、県内の空き家情報をそれぞれの情報サイトに

集約することで、県内の空き家の比較検討を簡単に行うことができる

福岡県版空き家バンクを開設しました。 

 

○ 福岡県空き家活用サポートセンター（愛称、イエカツ） 

令和２年度に「イエカツ」を開設し、空き家の

利活用に関して豊富な経験を持つ専門相談員が、

空き家や将来空き家になりそうな住宅の所有者

から相談を受け、基本的な情報の提供から、所有

者の意向を踏まえた活用処分方法の提案、専門事

業者団体等とのマッチングまでの支援をワンス

トップで行っています。 

また、県内の市町村や空き家に関わる専門事業者と連携して出張相

談会を開催し、潜在的な空き家の掘り起こし活動も行っています。 

令和５年度からは市町村の空き家活用に関する相談体制の更なる強

化のため、「福岡県空き家活用応援事業者」登録制度を創設すると共に、

相談対応力向上のための市町村職員向けの研修会を実施しています。 

 

⑧  長期優良住宅の普及促進（住宅計画課） 

    良質な住宅が建設され、長期にわたり良好な状態で使用されることが住生   

活の向上及び環境負荷の低減を図るうえで重要であるため、長期優良住宅の   

普及促進に関する基本方針や建築及び維持保全に関する計画の認定制度等を   
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定めた長期優良住宅法が平成 21 年６月４日から施行され、法に基づく認定制

度を実施しています。 

また、認定を受けた住宅については、所得税（住宅ローン減税・投資型減税）

の特別控除及び登録免許税・不動産取得税・固定資産税における税制上の優遇

が措置されています。 

さらに、平成 24 年に県と県内金融機関との連携により、長期優良住宅等の

良質な住宅を購入し又は建設する人に対する住宅ローンの優遇制度を創設

し、一層の普及促進を行っています。 

 

⑨  省エネルギー住宅の普及促進（住宅計画課） 

    脱炭素社会の実現のため、住宅・建築物分野においても更なる省エネルギー

化に向けた取組が求められています。令和４年度時点で現行の省エネ基準に

適合している住宅は約 18％にとどまっており、住宅の省エネ化が重要な課題

となっています。 

県では、既存住宅の省エネ化の促進に向けた以下の取組を開始しました。 

   ア 耐震化と併せた省エネ改修に対する補助 

   イ 「福岡未来づくり住宅」が発揮する光熱費等の削減効果、温熱環境の改善

による健康への好影響など専門的知見から分析、検証して県民に PRする。 

 

⑩  マンション管理の適正化（住宅計画課） 

    全国での築 40 年超のマンション数は、10 年間で約 2.2 倍と急増する見込み

です。マンションの老朽化や住民の高齢化などによる適切に維持管理されな

いマンションの増加は、外壁等の剥落など、災害時における居住者や近隣住民

の生命・身体への危害を生じさせるおそれがあり、マンション管理の適正化は

喫緊の課題となっています。 

     令和２年６月の「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」改正を

受け、福岡県でもマンション管理の適正化に向けた以下の取組を開始しまし

た。 

   ア 「福岡県マンション管理適正化推進計画」の策定 

   イ 県民及びマンション管理組合に対する普及啓発 

     ・相談窓口の設置 

     ・マンション管理士派遣 

     ・マンション管理規約適正性診断 

     ・マンション管理基礎セミナー、相談会開催 

     ・啓発パンフレットの作成  等 

   ウ マンション管理計画認定制度の実施 
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（３）良質な宅地供給の促進と市街地住宅の整備 

  ① 宅地造成事業の推進（営繕設備課） 

      ア 県営住宅団地の造成 

     県営住宅建設に伴う敷地の造成及び団地内道路の整備等を行っていま

す。 

      イ 県有施設用地の造成 

     県の出先機関等の県有施設用地の造成工事を行っています。 

         宅地造成事業の実施状況                            （単位：件） 

      

    

        

種 類 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

県営住宅用地の造成 8 4 3 4 5 

県有施設用地の造成 14    25 16    23 7 

 

 ② 住宅市街地基盤の整備（住宅計画課） 

        良好な住宅及び宅地の供給促進は重要な課題ですが、関連公共施設整備に

係る費用の増大が妨げとなって、円滑な住宅建設事業の実施が困難な状況も

見受けられます。このため、公共機関及び民間による住宅建設事業、宅地開発

事業及びストック改善事業に関連して整備が必要となる国土交通省所管の公

共施設について、通常の国庫補助事業に加えて、別枠で補助を行う目的で「住

宅市街地基盤整備事業」が制度化されています。 

        この事業を活用し、平成２３年度～２８年度に乙金第二地区（大野城市）で    

道路（街路）を、平成２５年度に北九州学術研究都市地区（北九州市）で河川

などを整備しています。 

 

  ③ 優良宅地・優良住宅の認定（開発・盛土指導課） 

    土地投機を防止しつつ良好な土地供給を促進するための土地税制の一環と

して、租税特別措置法により、優良宅地・優良住宅の認定制度が実施されてい

ます。 

   ○ 優良宅地・優良住宅認定制度の概要  

          法人等が土地を譲渡した場合に得た土地譲渡益は、その法人等の他の所

得と合算して、まず法人税（又は所得税）として課税が行われます。さらに、

この土地譲渡益には、土地の投機目的による譲渡を抑制するため、租税特別

措置法に基づく追加的な課税が行われます（土地譲渡益重課制度）。 

      ただし、例外として、国・地方公共団体等に対する譲渡や良質な宅地の譲

渡など望ましい宅地の供給については、一定の要件の下に重課制度を適用

しない措置が講じられています。優良宅地・優良住宅認定制度も、この重課

制度を適用しない措置の一つとして租税特別措置法に規定されています。 

     これまでの認定件数の累計は、優良宅地 472 件、優良住宅 1,841 件とな

っています。 
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     優良宅地及び優良住宅の認定権者 

一団の宅地の面積 １，０００㎡未満 １，０００㎡以上 

優 良 宅 地 の 認 定         

優 良 住 宅 の 認 定         
市町村長 県 知 事 

（注１）優良宅地の認定…租税特別措置法第 28 条の 4 第 3 項第 5 号イ、第 31 条の 2 第 2 項第

14 号ハ、第 62 条の 3 第 4 項第 14 号ハ又は第 63 条第 3 項第 5 号イ

の規定に基づく認定 

優良住宅の認定…租税特別措置法第 28 条の 4 第 3 項第 6 号、第 31 条の 2 第 2 項第 15

号ニ、第 62 条の 3 第 4 項第 15 号ニ又は第 63 条第 3 項第 6 号の規定

に基づく認定 

（注２）北九州市内、福岡市内及び久留米市内については、一団の宅地の面積が 1,000 ㎡以上で

あっても、それぞれの市が行う（福岡県事務処理の特例に関する条例）。 

 

（注３）開発許可を受けた宅地については、租税特別措置法の別の規定により土地譲渡益重課制

度を適用しないこととされているため、改めて優良宅地又は優良住宅の認定を受ける

必要はない。 

 

  ④ 住宅市街地の整備（住宅計画課） 

        住宅市街地総合整備事業（旧住宅市街地整備総合支援事業） 

    大都市の既成市街地において、工場跡地、国有地等の拠点的都市空間の有効

利用を図りつつ、都市機能の更新、居住環境の改善及び良好な市街地住宅の供

給等を総合的に行うことを目的としています。 

 

住宅市街地総合整備事業 （拠点開発型）  
 

地 区 名 
 

 
施行者 

 

大臣 
承認 
年度 

 
拠点開発地区面積 

 

 
事業用地概要 

 

 
住宅計画戸数 

 

 八幡高見  北九州市 H7 約28.0ha 企業社宅跡地        950戸 

 香椎･臨海東  福 岡 市 H15 約132.6ha ＪＲ操車場跡地・アイランドシティ等      9,450戸 

 

住宅市街地総合整備事業（街なか居住再生型）    

地 区 名 所 在 地 大臣承認 地区面積 事業用地概要 住宅計画戸数(民間)   

  新栄町 大牟田市新栄町 H19 約10.4ha 商業用地           243戸   

 

住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型） 

     老朽住宅の密集、公共施設の著しい不足等により、居住環境の整備及び良質

な住宅の供給が必要と認められる住宅市街地において、住宅事情の改善、居住

環境の整備、老朽住宅の建替えの促進等を行う地方公共団体等に対し、国が必

要な助成を行い、もって公共の福祉に寄与することを目的としています。 

        これまで４市９地区において合計 122.12ha の事業を実施しており、整備さ

れた都市再生住宅のこれまでの建設実績累計は 664 戸です。 
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３ 住宅セーフティネットの確保 

（１）高齢者等住宅対策の推進 

  ① シルバーハウジングプロジェクトの実施（県営住宅課） 

    高齢者が安心して生活ができるよう、全住戸に手すりの設置等高齢化対応

仕様を取り入れた県営住宅を建設しています。 

        また、シルバーハウジングプロジェクトを県営の３団地において実施し、地

元市町村の福祉行政と連携したケア付き住宅の供給を行っています。 

     シルバーハウジングプロジェクト 

 

  ② 車いす使用者向けの住戸の建設（県営住宅課） 

        県営住宅の建設にあたっては、建設地の市町村からの設置要望に基づき、障

がい者世帯等が自立した生活ができるよう「車いす使用者向けの住戸」の建設

を行っており、これまでに２１２戸の建設を行っています。 

    

  ③ 生涯あんしん住宅における展示（住宅計画課） 

        安全・安心を目的としたモデル住宅（生涯あんしん住宅）をクローバープラ

ザ（春日市）の敷地内に設置しており、その中で介護機器や住宅の耐震化に関

する展示を行い、見学者が実体験できるようにするなど、広く県民に耐震・防

犯関連も含めた高齢化対応住宅の情報を提供しています。 

    また、省エネや創エネ、エネルギーの「見える化」等により新たな展示をす

るなど、県民の住宅性能への理解を支援すると共に、県産材の活用や県内製品

の展示を行うことにより、県民への啓発普及促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

  ④ 高齢者向けの賃貸住宅の供給促進（住宅計画課） 

    高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業は、高齢者の居住に配慮した賃貸住

宅を供給促進する制度として、平成 11 年度に開始し、民間の土地所有者等が

建設する高齢者のための優良な賃貸住宅に対して建設費助成を行いました

所 在 地 団  地  名 戸  数 建設年度 

中 間 市 松  ヶ  岡 28 H7 

八 女 市 ゆいのもり 10 H7 

飯 塚 市 有      安 30 H14～16 

エネルギーの見える化 

 

太陽光パネル 

※シルバーハウジングプロジェクト 
 高齢者の生活特性に配慮した住宅及
び付帯設備の供給並びにライフサポー
トアドバイザー（生活援助員）により、
必要に応じた生活指導、相談、安否の確
認、一時的な家事援助、緊急時対応等の
サービス提供を行う事業 
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（平成 23 年度までに累計 1,100 戸）。 

    高齢者向け優良賃貸住宅制度は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」

の改正により平成 23 年度で終了しましたが、現在も、県では 343 戸の管理を

継続しています（令和 6 年度時点）。今後も、地域優良賃貸住宅やサービス付

き高齢者向け住宅の適切な管理により、高齢者の居住の安定確保を進めてい

きます。 

 

    ⑤ サービス付き高齢者向け住宅の登録制度の実施（住宅計画課） 

        サービス付き高齢者向け住宅とは、住宅としての居室の広さや設備、バリア

フリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否

確認や生活相談サービスを提供するなどにより、高齢者が安心して暮らすこ

とができる環境を整えた住宅です。その登録制度は、国土交通省・厚生労働省

の「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の改正により平成 23 年度に創設

されたもので、登録は都道府県・政令市・中核市が行い、家賃やサービスに関

する情報が公開されています。 

    本県では、国の建設費補助制度や税制優遇制度等の周知により、サービス付

き高齢者向け住宅の供給促進を図っています。 

 

         サービス付き高齢者向け住宅の登録累計状況          （単位：戸） 

H29 年度 H30 年度 R1 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

8,618 8,939 9,040 9,264 9,336 9,520 9,622 9,374 

 

  ⑥ 県営住宅における子育て支援の拡充（県営住宅課） 

        県営住宅における子育て支援として、多子世帯（18 歳未満の子どもが３人

以上の世帯）やひとり親世帯（配偶者のいない者で、20 歳未満の子どもを扶

養している世帯）に対し、抽選方式募集において２つの番号を付与する倍率優

遇措置を実施しています。 

    また、子育て世帯（中学生以下の子どものいる世帯）については、高齢者・

障がい者世帯と同様に、収入基準を緩和するとともに、抽選方式募集において

優先枠を設けています。 

    子育て世帯の住宅確保を支援するため、今後も優先入居など必要な支援を

継続します。 

 

⑦ 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録制度の実施（住宅計画課） 

        住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅とは、高齢者や障がいのある人などの

住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録された住宅です。「住
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宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」の改正により

平成 29 年度に創設された制度で、登録は、都道府県・政令市・中核市が行っ

ており、登録された情報は、国のホームページで公開されています。 

    本県では、大家が安心して住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録がで

きる環境を整備するため、大家への働きかけに重要な役割を果たす宅建事

業者に、入居者の見守りサービス等を行う居住支援法人の活動等について

普及啓発を行うことで、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録促進を図

っています。  

   ア 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に係る 

説明会 

   イ 居住支援ポータルサイト管理運営 

 

  ⑧ 住宅確保要配慮者居住支援法人の指定（住宅計画課） 

        住宅確保要配慮者居住支援法人とは、地域の住宅確保要配慮者に対し、住宅

相談等の入居支援や見守り等の入居後の生活支援等を行う法人です。「住宅確

保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」の改正により平成

29 年度に創設された制度で、本県は法人の指定を行うとともに、ホームペー

ジ等で各法人の連絡先等の基本情報を公開しています。 

    住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図るため、適正な居住支援法人の指

定とその情報提供に努めています。 

 

４ 地域活性化に資する住環境の整備 

（１）住環境の整備改善 

  ① 住宅地区改良事業等の促進（住宅計画課） 

    不良住宅が密集し、防災上、衛生上危険又は有害な状況にある地区に対し

て、安全で快適な住環境に整備改善し、健康で文化的な生活を営める住宅を建

設するため、住宅地区改良法による住宅地区改良事業等を推進しています。 

  改良住宅等建設実績（政令市含む）                                  (単位：戸)  

種 類 ～R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 計 

住宅地区改良事業(*1) 22,168 68 66 49 72 89 22,512 

 小規模住宅地区等改良事業(*2) 4,455 0 0 0 0 0 4,455 

合   計  26,623 68 66 49 72 89 26,967 

 (*1) 建替え 1,462 戸を含む。  

 (*2) 建替え 112 戸、都市再生住宅（旧コミュニティ住宅）664 戸を含む。 
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 ② 街なみ環境整備事業の促進（住宅計画課） 

        生活道路等の地区施設が未整備である区域や、住宅等が良好な美観を有し

ていないなど住環境の整備を必要とする区域において、住民参加により地域

の景観にも配慮したゆとりとうるおいのある個性豊かな街なみ形成を図る街

なみ環境整備事業を推進しています。 

    事業地区（令和６年度事業中の地区） 

地  区  名 施 行 者 名 概     要 事 業 年 度 

木  屋  瀬 北 九 州 市 宿  場  町 H10～R6 

鉄 の ま ち 八 幡 北 九 州 市 世 界 遺 産 H28～R14 

太  宰  府 太 宰 府 市 門  前  町 H23～R14 

吉     井 う き は 市 白 壁 土 蔵 H6～R10 

新 川 田 篭 う き は 市 山 村 集 落 H23～R10 

小 保・榎 津 大  川  市 宿 場・港 町 H26～R15 

添  田  町 添  田  町 門  前  町 H26～R15 

土 手 ノ 内 中  間  市 世 界 遺 産 H28～R9 

 

（２）老朽炭鉱住宅の整備促進（住宅計画課） 

産炭地域の老朽炭鉱住宅地区については、住宅地区改良法に基づく住宅地区

改良事業により住環境整備を促進しています。また、同法の対象とならない小規

模な炭鉱住宅地区については、小規模住宅地区等改良事業により取り組んでい

ます。 

 

     炭住改良住宅等建設実績（政令市を含む）                  （単位：戸） 

 種 類 ～R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 計 

住宅地区改良事業(*1) 11,995     0 46     14     72     30     12,157 

小規模住宅地区等改良事業(*2) 1,751      0      0      0      0      0  1,751 

合計 13,746     0 46     14     72     30     13,908 

  （＊1）建替え 512 戸を含む （＊2）建替え 88 戸を含む 
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５ 下水道の整備促進 

（１）流域別下水道整備総合計画の策定（下水道課） 

      流域別下水道整備総合計画は、水質環境基準を達成するために必要とされる

下水道の整備に関する総合的な基本計画です。県では、次表のとおり５つの計

画を策定しています。筑前海水域については平成９年12月に、遠賀川について

は平成14年２月に、有明海については平成21年7月に、博多湾水域については

平成25年１月に策定が完了し、周防灘については関係部局との調整を進めてい

ます。 

 

  流域別下水道整備総合計画の策定状況 
 

  流 総 名   
策 定 年 月 

（変更年月） 
備  考 

  
遠 賀 川 

  H14.2 7 市 14 町 1 村              

    （H31.3）  (遠賀川下流流域、遠賀川中流流域を含む) 

  博 多 湾 

水    域 

  
H25.1 

8 市 7 町               

     (御笠川那珂川流域、多々良川流域を含む) 

  有 明 海 

関連水域 

  
H21.7 

12 市 6 町 3 村               

     (宝満川流域、宝満川上流流域、筑後川中流右岸流域、矢部川流域含む) 

  周 防 灘 

関連水域 

  
策定中 

4 市 7 町 1 村         

                   

  筑 前 海 

水    域 

  
H9.12 

3 市 3 町                   

                                

 

                        

（令和7年4月現在） 
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流総計画調査区域図 

 

（２）公共下水道の整備（下水道課） 

      公共下水道に着手している市町村は、次のとおり27市20町で、着手率は約78％

となっています。令和５年度末における公共下水道の普及率は約84．3％ですが、

政令市である北九州市及び福岡市を除くと、69.3％と低い状況です。 

      快適な生活環境を確保し、公共用水域の水質を保全するためには、公共下水

道の普及が必要不可欠であり、県内市町村による整備促進が今後の大きな課題

です。その指針として、県では、平成７年３月に「福岡県汚水処理構想」を策

定しました。 

本構想では、下水道以外の整備手法（集落排水施設、コミュニティプラント、

合併処理浄化槽）も含めて最適な処理方法や処理施設の整備エリアを定めていま

す。これまで４回の見直しを行っており、令和17年度末における県全体での汚水

処理人口普及率を98％とする目標を設定し、持続可能な汚水処理の推進を図って

います。 

また、複数の市町村や一部事務組合が、広域的に連携し、共同で汚水処理事

業に取り組むことにより、効率的で持続可能な事業運営を行うことができるよ

うに、令和４年度に汚水処理施設の広域化・共同化計画を策定しています。 
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   公共下水道事業着手市町村                            （令和7年4月現在） 
 

  北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、柳川市、朝倉市、 

 八女市、筑後市、大川市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、筑紫野市、春 

 日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市、 

 みやま市、糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、 

 久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前 

 町、大刀洗町、広川町、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町 

 （27市20町） 

 

（３）流域下水道の整備 

      流域下水道とは、「専ら地方公共団体が管理する下水道により排除される下

水を受けて、これを排除し、及び処理するために地方公共団体が管理する下水

道で、２以上の市町村の区域における下水を排除するものであり、かつ、終末

処理場を有するもの」又は「公共下水道（終末処理場を有するものに限る。）に

より排除される雨水のみを受けて、これを河川その他の公共の水域又は海域に

放流するために地方公共団体が管理する下水道で、２以上の市町村の区域にお

ける雨水を排除するものであり、かつ、当該雨水の流量を調整するための施設

を有するもの」をいいます。 

      県で実施している流域下水道は、御笠川那珂川、多々良川、宝満川、宝満川

上流、筑後川中流右岸、遠賀川下流、矢部川及び遠賀川中流の８箇所です。 

   現在、汚水に係る県内８流域下水道の全てが供用開始済みとなっています。 
 

流域下水道の概要図 
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    ① 御笠川那珂川流域下水道の整備（下水道課） 

        福岡市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市及び那珂川市を計画区域

とし、生活環境の整備と御笠川、那珂川及び博多湾をはじめとする公共用水

域の水質保全のため、昭和46年に事業に着手しました。 

    終末処理場の御笠川浄化センターは昭和50年度に供用開始し、流域関連市

町の全てが供用しています。 

        現在、終末処理場において、老朽化に伴う施設の更新等を行っています。 

 

  ② 多々良川流域下水道の整備（下水道課） 

        粕屋町、志免町、宇美町、須恵町、篠栗町及び久山町を計画区域とし、生

活環境の整備と多々良川及び博多湾をはじめとする公共用水域の水質保全の

ため、昭和60年度に事業に着手しました。 

    終末処理場の多々良川浄化センターは、平成６年度に供用開始し、流域関

連町の全てが供用しています。 

        現在、終末処理場において、老朽化に伴う施設の更新等を行っています。 

 

  ③ 宝満川流域下水道の整備（下水道課） 

    小郡市、筑紫野市を計画区域とし、生活環境の整備と宝満川及び有明海を

はじめとする公共用水域の水質保全のため、昭和59年度に事業に着手しまし

た。 

    終末処理場の宝満川浄化センターは、昭和63年度に供用開始し、小郡市と

筑紫野市が供用しています。また、佐賀県基山町は令和２年度から計画区域

に加わり、供用開始に向けて事業を進めています。 

        現在、終末処理場において、老朽化に伴う施設の更新等を行っています。 

 

  ④ 宝満川上流流域下水道の整備（下水道課） 

筑紫野市、太宰府市及び筑前町を計画区域とし、生活環境の整備と宝満川

及び有明海をはじめとする公共用水域の水質保全のため、平成５年度に事業

に着手しました。 

近接する宝満川流域下水道の終末処理場である宝満川浄化センターと連絡

管で接続し、平成10年4月より筑紫野市、平成13年4月より筑前町、平成21年1

0月より太宰府市の一部区域の汚水を圧送、処理しています。 
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    ⑤ 筑後川中流右岸流域下水道の整備（下水道課） 

        小郡市、朝倉市及び大刀洗町を計画区域とし、生活環境の整備と宝満川及

び有明海をはじめとする公共用水域の水質保全のため、平成６年度に事業に

着手しました。 

    宝満川浄化センターと接続し、汚水を圧送することにより、平成15年度末

に一部供用を開始しました。その後、平成20年12月から終末処理場である福

童浄化センターの供用を開始し、流域関連市町の全てが供用しています。 
 

  ⑥ 遠賀川下流流域下水道の整備（下水道課） 

    中間市、水巻町、遠賀町及び鞍手町を計画区域とし、生活環境の整備と遠

賀川をはじめとする公共用水域の水質保全のため、平成７年度に事業に着手

しました。 

    終末処理場の遠賀川下流浄化センターは、平成15年７月に一部供用を開始

し、平成18年度から流域関連市町の全てが供用しています。 

    現在、終末処理場において、老朽化に伴う施設の更新等を行っています。 

 

    ⑦ 矢部川流域下水道の整備（下水道課） 

        八女市、筑後市、みやま市及び広川町を計画区域とし、生活環境の整備と

矢部川、花宗川、山の井川及び有明海をはじめとする公共用水域の水質保全

のため、平成９年度に事業に着手しました。 

    終末処理場の矢部川浄化センターは、平成18年10月に一部供用を開始し、

平成22年度から流域関連市町の全てが供用しています。 

     

  ⑧ 遠賀川中流流域下水道の整備（下水道課） 

        直方市、宮若市及び小竹町を計画区域とし、生活環境の整備と遠賀川をは

じめとする公共用水域の水質保全のため、平成11年度に事業に着手しました。 

    終末処理場の遠賀川中流浄化センターは、平成18年９月に一部供用を開始

し、流域関連市町の全てが供用しています。 

現在、幹線管渠の整備及び流入汚水量の増加に伴う処理施設の増設を行って

います。 
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福岡県流域下水道の事業概要 
 

 

御笠川那珂川 多 々 良 川 宝 満 川 宝満川上流 筑後川中流右岸 遠賀川下流 矢 部 川

多 々 良 川 宝 満 川 宝満川上流 筑後川中流右岸 遠賀川下流 矢 部 川

S.46 S.60 S.59 H.5 H.6 H.7 H.9 H.11

S.50 H.6 S.63 (H.10) (H.15) H.15 H.18 H18

全 計画面積 (ha) 9,634 4,756 1,615 1,550 2,667 3,271 2,458 2,842

体 計画人口 (千人) 707.2 199.6 64.3 39.3 62.1 79.8 61.5 62.4

計 計画処理能力 （m3/日) 274,200 67,000 28,280 16,400 27,000 35,000 28,800 28,700

画 管渠延長 (km) 29.3 31.7 18.9 40.9 30.8 19.1 28.8 37.1

R5 処理面積 (ha) 8,984 3,637 1,073 989 1,740 2,110 1,523 850

年 処理人口 (千人) 705.2 191.2 60.1 37.2 69.5 85.6 47.5 26.7

度 処理水量 （m3/日) 202,379 46,786 24,938 － 17,242 20,357 12,643 5,207

末 管渠延長 (km) 29.3 31.7 9.8 31.1 30.8 19.1 28.8 33.9

( ６ 市 ) ( ６ 町 ) (２ 市１町) (２ 市１町) (２ 市１町) (１ 市３町) (３ 市１町) (２ 市１町)

福 岡 市 宇 美 町 小 郡 市 筑 紫 野 市 小 郡 市 中 間 市 八 女 市 直 方 市

筑 紫 野 市 篠 栗 町 筑 紫 野 市 太 宰 府 市 朝 倉 市 水 巻 町 筑 後 市 宮 若 市

春 日 市 志 免 町 基 山 町 筑 前 町 大 刀 洗 町 遠 賀 町 み や ま 市 小 竹 町

大 野 城 市 須 恵 町
（ 佐賀県）

鞍 手 町 広 川 町

太 宰 府 市 久 山 町

那 珂 川 市 粕 屋 町

※ 全体計画の計画処理水量は日最大汚水量、令和５年度末処理水量については日平均流入水量である。

※ 宝満川上流流域下水道については、平成１０年４月１日より宝満川浄化センターにて処理している。

※ 宝満川流域下水道の処理水量には、宝満川上流流域下水道の処理水を含んでいる。

処 理 開 始 年 度

関 連 市 町 名

着手（当初事業認可）年度

箇 所 名 遠賀川中流

処 理 区 名 御　　笠　　川 遠賀川中流

（令和６年３月末 現在） 

基山町 
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６ 生活環境の保全 

（１）建設資材リサイクルの推進（建築指導課） 

     建設工事に伴い発生する廃棄物の量が増大し、最終処分場の不足や不法投棄

など、廃棄物をめぐる様々な問題が深刻化しています。そこで、コンクリート、

木材などの特定の建設資材について、資源の有効利用の確保と廃棄物の適正処

理を図るため、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイ

クル法）が制定されました。 

この法律に基づき、対象建設工事の届出制度及び解体工事業者の登録制度を

実施することにより、廃棄物の減量及び廃棄物の適正な処理を図り、建設資材

のリサイクル推進に努めています。 

 
  事務の流れ 

                                                            

 

                              事前届出(民間工事)   

                              事前通知(公共工事) 

            発  注  者            変更命令        

           

 

 

         

福岡県知事 

 

 

建築都市部 

県土整備部 

（県土整備事務所） 

   連携     情報交換 

環 境 部 

(保健福祉環境事務所) 

 

                                                                          
  

 

      書面に  事業者の 書面による  分別解体等に        再資源化等に     

     よる説明  選択・  完了報告   関する              関する           

                  契約                  助言・勧告・命令       助言・勧告・命令 
 

 受 注 者 等 

 
（単位：件） 

  リサイクル法届出件数 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度  

 福岡県全体   8,636    9,656    9,596    9,335    9,330 

うち県所管分   3,537    4,127    4,001    3,959    3,947 

※県所管分は、北九州市・福岡市・大牟田市・久留米市を除く区域 
 

  解体工事業登録件数 

 (令和６年度末現在) 
 447者 
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          Ⅴ 建設業、宅地建物取引業等の健全育成 

 

 建設業許可、宅地建物取引業免許、建築士事務所登録などの事務処理及びこれら

の関係団体への指導・監督を行うことにより、消費者の保護や関係団体の育成を推

進します。 

また、関係機関と連携して、これらの業界からの暴力団排除の徹底を図っています。 

 

１ 建設業、宅地建物取引業等の健全育成 

（１）建設業法の運用 

   建設工事の適正な施工、発注者の保護、建設業の健全な発達の促進を図るた

めに、建設業の許可、指導等を行っています。 

① 建設業の許可（建築指導課） 

建設業を営もうとする者（軽微な建設工事を除く。）は、建設業の許可を受

けなければなりません。適正な許可を行うため、営業所の実態や経営業務の管

理責任者及び専任技術者の常勤性の確認など、各種許可要件及び欠格要件の審

査を行っています。 

 

建設業許可業者数  

 区 分 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度  

知  事  許  可 20,734 20,927 21,014 21,252 21,526 

大  臣  許  可 403 403 402 410 419 

計 21,137 21,330 21,416 21,662 21,945 

 

② 建設業者の経営事項審査（建築指導課） 

公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、経営の状況や規

模、技術的能力、その他経営に関する客観的事項の審査（経営事項審査）を

受けることが義務付けられています。 

 

    経営事項審査受審業者数（県が審査した業者数）                         

        ※R2年度から大臣許可業者の都道府県経由事務が廃止 

 区 分 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

8,171 

 

8,171R5年

度 

 

知 事 許 可 8,281 8,370 8,318 8,284 8,171 

大 臣 許 可      

計 8,281 8,370 8,318 8,284 8,171 
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③ 不良不適格業者の排除（建築指導課） 

    不良不適格業者とは、一般的に、技術力、施工能力を全く有しない業者、

経営を暴力団が支配している業者、対象工事の規模や必要とされる技術力か

ら見て適切な施工が行えない業者、過大な受注により施工が行えない業者等

を指します。 

このような不良不適格業者を排除し、技術と経営に優れた企業が成長して 

いくことのできる条件を整備するため、平成15年４月に調査班を設置しまし 

た。調査班は、業者に対する実地調査を実施し、関係機関とも連携して建設 

業法等に違反した業者に対して厳正な指導や処分を行っています。 

 

④ 建設工事紛争審査会（建築指導課） 

建設工事の請負契約に関する紛争の簡易・迅速な解決を図るため、建設工

事紛争審査会を設置し、当事者の申請によりあっせん、調停又は仲裁を行っ

ています。 

 

  ⑤ 建設産業の魅力発信（建築指導課） 

    建設産業は慢性的な人材不足や高齢化の課題を抱えています。若年層に建

設産業を将来の職業候補の一つとして考えてもらうため、建設産業の魅力を

わかりやすく伝える特設サイトの設置、動画の配信等を行っています。 

 

（２）宅地建物取引業法の運用 

      宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引業の業務の適正な運営と宅地及び

建物の取引の公正を確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発展を促し、

購入者等の利益を保護し、宅地及び建物の流通の円滑化を図るため、次のよう

な免許、登録、指導等を行っています。 

 

① 宅地建物取引業の免許、宅地建物取引士の登録及び宅地建物取引士証の交

付（建築指導課） 

       宅地建物取引（宅地・建物の売買・交換又は宅地・建物の売買・交換・貸

借の媒介・代理を行うこと。）を業として営むには、宅地建物取引業の免許が

必要です。 

 また、宅地建物取引において重要事項の説明等を行うには、宅地建物取引士

の登録を受け、宅地建物取引士証の交付を受けていなければなりません。 
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② 宅地建物取引業者、業者団体に対する指導（建築指導課） 

    宅地建物取引業法に違反した業者に対して厳正な指導、監督、処分を行っ 

ています。また、業者団体の主催する研修会等に出席して助言を行うなど、 

業者団体に対する指導に努めています。 

         

③ 閲覧及び相談（建築指導課） 

        宅地建物取引業者の免許申請書等については、誰もが閲覧することができ

ます。県庁及び県土整備事務所（福岡、久留米、北九州、飯塚）の建築指導

課において閲覧を実施しています。また、宅地建物取引に係る業者との紛争

相談にも応じています。 

 

    宅地建物取引業者免許件数                         

 区 分 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

免 許 件 数 

（うち新規） 

（うち更新） 

       862 

      (334) 

      (528) 

      1,441 

      (339) 

    (1,102) 

      1,414 

      (273) 

    (1,141) 

1,377 

(302) 

(1,075) 

1,035 

(334) 

(701) 

 

    宅地建物取引業者数                              

 区 分 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

知 事 免 許 

（うち法人） 

（うち個人） 

    5,533 

   (4,648) 

     (885) 

    5,642 

   (4,798) 

     (844) 

    5,674 

   (4,870) 

     (804) 

5,730 

(4,970) 

(760) 

5,827 

(5,091) 

(736) 

大 臣 免 許 

（うち法人） 

（うち個人） 

      121 

     (121) 

       (0) 

      120 

     (120) 

       (0) 

      122 

     (122) 

       (0) 

121 

(121) 

(0) 

122 

(122) 

(0) 

計 

（うち法人） 

（うち個人） 

    5,654 

   (4,769) 

     (885) 

    5,762 

   (4,918) 

     (844) 

    5,796 

   (4,992) 

     (804) 

5,851 

(5,091) 

(760) 

5,949 

(5,213) 

(736) 

 

    宅地建物取引士登録状況     

 区 分 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

前年度末の登録者数 

Ａ   43,693   44,929   46,176 47,519 49,034 

当年度の登録者数 

Ｂ 

   1,279 

     (39) 

   1,291 

     (38) 

   1,387 

     (34) 

1,567 

(16) 

1,364 

(26) 

当年度の登録抹消者数 

Ｃ 

      43 

     (23) 

      44 

     (22) 

      44 

     (18) 

52 

(16) 

47 

(22) 

当年度末の登録者数 

Ａ＋Ｂ－Ｃ   44,929   46,176   47,519 49,034 50,351 

       （注）（ ）内は登録移転者数 
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（３）建築士法の運用 

   建築士法に基づき、建築士の業務の適正な運営を図り、もって建築物の質の

向上に寄与させることを目的として、次のような業務を行っています。 

  ① 建築士免許の登録・建築士事務所の登録(建築指導課） 

    一定規模以上の建築物の設計又は工事監理を行うには、建築士の免許が必

要です。また、建築士が業として建築物の設計等を行う場合は、建築士事務

所登録を受けることが必要です。これらの登録については、建築士法に基づ

き指定した機関が事務を行っており、登録機関に対し必要な助言や指導を行

っています。 

 

 ② 建築士、建築士事務所に対する指導(建築指導課） 

    建築士法に違反した建築士又は建築士事務所に対して、厳正な指導や処分

を行っています。また、関係団体が主催する講習会を通じて、建築士に対し

業務に必要な知識を提供し、建築士の資質の向上を図っています。 

 

    建築士免許新規登録状況                         （単位：件） 

 区    分 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

二級建築士免許登録     198     215     214     212    176 

木造建築士免許登録       2       0       0       0   0 

 

       建築士免許登録数（累計）（令和7年3月31日現在）   （単位：人） 

 二級建築士 木造建築士 合  計  

       32,115            401        32,516 

 

    建築士事務所新規・更新登録状況                    （単位：件） 

 区    分 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

一級建築士事務所     599     707     604     619 491 

二級建築士事務所     145     170     180     161 158 

木造建築士事務所       1       0       0 

 

      0 

 

  2 

  

       建築士事務所登録数（累計）（令和7年3月31日現在）      （単位：件） 

 一級建築士事務所 二級建築士事務所 木造建築士事務所 合  計 

     2,721         724          2 3,447 

 



- 88 - 

 

Ⅵ 地域と調和のとれた公共建築物の効率的整備 

 

 快適な執務空間や誰もが利用しやすい施設空間を確保し、高度情報化をはじめと

した多様なニーズに対応することにより、質の高い行政サービスを提供できる地域

の施設づくりを進めるとともに、省資源・バリアフリー・環境・防災などに配慮した

長期的利用が可能な施設づくりを推進します。 

 

１ 計画的な公共施設整備 

（１）長期的な展望に立った良質な公共施設の整備（営繕設備課） 

   県有施設の整備にあたっては、長期的な展望に立ち、良質な公共施設のスト 

ック形成を図るため、次の事項を設計、施工技術に反映させています。 

 

 ・環境保全への配慮         ・エネルギーの効率的利用 

 ・資源の有効利用           ・快適性・利便性の確保 

 ・高度情報化への対応       ・高齢者・身体障がいのある人等への対応 

 ・防災機能の確保           ・施設の保全及び将来利用への配慮 

 ・合理的耐久性の確保       ・長期的経済性への配慮 

 ・品質の確保               ・再生可能エネルギー導入への対応 

 ・木造化・木質化の推進     ・防犯機能の確保 

 

〇実施事例 

 施 設 名 香椎高等学校校舎棟 

 所 在 地 福岡市東区香椎２丁目９－１ 

 工    期 設計 令和３年 ６月～令和４年５月 

工事 令和４年１２月～令和６年４月 

 工事概要 校舎棟の改築 

 取組内容 ①環境保全への配慮 

           落ち着いた色調による閑静な街並みとの調和を図る 

②高齢者・身体障がいのある人等への対応 

校舎内の段差を極力なくし、段差箇所にはスロープを設置 

          ③木造化・木質化の推進 

           各室の腰壁やテラス等に木材を利用 
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建物全景 

出入口 中庭 

普通教室 会議室 
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    営繕工事年度別契約推移                                  （単位：千円） 

年  度 
一般営繕施設 教育委員会施設 合     計 

件数 金  額 件数 金  額 件数 金  額 

R2 
34   

(7)  

2,266,558   

(278,356)  

92   

(7)  

7,773,422  

(747,801) 

126   

(14)  

10,039,980 

(1,026,157)  

R3 
40   

(7)  

2,614,389   

(370,637)  

110   

(18)  

9,435,899  

(832,968) 

150   

(25)  

12,050,288 

(1,203,605)  

R4 
10   

(0)  

1,972,229   

(0)  

85   

(11)  

11,380,970  

(652,570) 

95   

(11)  

13,353,200 

(652,570)  

R5 
24   

(3)  

8,628,720   

(76,514)  

94   

(3)  

8,503,389  

(587,346) 

118   

(6)  

17,132,109 

(663,861)  

R6 
34   

(3)  

2,419,738   

(108,955)  

90   

(4)  

22,942,713  

(481,894) 

124   

(7)  

25,362,451 

(590,849)  

    （注）件数は設備工事を除いた契約件数 
         金額は当該年度（債務については初年度）の契約額の合計 

         （ ）内は土木工事を示す。 

 

    設備工事年度別契約推移                                  （単位：千円） 

年  度 
営繕工事 住宅工事 合     計 

件数 金  額 件数 金  額 件数 金  額 

R2 183 4,575,622 45 2,013,509 228 6,589,131 

R3 162 4,888,228 10 54,283 172 4,942,511 

R4 184 6,758,732 22 610,508 206 7,369,240 

R5 192 8,623,728 31 1,395,183 223 10,018,911 

R6 138 6,582,101 10 151,918 148 6,734,019 
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（２）公共工事の効率的発注の促進（建築都市総務課） 

      公共工事の適正かつ効率的な施工を図るため、指名委員会の運営、入札、契約、

工事の検査及び指導並びに支払等を一元的に管理しています。 

      また、入札制度についても、平成 13 年４月に施行された公共工事の入札及

び契約の適正化の促進に関する法律に基づき改善を図っているところであり、

平成 15 年４月からは、１億円以上３億円未満の工事を公募型指名競争入札で

実施するとともに、一般競争入札の対象を３億円以上の工事に拡大しました。 

      さらに、平成 19 年 10 月からは、一般競争入札の対象を５千万円以上の工事

に拡大するとともに、総合評価方式についても５千万円以上の工事で実施して

います。 

      また、インターネットによる発注見通しの公表や全ての工事の予定価格及び

最低制限価格の事前公表を行っており、平成 18 年１月からは、電子入札制度を

導入しました。 
 

   契約件数・検査件数･契約金額（建築都市部）                                      

年  度 
工事請負契約 

件 数 (Ａ) 

業務委託契約 

件 数 (Ｂ) 
計(A+B) 

出来形検査 

件    数 

契約金額 

（千円） 

R2         407         301        708         68    22,026,817 

R3 398         275        673         74 19,850,825 

R4 367 300 667 68 27,172,898 

R5 402 281 683 71 35,136,736 

R6 355 225 580  88 81,394,566 
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（３）公共事業の再評価（建築都市総務課ほか） 

      公共工事の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、平成 

10 年度から公共事業の再評価を実施しています。 

   事業着手後一定期間が経過した事業を再評価し、事業の継続、見直し、中止等

の対応方針を決定します。 

   その決定にあたっては、学識経験者等で構成する「福岡県県土整備部・建築都

市部公共事業再評価検討委員会」の意見を尊重することとしています。 
 

    ア 再評価対象事業（再評価要件） 

① 事業採択後５年間が経過した時点で未着工の事業 

② 事業採択後 10 年間が経過した時点で継続中の事業 

③ 事業採択前の準備・計画段階で５年間が経過している事業 

④ 再評価実施後５年間（下水道事業は 10 年間）が経過している事業 

⑤ 再評価の実施主体が再評価の必要性があると判断した事業 

イ 再評価を実施した事業 

年度 事 業 （ 箇 所 ） 名            再評価要件 対応方針 

H10 

(5) 

 

 

 

御笠川那珂川流域下水道 

宝満川流域下水道 

多々良川流域下水道 

筑豊緑地都市公園事業 

中央公園都市公園事業 

② 

② 

② 

② 

② 

継続実施 

継続実施 

継続実施 

継続実施 

継続実施 

H12 御笠川住宅宅地関連公共施設整備促進事業 ② 継続実施 

H13 

(3) 

 

粕屋宇美線街路事業 

筒井小倉線街路事業 

上津荒木川住宅宅地関連公共施設整備促進事業 

② 

② 

② 

継続実施 

継続実施 

継続実施 

H14 

(4) 

 

 

芦屋水巻中間線街路事業 

西鉄天神大牟田線花畑駅付近連続立体交差事業 

大正町一丁目市街地再開発事業 

宝満川上流流域下水道事業 

② 

② 

① 

② 

継続実施 

継続実施 

事業中止 

継続実施 

H15 

(4) 

 

 

西鉄天神大牟田線春日原下大利間連続立体交差事業 

筑豊緑地都市公園事業 

中央公園都市公園事業 

筑後川中流右岸流域下水道事業 

① 

④ 

④ 

② 

継続実施 

継続実施 

継続実施 

継続実施 
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年度 事 業 （ 箇 所 ） 名            再評価要件 対応方針 

H16 

(2) 

筑後川広域公園都市公園事業 

遠賀川下流流域下水道事業 

② 

② 

継続実施 

継続実施 

H18 矢部川流域下水道事業 ② 継続実施 

H19 

(2) 

御笠川那珂川流域下水道事業 

東合川野伏間線街路事業 

④ 

② 

継続実施 

継続実施 

H20 

(5) 

 

 

 

多々良川流域下水道事業 

宝満川流域下水道事業 

遠賀川中流流域下水道事業 

長溝線街路事業 

西鉄天神大牟田線春日原下大利間連続立体交差事業 

④ 

④ 

② 

② 

④ 

継続実施 

継続実施 

継続実施 

継続実施 

継続実施 

H21 筑後広域公園都市公園事業 ④ 継続実施 

H22 

(2) 

小倉駅南口東地区再開発事業 ① 継続実施 

鯰田中線街路事業 ② 継続実施 

H23 

(2) 

志免宇美線街路事業 ② 継続実施 

那珂川宇美線（下白水工区）街路事業 ② 継続実施 

H24 

(4) 

 

 

本郷基山線街路事業 ② 継続実施 

堤上野線街路事業 ② 継続実施 

那珂川宇美線街路事業 ② 継続実施 

宝満川上流流域下水道事業 ④ 継続実施 

H25 

(3) 

福間駅前線外３線街路事業 ② 継続実施 

西鉄天神大牟田線春日原下大利間連続立体交差事業 ④ 継続実施 

筑後川中流右岸流域下水道事業 ④ 継続実施 

H26 

(2) 

筑後広域公園都市公園事業 ④ 継続実施 

遠賀川下流流域下水道事業 ④ 継続実施 

H27 

(2) 

境口頓野線街路事業 ② 継続実施 

鯰田中線街路事業 ④ 継続実施 

H28 

(2) 

芦屋水巻中間線街路事業 ② 継続実施 

矢部川流域下水道事業 ④ 継続実施 

H29 

(2) 

御笠川那珂川流域下水道事業 ④ 継続実施 

宝満川流域下水道事業 ④ 継続実施 
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年度 事 業 （ 箇 所 ） 名            再評価要件 対応方針 

H30 

(4) 

福間駅前線外３線街路事業 ④ 継続実施 

西鉄天神大牟田線春日原下大利間連続立体交差事業 ④ 継続実施 

多々良川流域下水道事業 ④ 継続実施 

 遠賀川中流流域下水道事業 ④ 継続実施 

R1 

(2) 

筑後広域公園都市公園事業 ④ 継続実施 

粕屋久山線街路事業 ⑤ 継続実施 

R2 

(2) 

西鉄天神大牟田線春日原下大利間連続立体交差事業 ⑤ 継続実施 

久留米駅南町線街路事業 ⑤ 継続実施 

R3 芦屋水巻中間線街路事業 ④ 継続実施 

R4 

(4) 

 

 

宝満川上流流域下水道事業 

那珂川宇美線街路事業 

中央団地川宮線その他１路線街路事業 

西鉄天神大牟田線春日原下大利間連続立体交差事業 

④ 

⑤ 

⑤ 

⑤ 

継続実施 

継続実施 

継続実施 

継続実施 

R5 

(5) 

 

筑後川中流右岸流域下水道事業 

長浜太宰府線街路事業 

東櫛原町本町線街路事業 

堤上野線街路事業 

西鉄天神大牟田線春日原下大利間連続立体交差事業 

④ 

⑤ 

⑤ 

⑤ 

⑤ 

継続実施 

継続実施 

継続実施 

継続実施 

継続実施 

R6 

(6) 

 

 

新飯塚潤野線外１線街路事業 

粕屋久山線街路事業 

境口鴨生田線街路事業 

行橋停車場線街路事業 

遠賀川下流流域下水道事業 

筑後広域公園都市公園事業 

⑤ 

④ 

⑤ 

② 

④ 

④ 

継続実施 

継続実施 

継続実施 

継続実施 

継続実施 

継続実施 

計 

(71) 

 

 

 

 

市街地再開発事業                         ２ 

街路事業                               ２８ 

連続立体交差事業                         ８ 

都市公園事業                             ９ 

住宅宅地関連公共施設整備促進事業         ２ 

流域下水道事業                         ２２ 
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１ 各課（室）係事務分掌                                 （令和7年4月8日現在） 

課名等 係 名 事    務    内    容 

建築都市 

総 務 課 

 

総 務 係  ア 建築都市部に係る人事に関する事務の総括に関すること。 

 イ 庶務に関すること（建築都市部建築都市総務課契約室に係 

  るもの（公印の管守、職員の服務、文書の収受、発送、編集 

  及び保存並びに公文書の開示等に関することを除く。）を含 

  む。）。 

 ウ 建築都市部に属する出先機関に関すること。 

 エ 建築都市部各課の連絡調整に関すること。 

 オ 建築都市行政の総合企画、調査及び調整に関すること。 

 カ 建築都市部に関する事務で他課に属しないこと。 

予算・重点第一係  ア 福岡県営住宅敷金管理条例の施行に関すること。 

 イ 建築都市部に係る予算の総括に関すること。 

 ウ 建築都市部の建築都市総務課、建築指導課、住宅計画課、 

  県営住宅課及び営繕設備課に係る予算に関すること。 

エ 建築都市部に係る重要施策等の総括に関すること。 

オ 建築都市部の建築都市総務課、建築指導課、住宅計画課、 

  県営住宅課及び営繕設備課に係る重要施策等に関すること。 

 カ 財務会計に関すること（建築都市部建築都市総務課契約室 

  に係るものを含む。）。 

予算・重点第二係  ア 建築都市部の都市計画課、開発・盛土指導課、公園街路課  

及び下水道課に係る予算に関すること。 

 イ 建築都市部の都市計画課、開発・盛土指導課、公園街路課   

及び下水道課に係る重要施策等に関すること。 

建築都市 

総 務 課 

契 約 室 

 ア 建築都市部に係る工事の契約に関すること。 

 イ 宅地の買収契約に関すること。 

 ウ 建築都市部に係る工事の検査及び指導に関すること。 

 エ 建築都市部に係る工事の技術事項の基準等に関すること。 

 オ 庶務に関することのうち、公印の管守、職員の服務、文書 

  の収受、発送、編集及び保存並びに公文書の開示等に関する 

  こと。 

都市計画課 

 

行 政 係  ア 土地区画整理法の施行に関する事務のうち、他係に属しな 

  いこと。 

 イ 駐車場法の施行に関する事務のうち、他係に属しないこと。 

 ウ 流通業務市街地の整備に関する法律の施行に関する事務の 

  うち、他係に属しないこと。 

 エ 都市計画決定手続に関する事務のうち、他係に属しないこと。 
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課名等 係 名 事    務    内    容 

  オ 都市再開発法の施行に関する事務のうち、他係に属しない 

  こと。 

カ 幹線道路の沿道の整備に関する法律の施行に関する事務の 

  うち、他係に属しないこと。 

キ 都市再生特別措置法の施行に関する事務のうち、他係に属 

  しないこと。 

ク 租税特別措置法施行令の規定に基づく特定民間再開発事業 

及び地区外転出事情の認定に関すること。  

 ケ 福岡県都市計画審議会に関すること。 

 コ 庶務に関すること。 

サ 財務会計に関すること。 

シ 福岡県屋外広告物条例の施行に関する事務のうち、他係に属 

しないこと。 

都市政策係  ア 都市政策の総合企画、調査及び調整に関すること。 

 イ 都市計画法の規定に基づく都市計画のうち、交通施設に係 

  るものの技術に関すること。 

 ウ 駐車場法の施行に関する事務のうち、技術に関すること。 

エ 景観法の施行に関する事務のうち、他課に属しないこと。 

 オ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施 

  行に関すること。 

 カ 福岡県美しいまちづくり条例の施行に関する事務のうち、 

  他課に属しないこと。 

 キ 福岡県屋外広告物条例の施行に関する事務のうち、技術に 

  関すること。 

ク 花による美しいまちづくりに関すること。 

計 画 係 

 

 ア 都市計画区域及び準都市計画区域の指定に関する事務のう 

ち、技術に係るもので他課及び他係に属しないこと。 

 イ 都市計画区域マスタープランに関する事務のうち、技術に 

係るもので、他課及び他係に属しないこと。 

ウ 区域区分（市街化区域及び市街化調整区域）に関する事務 

のうち、技術に係るもので他課及び他係に属しないこと。 

エ 地域地区（用途地域、特別用途地区等）に関する事務のう 

ち、技術に係るもので他課及び他係に属しないこと。 

オ  地区計画、集落地区計画等に関する事務のうち、技術に係 

るもので他課及び他係に属しないこと。 

カ 都市再生特別措置法の施行に関する事務のうち、立地適正 

化計画に関すること。 
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課名等 係 名 事    務    内    容 

 市街地整備係 ア 土地区画整理法の施行に関する事務のうち、技術に関する  

こと。 

イ 都市再開発法の施行に関する事務のうち、技術に関するこ 

と。 

ウ 流通業務市街地の整備に関する法律の施行に関する事務の 

うち、技術に関すること。 

エ  都市再生整備計画事業に関すること。 

オ 都市再生特別措置法の施行に関する事務のうち、技術に関 

すること（立地適正化計画に関することを除く）。 

カ 建築都市部に係る都市災害復旧事業の総括に関すること。 

開発・盛土指

導課 
指 導 係 ア 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に関する事務のうち、

他係に属しないこと。 

イ 庶務に関すること。 

ウ 財務会計に関すること。 

盛土規制係 ア 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に関する事務のうち、 

基礎調査及び区域指定並びに宅地造成等工事の規制に係る 

もので、他係に属しないこと。 

開発第一係 ア 都市計画法に基づく開発行為の許可に関すること。 

イ 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に関する事務のうち、

同法の規定による宅地造成等の工事の許可を受けたものとみ

なされる都市計画法に基づく開発行為の許可を受けたときに

おける中間検査又は定期の報告に関すること。 

ウ 租税特別措置法の施行に関する事務のうち、優良宅地及び 

  優良住宅の認定に係るもの。 

エ 福岡県開発審査会に関すること。 

オ 流通業務地区内の許可に関すること。 

開発第二係 ア 都市計画法に基づく開発行為の許可に関すること。 

イ 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に関する事務のうち、

同法の規定による宅地造成等の工事の許可を受けたものとみ

なされる都市計画法に基づく開発行為の許可を受けたときに

おける中間検査又は定期の報告に関すること。 

ウ 租税特別措置法の施行に関する事務のうち、優良宅地及び 

  優良住宅の認定に係るもの。 

エ 流通業務地区内の許可に関すること。 
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課名等 係 名 事    務    内    容 

建築指導課 宅建業係  ア 宅地建物取引業法の施行に関すること。 

 イ 積立式宅地建物販売業法の施行に関すること。 

 ウ 不動産特定共同事業法の施行に関すること。 

 エ  特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行 

  に関すること（宅地建物取引業者からの保証金供託等の届出 

  に関することに限る。）。 

 オ 庶務に関すること。 

カ 財務会計に関すること。 

建設業係 ア 統計法の規定に基づく指定統計のうち、建設工事統計に関 

  すること。 

 イ 建設業法の施行に関すること。 

 ウ 建設機械抵当法の施行に関すること。 

 エ 浄化槽法の施行に関する事務のうち、浄化槽工事業に係る 

  登録に関すること。 

 オ 地方自治法施行令の規定に基づく建設工事競争入札参加者 

の資格審査及び名簿の作成に関すること。 

 カ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行 

に関すること（建設業者からの保証金供託等の届出に関する 

ことに限る。）。  

企 画 係 ア 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の 

  施行に関する事務のうち、建築物に関すること。 

 イ 建築基準法の施行に関する事務のうち、総合設計制度、地 

区計画等の区域内における建築物の制限及び建築協定に関す 

ること。 

ウ 福岡県福祉のまちづくり条例の施行に関する事務のうち、 

  建築物に関すること。 

 エ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に関 

  すること（建築物の特定建設資材に係る分別解体等に限る。）。 

オ 建築指導行政に係る企画、調査及び調整に関すること。 

カ 空家等の対策の推進に関する特別措置法の施行に関するこ 

  と（市町村が講ずる措置についての情報提供及び技術的な助 

  言）。 
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課名等 係 名 事    務    内    容 

 建築指導係  ア 統計法の規定に基づく指定統計のうち、建築着工統計に関 

  すること。 

 イ 建築基準法の施行に関する事務のうち、他係に属しないこ 

  と。 

 ウ 建築士法の施行に関すること。 

 エ 建築物の耐震改修の促進に関する法律の施行に関すること。 

オ 農山漁村住宅改善の指導に関すること。 

 カ 建築相談に関すること。 

 キ 建物の蟻害防止に関すること。 

ク 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行に関する事 

務のうち、長期優良住宅型総合設計に関すること。 

ケ マンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行に関す 

る事務のうち、除却の必要性に係る認定及びマンション建替 

型総合設計に関すること。 

建築審査係  ア 建築基準法の施行に関する事務のうち、建築物の建築等に 

  関する審査及びその調整等に関すること。 

 イ 建築物用地下水の採取の規制に関する法律の施行に関する 

  こと。 

 ウ 浄化槽法の施行に関する事務のうち、浄化槽の構造に関す 

  ること。 

 エ 建築構造検査に関すること。 

オ  都市の低炭素化の促進に関する法律の施行に関する事務の 

うち、低炭素建築物新築等計画の認定に関すること。 

カ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の施行 

に関すること。 

公園街路課 管 理 係  ア 都市公園法の施行に関する事務のうち、他課及び他係に属 

  しないこと。 

 イ 都市計画法の規定に基づく都市計画及び都市計画事業のう 

  ち、公園、緑地及び墓園に関するもので他係に属しないこと。 

 ウ 都市計画法の規定に基づく都市計画事業のうち、交通施設 

  に関するもので他係に属しないこと。 

 エ  庶務に関すること。 

 オ  財務会計に関すること。 

 カ 国土交通省所管の国有財産のうち、公園（都市公園法が適 

用される公園に限る。）に関すること。 
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課名等 係 名 事    務    内    容 

 公園緑地係  ア 都市公園法の施行に関する事務のうち、技術に関すること 

  （大濠公園能楽堂、旧福岡県公会堂貴賓館及び筑後広域公園 

  九州芸文館に係るものを除く。）。 

イ  都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 

  の施行に関すること。 

ウ  古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法の施行 

  に関すること。 

 エ 都市計画法の規定に基づく都市計画及び都市計画事業のう 

  ち、公園、緑地及び墓園に係るものの技術に関すること。 

 オ  都市緑地法の施行に関すること。 

 カ  生産緑地法の施行に関すること。 

 キ  福岡県福祉のまちづくり条例の施行に関する事務のうち、 

  公園に関すること。 

 ク 都市公園等の災害復旧事業に関すること。 

 街 路 係 ア 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の 

  規定に基づく都市計画の決定がなされた道路に関すること。 

 イ 都市計画法の規定に基づく都市計画事業のうち、交通施設 

  に係るものの技術に関すること。 

 ウ 街路の災害復旧事業に関すること。 

下水道課 管 理 係 ア 下水道法の施行に関する事務のうち、他課及び他係に属し 

  ないこと。 

 イ 都市計画法の規定に基づく都市計画及び都市計画事業のう 

  ち、下水道に関するもので他係に属しないこと。 

 ウ 公益財団法人福岡県下水道管理センターに関すること。 

 エ 庶務に関すること。 

オ 財務会計に関すること。 

 カ 国土交通省所管の国有財産のうち、下水道（下水道法が適 

  用される下水道に限る。）に関すること。 

公共下水道係 ア 下水道法の施行に関する事務のうち、技術に係るもので他 

  課及び他係に属しないこと。 

 イ 都市計画法の規定に基づく都市計画及び都市計画事業のう 

  ち、下水道に関する技術に係るもので他係に属しないこと。 

 ウ 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定に基づく公 

  共土木施設の災害復旧事業（公共下水道に係るもの）に関す 

  ること。 

 
 
  



- 105 - 

 

課名等 係 名 事    務    内    容 

 流域下水道係 ア 下水道法の施行に関する事務のうち、流域下水道及び流域 

  別下水道整備総合計画に係るものの技術に関すること。 

イ  都市計画法の規定に基づく都市計画及び都市計画事業のう 

  ち、流域下水道に係るものの技術に関すること。 

ウ 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定に基づく公 

  共土木施設の災害復旧事業（流域下水道に係るもの）に関す 

ること。 

住宅計画課 民間住宅係 ア 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の施行に関す 

  ること。 

 イ 高齢者の居住の安定確保に関する法律の施行に関すること。 

ウ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する 

  法律の施行に関すること。（他係に属しないもの） 

 エ マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行に関 

すること(マンション管理計画認定制度に関すること)。 

オ 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の施行 

  に関すること。 

カ 新住宅市街地開発法の施行に関すること。 

キ  地方住宅供給公社法の施行に関すること。 

 ク 庶務・財務会計に関すること。 

計 画 係 ア 住宅政策の総合企画及び調査に関すること。 

イ 住生活基本法の施行に関すること。 

ウ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する 

  法律の施行に関すること（居住支援協議会に関すること）。 

エ マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行に関  

すること。 

 オ マンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行に関す 

ること。 

 カ 住宅の品質確保の促進等に関する法律の施行に関するこ 

   と。 

キ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行 

  に関すること（他課に属しないもの）。 

 ク 一般財団法人福岡県建築住宅センターに関すること。 

ケ 独立行政法人都市再生機構法の規定に基づく意見の提示に 

  関すること。 

住宅指導係 ア 公営住宅法の規定に基づく市町村公営住宅及び共同施設に 

  関する事務のうち、他課に属しないこと。 

イ 福岡県美しいまちづくり条例の施行に関する事務のうち、  

住宅等に係る啓発、表彰等に関すること。 
 



- 106 - 

 

課名等 係 名 事    務    内    容 

 住環境整備係  ア 住宅地区改良法の施行に関すること。 

 イ 同和対策事業に関する事務のうち、住宅（管理を除く。） 

  に関すること。 

ウ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行に関するこ  

と（他課に属さないもの）。 

県営住宅課 管 理 係  ア 公営住宅法の施行に関する事務のうち、市町村公営住宅及 

  び共同施設の管理指導に関すること。 

 イ 福岡県営住宅条例の施行に関する事務のうち他係に属しな 

  いこと。 

 ウ 庶務に関すること。 

 エ 財務会計に関すること。 

滞納整理係  ア 福岡県営住宅条例の施行に関する事務のうち、滞納整理、 

  高額所得者等に係る明渡請求及び不正の行為によって入居又 

  は退去した者の対策に関すること。 

業 務 係  ア 公営住宅法の施行に関する事務のうち、公営住宅及び共同 

施設の譲渡、処分及び保全に関すること。 

建替改善係 ア  公営住宅法の規定に基づく公営住宅及び共同施設の建設計 

  画並びに建設に係る調査及び調整に関すること。 

 イ 公営住宅法の規定に基づく公営住宅及び共同施設の改善計 

画並びに改善に係る調査及び調整に関すること。 

ウ 公営住宅法の規定に基づく公営住宅用地の開発計画、調査 

選定、取得及び処分に関すること。 

住宅設計係  ア 公営住宅法の規定に基づく公営住宅及び共同施設の調査、 

  設計及び工事の監督についての連絡調整に関すること。 

 イ 建設を委託された住宅の調査、設計及び工事の監督につい 

ての連絡調整に関すること。 
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課名等 係 名 事    務    内    容 

営繕設備課 営繕計画係 ア 営繕工事の基本計画に関すること。 

 イ 建築都市部に属する建築技術に関する事務のうち、他課及 

  び他係に属しないこと。 

 ウ 県営施設及び委託を受けた建築工事の監督についての連絡 

調整に関する事務のうち、他課に属しないこと。 

 エ 庶務に関すること。 

 オ 財務会計に関すること。 

 設 計 係 

 

ア 県営施設の建築工事の設計及び調査に関する事務のうち、 

  他課及び他係に属しないこと。 

 イ 委託を受けた建築工事の設計及び調査に関する事務のうち、 

   他課及び他係に属しないこと。 

学校設計係 ア 県営学校建築の設計及び調査に関すること。 

 イ 委託を受けた建築工事のうち学校に関するものの設計及び 

  調査に関すること。 

造 成 係 ア  建築都市部に係る土木工事の測量、調査、設計及び造成に 

  関すること。 

 イ 委託を受けた土木工事の測量、調査、設計及び造成に関す 

  ること。 

電気設備係 ア 建築都市部に係る工事の電気設備に関すること。 

機械設備係 ア 建築都市部に係る工事の機械設備に関すること。 
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２ 住宅関係指標に見る福岡県の状況（全国比較） 

調査年 平成 25 年 平成 30 年 令和 5年 

住生活基本計画 
県住生活基本計画 

（平成 23～32 年） 

県住生活基本計画 

（平成 28～37 年） 

県住生活基本計画 

（令和 3～12 年） 

地域区分 福岡県 全国 福岡県 全国 福岡県 全国 

①人の居住する住宅総数（千戸） 2,163 52,102 2,239 53,616 2,352 55,665 

②持家率（％） 53.8 61.7 52.8 61.2 52.7 60.9 

③住宅の増加率（％） 5.0 5.3 3.6 2.9 4.7 4.2 

④住宅の非木造化率（％） 51.6 42.2 53.1 43.0 55.4 46.0 

⑤水洗化率（％）(*1) 88.5 93.5 91.4 95.2 94.0 96.3 

⑥1 住宅当たり延べ面積（㎡） 86.6 94.4 84.7 93.0 83.5 91.7 

⑦1 人当たり居住室の畳数（畳） 13.0 13.5 13.6 14.1 14.1 14.7 

⑧最低居住水準未満率（％）(*2) 6.9 7.1 7.3 6.6 - - 

⑨都市居住型誘導居住水準未満率（％）(*2) 57.6 60.1 54.9 57.1 - - 

⑩一般型誘導居住水準未満率（％）(*2) 27.6 28.5 28.8 28.6 - - 

 

資料：住宅・土地統計調査（H25、H30、R5） 

  ：廃棄物処理技術情報（H25、H30、R5：環境省）（*1） 

  ：住宅・土地統計調査（総務省） 国土交通省独自集計（H25、H30）(*2) 
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３ 令和６年度新設住宅着工戸数 

 福 岡 県 全 国 

戸数又は構成比 
戸当床面積 
（㎡） 

戸数又は構成比 
戸当床面積 
（㎡） 

 新設住宅着工戸数（戸） 38,103 92.2 816,018 77.0 

利
用
関
係
別 

持 家 率 20.3% 115.6 27.3% 113.2 

貸 家 率 51.4% 61.3 43.7% 47.4 

給与住宅率  2.2% 44.7 0.8% 61.5 

分譲住宅率  26.1% 101.3 28.1% 88.2 

建
方
別 

一 戸 建 率 35.2%  43.0%  

共同建等率  64.8% 57.0% 

構
造
別 

木 造 率 51.2% 57.3% 

非 木 造 率 48.8% 42.7% 

プ レ ハ ブ 化 率 6.5% 11.5% 

資料：住宅着工統計 

 

 

４ 新設住宅着工戸数の推移 

 

資料：住宅着工統計 
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５ 利用関係別新設住宅着工戸数の推移 

 
資料：住宅着工統計 

 

 

 

６ 住宅の所有関係別規模の推移（県内） 

区分 
1 住宅当たり居住室数(室) 1 住宅当たり畳数(畳) 1 人当たりの畳数(畳) 

総数 持家 借家 総数 持家 借家 総数 持家 借家 

昭和 48 年 4.00 5.07 2.81 21.92 28.75 14.29 6.06 7.03 4.62 

昭和 53 年 4.32 5.43 3.02 24.62 32.44 15.76 7.24 8.38 5.46 

昭和 58 年 4.54 5.69 3.14 26.30 34.15 16.73 8.10 9.28 6.16 

昭和 63 年 4.65 5.85 3.16 28.34 37.02 17.52 9.14 10.45 6.88 

平成 5年 4.64 5.92 3.10 29.33 38.88 17.88 10.10 11.53 7.62 

平成 10 年 4.51 5.76 2.96 29.47 38.83 17.91 10.80 12.22 8.24 

平成 15 年 4.45 5.69 2.92 30.21 39.76 18.40 11.81 13.42 8.94 

平成 20 年 4.36 5.59 2.84 30.06 39.49 18.36 12.21 13.87 9.26 

平成 25 年 4.25 5.51 2.74 30.22 40.02 18.40 13.00 14.88 9.77 

平成 30 年 4.07 5.29 2.64 30.20 40.07 18.67 13.51 15.40 10.32 

令和 5年 3.96 5.17 2.50 30.21 40.23 18.17 14.12 15.99 10.77 

資料：住宅・土地統計調査（H10～R5）、住宅統計調査（S48～H5） 
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戸 福岡県利用関係別内訳

マンション 持家

貸家 分譲住宅
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７ 所有関係の推移（県内）                                            （単位：戸） 

区分 昭和 63 年 平成 5年 平成 10 年 平成 15 年 平成 20 年 平成 25 年 平成 30 年 令和 5年 

住宅総数 
実数 1,490,200 1,643,800 1,788,500 1,936,700 2,034,000 2,163,200 2,239,000 2,351,800 

構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

持家 
実数 819,500 878,000 964,500 1,051,400 1,090,400 1,163,500 1,182,600 1,238,700 

構成比 55.0% 53.4% 53.9% 54.3% 53.6% 53.8% 52.8% 52.7% 

借家 
実数 657,200 732,800 780,300 850,600 879,600 963,700 993,400 1,030,900 

構成比 44.1% 44.6% 43.6% 43.9% 43.2% 44.5% 44.4% 43.8% 

 

公営 
公団※ 
公社 

実数 170,900 180,800 178,600 189,400 185,400 176,600 164,300 154,600 

構成比 11.5% 11.0% 10.0% 9.8% 9.1% 8.2% 7.3% 6.6% 

民間 

借家 

実数 421,900 471,000 528,500 608,200 639,900 744,200 786,500 822,000 

構成比 28.3% 28.7% 29.5% 31.4% 31.5% 34.4% 35.1% 35.0% 

給与 
住宅 

実数 64,400 81,000 73,200 53,000 54,200 42,900 42,700 54,400 

構成比 4.3% 4.9% 4.1% 2.7% 2.7% 2.0% 1.9% 2.3% 

資料：住宅・土地統計調査（H15～R5）、統計調査（S63～H5） 

※公団は、平成 16 年から（独）都市再生機構。 

 

 

 

８ 建て方別住宅ストック数の推移（県内） 

 

資料：住宅・土地統計調査（H10～R5）、住宅統計調査（S48～H5） 
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９ 公営住宅建設戸数実績                   （単位：戸） 

建 設 年 度 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

建 設 戸 数 924  1,000  720  935  976  736  750 850 376 845 415 

う ち 建 替 戸 数 914  1,000  680  911  916  736  750 850 376 845 415 

内
訳 

県 

建   設 248  158  150  302  162  360  217 0 179 295 29 

うち建替 248  158  150  302  162  360  217 0 179 295 29 

政
令
市 

建   設 401  441  410  412  409  231  350 610 197 236 355 

うち建替 401  441  410  412  409  231  350 610 197 236 355 

一
般
市
町
村 

建   設 275  401  160  221  405  145  183 240 0 314 31 

うち建替 265  401  120  197  345  145  183 240 0 314 31 

 

 

 

 

１０　管理事務所別県営住宅管理戸数一覧表（令和7年4月1日現在）

木造 簡平 簡二 低層 中耐 高層 計
集会所
（室）

( 43 ) 0 0 0 0 5,559 2,233 7,792 43

( 52 ) 0 0 0 0 6,491 1,045 7,536 53

行橋 ( 18 ) 0 0 0 0 1,190 125 1,315 14

( 59 ) 10 24 0 0 6,321 500 6,855 56

 大牟田 ( 17 ) 0 0 0 0 2,276 54 2,330 21

( 48 ) 15 11 14 6 4,848 1,297 6,191 49

直方 ( 7 ) 0 0 0 0 1,395 347 1,742 9

田川 ( 20 ) 15 11 14 6 1,468 359 1,873 19

 合計 ( 202 ) 25 35 14 6 23,219 5,075 28,374 201

（注）

　高層：耐火構造で住宅で地上階数6階以上のもの

（単位：戸）

区分（団地数）

福　岡

北九州

筑　後

筑　豊

　木造：木造の住宅

　簡平：簡易耐火構造の住宅で平屋建のもの

　簡二：簡易耐火構造の住宅で2階建のもの

　低層：耐火構造の住宅で平屋建又は2階建のもの

　中耐：耐火構造の住宅で地上階数3～5階のもの



１１　建設年度別県営住宅管理戸数一覧表（令和7年4月1日現在）

 年度 西暦
S34 1959 0 0 0 0 24 0 24 0
S35 1960 0 0 0 0 0 0 0 0
S36 1961 0 0 0 0 0 0 0 1
S37 1962 0 0 0 0 48 0 48 0
S38 1963 10 0 0 0 0 0 10 0
S39 1964 5 0 0 0 0 0 5 1
S40 1965 0 19 0 0 0 0 19 0
S41 1966 0 4 0 0 0 0 4 0
S42 1967 0 8 0 0 0 0 8 0
S43 1968 0 0 0 0 0 0 0 0
S44 1969 0 0 0 0 24 0 24 1
S45 1970 0 0 0 0 84 0 84 1
S46 1971 0 0 0 0 390 0 390 2
S47 1972 0 0 0 0 723 0 723 0
S48 1973 0 0 0 0 790 0 790 4
S49 1974 0 0 0 0 600 0 600 2
S50 1975 0 0 0 0 780 0 780 3
S51 1976 0 4 0 0 798 0 802 5
S52 1977 0 0 0 0 809 0 809 1
S53 1978 0 0 0 0 704 240 944 5
S54 1979 0 0 14 0 845 168 1,027 3
S55 1980 0 0 0 0 845 176 1,021 2
S56 1981 0 0 0 0 762 143 905 8
S57 1982 0 0 0 0 604 182 786 1
S58 1983 0 0 0 0 558 232 790 4
S59 1984 0 0 0 0 751 0 751 1
S60 1985 0 0 0 0 768 0 768 8
S61 1986 0 0 0 0 711 0 711 3
S62 1987 0 0 0 0 707 0 707 6
S63 1988 0 0 0 0 673 100 773 5
H1 1989 0 0 0 0 571 187 758 6
H2 1990 0 0 0 0 759 0 759 3
H3 1991 0 0 0 0 706 50 756 2
H4 1992 0 0 0 0 722 94 816 8
H5 1993 0 0 0 0 910 0 910 2
H6 1994 0 0 0 0 765 60 825 13
H7 1995 10 0 0 0 551 167 728 4
H8 1996 0 0 0 0 561 106 667 7
H9 1997 0 0 0 0 379 99 478 10
H10 1998 0 0 0 0 461 90 551 4
H11 1999 0 0 0 0 462 60 522 7
H12 2000 0 0 0 0 283 159 442 6
H13 2001 0 0 0 0 282 197 479 6
H14 2002 0 0 0 0 388 42 430 6
H15 2003 0 0 0 0 235 126 361 2
H16 2004 0 0 0 0 116 321 437 4
H17 2005 0 0 0 0 275 83 358 4
H18 2006 0 0 0 0 146 168 314 6
H19 2007 0 0 0 0 146 134 280 4
H20 2008 0 0 0 0 192 72 264 1
H21 2009 0 0 0 0 207 96 303 2
H22 2010 0 0 0 0 170 0 170 2
H23 2011 0 0 0 6 230 77 313 3
H24 2012 0 0 0 0 35 87 122 4
H25 2013 0 0 0 0 252 0 252 1
H26 2014 0 0 0 0 152 96 248 3
H27 2015 0 0 0 0 81 77 158 2
H28 2016 0 0 0 0 20 215 235 2
H29 2017 0 0 0 0 25 192 217 2
H30 2018 0 0 0 0 62 100 162 1
R1 2019 0 0 0 0 47 313 360 1
R2 2020 0 0 0 0 0 217 217 4
R3 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 2022 0 0 0 0 30 149 179 1
R5 2024 0 0 0 0 0 0 0 1

25 35 14 6 23,219 5,075 28,374 201

（単位：戸）

高層 計
集会所
（室）

計

建設年度
木造 簡平 簡二 低層 中耐
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１２　令和６年度県土整備事務所別建築行政事務取扱件数

区　　　分

建 設 業 許 可 建 設 業 法 関 係

申 請 受 付 証 明 受 付

福岡 68 96 586 1,371 362

久留米 38 10 65 307 93

南筑後柳川支所 78 24 27 252 96

直方 24 9 11 128 34

京築 22 17 15 170 31

朝倉 40 10 6 54 15

八女 61 21 15 109 7

北九州 28 38 175 983 292

田川 21 6 10 156 110

飯塚 10 17 26 185 403

那珂 57 82 90 534 72

計 447 330 1,026 4,249 1,515

本　　　庁 0 0 10 0 41

合　　　計 447 330 1,036 4,249 1,556

県土整備事務所

宅建業法施行事務 建 設 業 法 施 行 事 務建 築 基 準 法 施 行 事 務

宅 建 業 者 免 許
申 請 受 付

建 築 確 認 受 付
（計画変更確認を含む）

建築許可等受付
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１３ 都市計画区域決定状況 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

（１）線引き都市計画区域 令和７年３月３１日現在

   市    街    化    区    域 市 市 町

市町名 区 域 町

年  月  日 面積(ha) 面積(ha) 数 数 数

福岡市 一部 T12.7.1 H31.3.25 34,081.7 S45.12.28 R6.1.29 16,388.0 17,693.7 有 1 1

筑紫野市 一部 S23.7.3 H12.11.10 4,393.0 S45.12.28 R3.4.30 1,425.1 2,967.9 〃 1 1

春日市 全域 S16.1.9 H13.10.15 ② 1,415.0 S45.12.28 H29.10.27 1,379.0 36.0 〃 1 1

大野城市 全域 S16.1.9 H13.10.15 ② 2,689.0 S45.12.28 H23.4.25 1,404.4 1,284.6 〃 1 1

宗像市 一部 S36.6.6 H29.1.24 10,990.0 S49.7.16 H29.10.27 1,876.0 9,114.0 〃 1 1

太宰府市 一部 S26.3.31 S45.12.28 ① 2,253.0 S45.12.28 H19.5.2 1,182.0 1,071.0 〃 1 1

古賀市 一部 S26.3.31 H4.2.28 ① 2,220.0 S45.12.28 R3.6.8 838.1 1,381.9 〃 1 1

福津市（旧福間町） 一部 S29.10.2 H4.2.28 ① 1,918.0 S45.12.28 H19.8.15 775.7 1,142.3 〃 1 1

糸島市（旧前原市） 一部 S18.12.29 H19.10.15 ① 6,931.0 S58.7.15 R6.12.17 804.9 6,126.1 〃 1 1

糸島市（旧志摩町） 一部 S62.4.1 S62.4.1 ① 5,385.0 H14.2.1 R3.4.30 169.0 5,216.0 〃

糸島市【小　　計】 12,316.0 973.9 11,342.1

那珂川市 一部 S44.5.20 S45.12.28 ① 1,902.0 S45.12.28 R3.4.30 574.6 1,327.4 〃 1 1

篠栗町 一部 S44.5.20 S45.12.28 ① 1,138.0 S45.12.28 R4.4.26 454.0 684.0 〃 1 1

志免町 全域 S42.9.16 H13.10.15 ② 869.0 S45.12.28 H30.4.10 711.0 158.0 〃 1 1

新宮町 一部 S37.10.12 H18.8.7 1,771.0 S45.12.28 R3.4.30 631.0 1,140.0 〃 1 1

久山町 全域 S44.5.20 S44.5.20 ② 3,744.0 S45.12.28 H19.2.9 101.0 3,643.0 〃 1 1

粕屋町 全域 S42.9.16 H13.10.15 ② 1,413.0 S45.12.28 R4.4.26 689.9 723.1 〃 1 1

83,112.7 29,403.7 53,709.0 15 10 5

久留米市 一部 S2.4.1 H19.10.15 12,468.0 S46.9.14 H12.11.10 3,635.0 8,833.0 〃 1 1

小郡市 全域 S34.7.22 H19.4.25 ② 4,551.0 S46.9.14 R3.4.30 836.5 3,714.5 〃 1 1

大牟田市 全域 T12.7.1 S43.5.11 ② 8,145.0 S46.9.14 H20.4.4 3,874.0 4,271.0 〃 1 1

みやま市 一部 S37.6.8 S43.5.11 ① 1,858.0 S46.9.14 H20.4.4 181.0 1,677.0 〃 1 1

27,022.0 8,526.5 18,495.5 4 4 0

北九州市 一部 T12.7.1 H20.10.10 49,001.0 S45.12.28 R7.1.24 20,319.0 28,682.0 〃 1 1

中間市 全域 S26.3.31 H19.5.25 ② 1,596.0 S45.12.28 H26.11.11 1,034.0 562.0 〃 1 1

苅田町 一部 S14.5.12 S58.7.1 3,412.8 S45.12.28 R4.4.15 2,125.0 1,287.8 〃 1 1

54,009.8 23,478.0 30,531.8 3 2 1

164,144.5 61,408.2 102,736.3 22 16 6

注）・都市計画区域面積は、無印－都市計画区域・区域区分等の最終決定（変更）時のデータ

　　　　　　　　　　　　　　①－ 直近の都市計画基礎調査データ       

　　　　　　　　　　　　　　②－「全国都道府県市区町村別面積調」（国土地理院、R6.4.1）

　無印又は①若しくは②のうち最新のものから引用する。
　※地先公有水面を含む都市計画区域での埋立等による陸地面積の拡大については、次回の無印又は①の更新がされるまで、その都度入力を行う。

　※全域が都市計画区域の場合は、原則、②とする。

　　・久留米市、福津市、みやま市、糸島市については、線引き都市計画区域と非線引き都市計画区域が併存

　　・旧夜須都計は現筑前町の旧夜須町、旧甘木都計は甘木市と現筑前町の旧三輪町

　　・平成26年10月1日の国土地理院による筑前町面積の変更について、旧夜須都計及び旧甘木都計の面積は変更面積を按分し算定

　　・都市計画区域名のみの変更（H29.1.24）は都市計画区域最終決定に含めない

1
福    岡
広　　域

4
北 九 州
広　　域

福 岡 都 市 圏（１０市５町）　中　計

3 大 牟 田

筑　後 都 市 圏（４市）　中　計

北 九 州 都　市 圏（２市１町）　中　計

線引き都市計画区域　合　計（１６市６町）

　　・非線引き都市計画区域については、市街化区域面積は用途地域面積に読み替える。

　　・福岡市、大牟田市については、大正１２年７月１日に旧都市計画法の指定を受け、大正１４年４月２２日に都市計画区域の
　　決定告示を行っている。

久 留 米
小　　郡

2

区
域
数

都市計画
区域名

都市計画法
適用年月日

都 市 計 画 区 域 最 終 決 定
市街化調整区域 用途地域

設定年月日 面積(ha)
当 初 決 定
年  月  日

最 終 決 定
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（２）非線引き都市計画区域 令和７年３月３１日現在

市 市 町

都 市 名 区    域 最    終    決    定 町

年  月  日 面積(ha) 面積(ha) 数 数 数

宇美町 一部 S13.10.28 H4.5.18 ① 2,159.0 S51.4.1 H30.6.18 764.2 1,394.8 有 1 1

須恵町 全域 S44.4.25 S44.4.25 ② 1,631.0 S49.4.1 H14.12.19 453.6 1,177.4 〃 1 1

2 津 屋 崎 福津市（旧津屋崎町） 一部 S29.10.2 S29.10.2 ① 1,557.0 S60.4.1 H28.10.4 265.8 1,291.2 〃

朝倉市 一部 S18.3.22 H12.11.10 12,300.0 S45.12.26 R7.2.3 729.9 11,570.1 〃 1 1

筑前町（旧夜須町） 一部 S50.9.1 〃 4,542.0 S52.4.1 H23.1.17 216.0 4,326.0 〃 1 1

筑前町（旧三輪町） 一部 S18.12.29 〃 2,168.0 S48.12.15 H23.1.17 155.7 2,012.3 〃

筑前町【小　　計】 6,710.0 371.7 6,338.3

4 二　　丈 糸島市（旧二丈町） 一部 S61.4.1 H19.10.15 3,405.0 S61.4.1 H14.12.25 199.0 3,206.0 〃

27,762.0 2,784.2 24,977.8 4 1 3

久留米市（旧三潴町） 一部 S11.3.26 H12.5.1 1,610.0 H12.5.1 H15.1.1 167.9 1,442.1 〃

久留米市（旧城島町） 一部 H30.3.30 H30.3.30 1,758.0 H30.3.30 H30.3.30 122.9 1,635.1 〃

柳川市 全域 S27.4.1 S31.4.23 ② 7,715.0 S48.6.30 H25.8.21 759.0 6,956.0 〃 1 1

八女市 一部 S9.9.25 S29.4.1 ① 3,934.0 S44.5.30 H19.11.22 396.0 3,538.0 〃 1 1

八女市（旧黒木町） 一部 S60.4.1 S60.4.1 ① 682.0 S60.4.1 H8.2.1 141.0 541.0 〃

八女市（旧立花町） 一部 H13.5.1 H13.5.1 ① 1,463.0 H14.5.20 H14.5.20 94.0 1,369.0 〃

八女市【小　　計】 6,079.0 631.0 5,448.0

筑後市 全域 S11.3.26 H12.11.10 ② 4,178.0 S42.3.22 H23.6.24 625.0 3,553.0 〃 1 1

大川市 全域 S21.9.26 S29.4.1 ② 3,362.0 S48.12.28 H8.5.1 729.0 2,633.0 〃 1 1

みやま市（旧瀬高町） 一部 S11.3.26 S50.3.29 ① 3,773.0 S50.4.1 H30.10.1 261.3 3,511.7 〃

広川町 全域 S50.9.1 H19.10.15 ② 3,794.0 - - 0.0 3,794.0 × 1 1

久留米市（旧北野町） 一部 H11.11.1 H19.4.25 2,049.0 H11.11.1 H11.11.1 331.4 1,717.6 有

大刀洗町 全域 H13.5.1 H19.4.25 ② 2,284.0 H14.2.1 H14.12.27 284.0 2,000.0 〃 1 1

7 田主丸 久留米市（旧田主丸町） 一部 H30.3.30 H30.3.30 5,111.0 H30.3.30 H30.3.30 180.1 4,930.9 〃

41,713.0 4,091.6 37,621.4 6 4 2

直方市 全域 S8.5.10 H20.10.10 ② 6,176.0 S37.4.2 H31.4.2 1,411.0 4,765.0 〃 1 1

飯塚市 一部 S8.5.10 H23.8.31 13,507.0 S37.10.12 R5.9.25 3,077.0 10,430.0 〃 1 1

田川市 全域 S11.3.26 H8.9.30 ② 5,455.0 S60.7.1 H31.3.12 1,037.2 4,417.8 〃 1 1

宮若市 一部 S25.9.12 S50.9.1 ① 5,249.0 H17.10.5 H17.10.5 420.0 4,829.0 〃 1 1

嘉麻市（旧山田市） 一部 S29.4.1 S29.4.1 ① 2,168.9 - - 0.0 2,168.9 ×

嘉麻市（旧稲築町） 全域 S24.3.5 S24.3.5 ① 1,733.1 - - 0.0 1,733.1 × 1 1

嘉麻市【小　　計】 3,902.0 0.0 3,902.0

小竹町 全域 S50.9.1 H23.8.31 1,428.0 - - 0.0 1,428.0 × 1 1

鞍手町 全域 S50.9.1 S60.4.30 ② 3,560.0 S60.7.1 H30.6.22 409.0 3,151.0 有 1 1

桂川町 一部 H6.8.1 H6.8.1 ① 1,693.0 H6.8.1 R2.7.31 251.0 1,442.0 〃 1 1

添田町 一部 S27.7.25 S27.7.25 ① 9,522.1 - - 0.0 9,522.1 × 1 1

川崎町 全域 S26.2.16 S26.2.16 ② 3,614.0 - - 0.0 3,614.0 × 1 1

54,106.1 6,605.2 47,500.9 10 5 5

芦屋町 全域 S9.9.25 H1.12.11 ② 1,158.0 S48.3.31 R1.8.27 369.0 789.0 有 1 1

水巻町 全域 S15.8.23 H19.5.25 ② 1,101.0 S49.4.1 H19.5.25 760.0 341.0 〃 1 1

岡垣町 全域 S44.5.20 H19.5.25 ② 4,864.0 S49.8.1 H28.6.20 681.0 4,183.0 〃 1 1

遠賀町 全域 〃 H19.5.25 ② 2,215.0 S48.12.15 R4.2.16 575.0 1,640.0 〃 1 1

行橋市 全域 S13.1.12 S39.6.22 ② 7,006.0 S42.3.22 R4.6.1 708.0 6,298.0 〃 1 1

豊前市 一部 S9.9.25 S58.7.1 ① 2,927.5 S62.4.1 R2.4.7 703.2 2,224.3 〃 1 1

みやこ町 一部 H13.5.1 H13.5.1 1,934.0 - - 0.0 1,934.0 × 1 1

吉富町 全域 S18.3.22 S50.2.1 ② 572.0 S50.2.1 H23.7.1 176.0 396.0 有 1 1

築上町 一部 H3.2.1 H3.2.1 ① 1,872.0 H3.2.1 H14.12.25 86.6 1,785.4 〃 1 1

23,649.5 4,058.8 19,590.7 9 2 7

147,230.6 17,539.8 129,690.8 29 12 17

市（線引き＋非線引き）=16+16-4(ダブルカウント)=28市　町（線引き＋非線引き）=6+17=23町

14 311,375.1 78,948.0 232,427.1 51 28 23

注）・都市計画区域面積は、無印－都市計画区域・区域区分等の最終決定（変更）時のデータ

　　　　　　　　　　　　　　①－ 直近の都市計画基礎調査データ 1       

　　　　　　　　　　　　　　②－「全国都道府県市区町村別面積調」（国土地理院、R6.4.1） 5

　無印又は①若しくは②のうち最新のものから引用する。但し、地先公有水面を含む都市計画区域での埋立等による陸地面積の拡大については、
　次回の無印又は①の更新がされるまで、その都度入力を行う。

　　・久留米市、福津市、みやま市、糸島市については、線引き都市計画区域と非線引き都市計画区域が併存

　　・旧夜須都計は現筑前町の旧夜須町、旧甘木都計は甘木市と現筑前町の旧三輪町

　　・平成26年10月1日の国土地理院による筑前町面積の変更について、旧夜須都計及び旧甘木都計の面積は変更面積を按分し算定

　　・都市計画区域名のみの変更（H29.1.24）は都市計画区域最終決定に含めない

10
京　　築
広　　域

8
筑　　豊
広　　域

5
筑　　後
中　　央
広　　域

9
遠　　賀
広　　域

6
北　　野
大 刀 洗

3
朝　　倉
筑　　前

1
宇　　美
須　　恵

区
域
数

用途がない市

用途がない町

　　・非線引き都市計画区域については、市街化区域面積は用途地域面積に読み替える。

　　・福岡市、大牟田市については、大正１２年７月１日に旧都市計画法の指定を受け、大正１４年４月２２日に都市計画区域の
　　決定告示を行っている。

都 市 計 画 区 域 　　　合　計（２８市２３町）

用途地域
設定年月日 面積(ha)

当 初 決 定
年  月  日

都 市 計 画 区 域 最 終 決 定 用 途 地 域
用 途 地 域 外

福 岡 都　市　圏（３市３町）　　　中　計

筑 後 都　市　圏（６市２町）　　　中　計

筑 豊 都　市　圏（５市５町）　　　中　計

北 九 州 都　市　圏（２市７町）　　　中　計

非線引き都市計画区域　　合　計（１６市１７町）

都市計画
区域名

都市計画法
適用年月日



１４　下水道整備状況
(令和6年3月31日現在)

市 町 村 名 処 理 場 名 行政人口 処理人口 整備面積 水洗化 下水道 水洗化率 備考

（人） （人） 人口 整備率 （％） 
（ 流 域 処 理 場 ） A B （ha） （人）  C （％） B/A C/B

北 九 州 市 916,003 914,684 16,628 910,627 99.9% 99.6% 単 特

福 岡 市 1,594,659 1,590,350 17,200 1,586,568 99.7% 99.8% 単 流 特 ［御笠］

小 計 （２市） 2,510,662 2,505,034 33,828 2,497,195 99.8% 99.7% 2 1 2

大 牟 田 市 北部・南部 105,753 77,823 1,995 57,334 73.6% 73.7% 単

久 留 米 市 中央・南部・田主丸 300,516 264,689 5,560 232,755 88.1% 87.9% 単

直 方 市 （遠賀川中流） 55,021 20,388 578 15,343 37.1% 75.3% 流 ［遠中］

飯 塚 市 飯塚 124,429 58,456 1,585 53,194 47.0% 91.0% 単

柳 川 市 柳川 61,926 11,906 418 9,011 19.2% 75.7% 単

八 女 市 （矢部川） 59,835 15,600 560 12,441 26.1% 79.8% 流 ［矢部］

筑 後 市 （矢部川） 49,181 19,251 532 15,309 39.1% 79.5% 流 ［矢部］

大 川 市 大川市 31,450 8,701 240 6,464 27.7% 74.3% 単

行 橋 市 行橋 72,386 16,802 352 15,134 23.2% 90.1% 単

豊 前 市 豊前市 23,598 9,573 452 7,582 40.6% 79.2% 単

中 間 市 （遠賀川下流） 39,320 34,501 801 31,800 87.7% 92.2% 流 ［遠下］

小 郡 市 （宝満川）(福童) 59,264 56,631 1,315 52,472 95.6% 92.7% 流 ［宝満］［筑中］

筑 紫 野 市 106,451 101,461 1,631 100,091 95.3% 98.6% 流 特 ［御笠］［宝満］［宝満上流］

春 日 市 (御笠川) 111,840 111,840 1,380 111,331 100.0% 99.5% 流 ［御笠］

大 野 城 市 (御笠川) 102,818 102,781 1,469 102,589 100.0% 99.8% 流 ［御笠］

宗 像 市 宗像 96,786 94,146 2,630 93,255 97.3% 99.1% 単

太 宰 府 市 (御笠川)（宝満川上流） 71,505 71,273 1,426 69,672 99.7% 97.8% 流 特 ［御笠］［宝満上流］

古 賀 市 古賀 59,211 51,075 1,001 47,604 86.3% 93.2% 単

福 津 市 68,749 68,543 1,298 63,452 99.7% 92.6% 単 特

う き は 市 屋部・吉井・浮羽 27,638 25,468 1,035 21,524 92.1% 84.5% 特

宮 若 市 （遠賀川中流） 26,383 4,788 212 2,935 18.1% 61.3% 流 特 ［遠中］

朝 倉 市 (福童) 50,311 30,209 906 24,116 60.0% 79.8% 流 特 ［筑中］

み や ま 市 上長田・（矢部川） 34,700 4,404 162.4 2,527 12.7% 57.4% 単 流 ［矢部］

糸 島 市 前原・黒磯 103,655 71,717 1,162.6 69,328 69.2% 96.7% 単 特

那 珂 川 市 (御笠川) 49,400 48,734 709.6 48,216 98.7% 98.9% 流 特 ［御笠］

小 計 （２５市） 1,892,126 1,380,760 29,409 1,265,479 73.0% 91.7% 12 13 8

宇 美 町 (多々良川) 36,907 34,245 705.8 32,613 92.8% 95.2% 流 ［多々良］

篠 栗 町 (多々良川) 31,191 30,085 536.1 29,202 96.5% 97.1% 流 ［多々良］

志 免 町 (多々良川) 46,388 46,388 807 44,899 100.0% 96.8% 流 ［多々良］

須 恵 町 (多々良川) 29,241 23,838 477.2 23,039 81.5% 96.6% 流 ［多々良］

新 宮 町 新宮中央 33,026 28,572 448 27,800 86.5% 97.3% 単 <福岡市和白>

久 山 町 (多々良川) 9,347 9,115 341 8,786 97.5% 96.4% 流 特 ［多々良］<福岡市東部>

粕 屋 町 (多々良川) 48,731 47,888 769 46,275 98.3% 96.6% 流 ［多々良］

芦 屋 町 芦屋町 12,809 12,805 524 12,727 99.9% 99.4% 単 特

水 巻 町 （遠賀川下流） 27,552 26,685 584 24,370 96.9% 91.3% 流 ［遠下］

岡 垣 町 岡垣町 31,496 30,480 198 29,601 96.8% 97.1% 単

遠 賀 町 （遠賀川下流） 18,911 16,207 409 15,157 85.7% 93.5% 流 ［遠下］

小 竹 町 （遠賀川中流） 6,940 1,507 60.3 692 21.7% 45.9% 流 ［遠中］

鞍 手 町 （遠賀川下流） 14,935 8,237 313 6,229 55.2% 75.6% 流 ［遠下］

筑 前 町 30,492 27,561 783 24,048 90.4% 87.3% 単 流 ［宝満上流］

大 刀 洗 町 (福童) 16,047 14,657 526 13,600 91.3% 92.8% 流 ［筑中］

広 川 町 （矢部川） 19,159 9,020 322 6,534 47.1% 72.4% 流 ［矢部］

苅 田 町 苅田町 37,566 20,770 430 17,237 55.3% 83.0% 単

み や こ 町 豊津 17,891 1,456 34 1,247 8.1% 85.6% 単

吉 富 町 吉富 6,588 4,372 163 2,471 66.4% 56.5% 単

築 上 町 椎田・築城 16,618 5,693 160 4,628 34.3% 81.3% 単 特

小 計 （２０町） 491,835 399,581 8,591 371,155 81.2% 92.9% 8 13 3

４　　その他市町村　（下水道事業未実施）
小 計 （２市９町２村） 186,150

県総計 （２９市２９町２村） 5,080,773 4,285,375 71,828 4,133,829 84.3% 96.5% 22 27 13
　【政令市除く】 2,570,111 1,780,341 38,000 1,636,634 69.3% 91.9% 20 26 11

注２）処理場名において、（　）は流域処理場、備考の<　>は他市町の処理場。
注３）種別とは次のとおり。　（単公）：単独公共下水道 、 （流関）：流域関連公共下水道 、 （特環）：特定環境保全公共下水道

注４）備考の［ ］は流域下水道名。

種別

単
公

流
関

特
環

3　　町　（下水道事業実施）　

１　　政令市
皇后崎・新町・日明・北湊・曽根

中部・東部・和白・西部・西戸崎・新西部

２　　一般市　（下水道事業実施）

福間・津屋崎

　［御笠］：御笠川那珂川流域下水道、［多々良］：多々良川流域下水道、［宝満］：宝満川流域下水道、
　［宝満上流］：宝満川上流流域下水道、　［筑中］：筑後川中流右岸流域下水道、
　［遠下］：遠賀川下流流域下水道、［矢部］：矢部川流域下水道、［遠中］：遠賀川中流流域下水道

三輪中央・（宝満川上流）

(御笠川)（宝満川）（宝満川上流）

注１）行政人口は、令和6年3月末現在の住民基本台帳人口。
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１５　附属機関委員名簿

（１）福岡県都市計画審議会委員（都市計画課）

委 員の 構成
（任命区分）

役 職 名 氏      名

学 識経 験者 会　　長 折 登　  美 紀 福岡大学法学部教授

〃
会長職務
代　　理

吉　武　哲　信 九州工業大学大学院工学研究院教授

〃 委　　員 辰  巳      浩 福岡大学工学部社会デザイン工学科教授

〃 〃 栁　　　繁　彰 福岡県農業会議会長

〃 〃 高　取　千　佳 九州大学芸術工学研究院准教授

〃 〃 吉  田  奈津子 弁護士

〃 〃 廣  瀬    　香 (一社)九州経済連合会総務広報部長

〃 〃 黒　瀬　武　史 九州大学大学院人間環境学研究院教授

関係行政機関
の職員

〃 福　島　秀　生 福岡財務支局長

〃 〃 緒　方　和　之 九州農政局長

〃 〃 星　野　光　明 九州経済産業局長

〃 〃 原　田　修　吾 九州運輸局長

〃 〃 森　田　康　夫 九州地方整備局長

〃 〃 住　友　一　仁 福岡県警察本部長

市町村の長の
代表

〃 髙　島　宗一郎 福岡市長

〃 〃 武　内　和　久 北九州市長

〃 〃 林　　　裕　二 朝倉市長

〃 〃 美　浦　喜　明 水巻町長

県 議会 議員 〃 松　本　國　寛 福岡県議会議員

〃 〃 板　橋　　　聡 　　　〃

〃 〃 大　島　道　人 　　　〃

〃 〃 浦　　　伊三夫 　　　〃

〃 〃 佐　々　木　允 　　　〃

〃 〃 室　屋　美　香 　　　〃

〃 〃 永　島　弘　道 　　　〃

市町村議会の
議長の代表

〃 打　越　基　安 福岡県市議会議長会会長

〃 〃 畠　田　勝　廣 福岡県町村議会議長会会長

注）令和７年４月１日現在。臨時委員及び専門委員を除く。

職  業  又  は  職  名
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（２）福岡県景観審議会委員（都市計画課）

委 員の 構成
（任命区分）

役 職 名 氏      名

景 観 計 画 会　　長 清須美　匡　洋 九州大学名誉教授

県 議会 議員 委　  員 井　上　忠　敏 福岡県議会議員

〃 〃 西　尾　耕　治 　　　〃

都 市 計 画 〃 長　　　聡　子 西日本工業大学デザイン学部准教授

建 築 〃 岡　田　知　子 西日本工業大学名誉教授

緑 化 〃 高　取　千　佳 九州大学大学院芸術工学研究院准教授

商 業 経 済 〃 大　方　優　子 九州産業大学地域共創学部教授

屋 外広 告物 〃 中　尾　伸　一 福岡県広告美術協同組合連合会会長

土 木 〃 山　下　三　平 九州産業大学建築都市工学部教授

農 業 〃 田　中　博　文 福岡県農業会議会長

法 律 〃 榮　　　京　子 弁護士

快 適 環 境 〃 池　田　美奈子 九州大学大学院芸術工学研究院准教授

環境色彩計画 〃 澤　　　一　寛 (株)日本ｶﾗｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰ研究所代表取締役

注）令和７年４月１日現在

（３）福岡県開発審査会委員（開発・盛土指導課）

委 員の 構成
（任命区分）

役 職 名 氏      名

建 築 会    長 乗　松　昭一郎 元福岡県建築都市部次長

行 政 会長代理 山　田　好　広 日本乾溜工業株式会社本店営業部参与

法 律 委    員 牛　島　加　代 弁護士

〃 〃 橋　本　聖　美 琉球大学大学院法務研究科准教授

都 市 計 画 〃 大　森　洋　子 久留米工業大学建築・設備工学科教授

公 衆 衛 生 〃 小　野　ミ　ツ 日本赤十字九州国際看護大学特任教授

注）令和７年４月１日現在

職  業  又  は  職  名

三　原　高　志〃経    　　済

職  業  又  は  職  名

福岡県農業会議副会長
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（４）福岡県建設工事紛争審査会委員（建築指導課）

委 員の 構成 役 職 名 氏      名

学 識経 験者 会    長 服　部　博　之 弁護士

〃 委    員 奥　田　竜　子 弁護士

〃 〃 中　村　匠　吾 弁護士

〃 〃 福　山　岳　彦 （一社）福岡県建設業協会理事

〃 〃 平　位　直　子 弁護士

〃 〃 重　岡　昌　伸 福岡県建設業協同組合理事長

〃 〃 上　村　公仁隆 （公社）福岡県建築士会常務理事

〃 〃 西　　　洋　一 （一社）福岡県建築士事務所協会会長

〃 〃 松　尾　浩　充 福岡県管工事業協同組合連合会副会長

〃 〃 鈴　木　正　剛 （一社）福岡県土木組合連合会理事

〃 〃 堀　内　重　夫 福岡県建設関連産業協議会理事

注）令和７年４月１日現在

（５）福岡県建築士審査会委員（建築指導課）

委 員の 構成
（任命区分）

役 職 名 氏      名

建 築 士 会    長 鮎　川　　　透 (公社)福岡県建築士会会長 

〃 委　　員 乗　松　昭一郎 元福岡県建築都市部次長

〃 〃 藤　田　ゆか里 (株)藤田建築設計室代表取締役

〃 〃 萩　島　　　理 九州大学大学院総合理工学研究院教授

〃 〃 福　山　岳　彦 (一社)福岡県建設業協会理事

〃 〃 松　山　将　勝 (公社)日本建築家協会九州支部

学 識経 験者 〃 𠮷　原　育　子 弁護士

注）令和７年４月１日現在

職  業  又  は  職  名

職  業  又  は  職  名
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（６）福岡県建築審査会委員（建築指導課）

委 員の 構成
（任命区分）

役 職 名 氏      名

建 築 会    長 小　路　芳　晴 元福岡県建築都市部部長

〃 委    員 乗　松　昭一郎 元福岡県建築都市部次長

〃 〃 林　　　カヅ子 （一社）福岡県建築士事務所協会副会長

行 政 〃 渡　邉　勝　将 福岡県議会議員

都 市 計 画 〃 長　　　聡　子 西日本工業大学准教授

法 律 〃 鳥　居　玲　子 弁護士

公 衆 衛 生 〃 田　中　昭　代
九州大学プラズマナノ界面工学センター
特任講師

注）令和７年４月１日現在

（７）福岡県県営住宅管理審議会委員（県営住宅課）

委 員の 構成
（任命区分）

役 職 名 氏      名

学 識経 験者 会　　長 江　藤　秀　之 福岡県議会議員

〃 会長代行 山　本　耕　一 　　　〃

〃 委　　員 原　口　剣　生 　　　〃

〃 〃 林　　泰　輔 　　　〃

〃 〃 横　尾　政　則 　　　〃

〃 〃 坪　田　　晋 　　　〃

〃 〃 服　部　博　之 弁護士

〃 〃 志　賀　　勉 九州大学大学院人間環境学研究院准教授

〃 〃 廣　田　久美子 福岡県立大学人間社会学部准教授

関係行政機関
の職員

〃 田　中　克　尚 保健医療介護部長

〃 〃 福　田　邦　裕 福祉労働部長

注）令和７年４月１日現在

職  業  又  は  職  名

職  業  又  は  職  名
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１６　　建築都市部と関係のある団体名簿 （令和７年４月１日現在）

区　分 名　　　　　称

都市計画課 － 福岡県都市計画協会 812-8577 福岡市博多区東公園７－７　都市計画課内 643-3711 会　 長　　髙島 宗一郎 正51　　   賛助１
公益社団法人 日本都市計画学会九州支部 802-8577 北九州市小倉南区北方4-2-1　北九州市立大学地域戦略研究所内 (093)964-4019 支部長　　内田　晃 個人約300 賛助13

建築指導課 公益社団法人 福岡県宅地建物取引業協会 812-0054 福岡市東区馬出１丁目13-10　福岡県不動産会館内 631-1717 会　 長　　三好　孝一 5,594
公益社団法人 全日本不動産協会福岡県本部 812-0035 福岡市博多区中呉服町１番25-1号 409-1161 本部長　　伊藤　明 1,032

組　　　合 福岡県建設業協同組合 812-0053 福岡市東区箱崎１丁目1-1 641-5060 理事長　　重岡　昌伸 186
一般社団法人 福岡県建設業協会 812-0013 福岡市博多区博多駅東３丁目14-18　福岡建設会館 477-6731 会　 長　　松山　孝義 105
一般社団法人 九州住宅産業協会 812-0011 福岡市博多区博多駅前２丁目11-16　第２大西ビル 472-7419 理事長　　橋本　大輔 152
公益社団法人 福岡県建築士会 812-0013 福岡市博多区博多駅東３丁目14-18　福岡建設会館 441-1867 会　 長　　鮎川　透 1,871
一般社団法人 日本建築学会九州支部 810-0001 福岡市中央区天神４－７－１１ クレアビル5F 406-2416 支部長　　趙　世晨 57団体
公益社団法人 日本建築家協会九州支部 810-0022 福岡市中央区薬院１丁目４－８　あづまビル２Ｆ 761-5267 支部長　　佐々木　寿久 265
一般社団法人 福岡県建築士事務所協会 812-0013 福岡市博多区博多駅東３丁目14-18　福岡建設会館 473-7673 会　 長　　西　洋一 475
一般財団法人 建材試験センター福岡試験室 811-2115 糟屋郡須恵町大字佐谷９２６番地 622-6365 室　 長　　村川　修 -
公益財団法人 建築技術教育普及センター九州支部 812-0013 福岡市博多区博多駅東２丁目８－10　TOFUKU３ 471-6310 支部長　　菊地　成朋 -
一般社団法人 福岡県建設専門工事業団体連合会 810-0022 福岡市中央区薬院１丁目６－５　ホワイティ薬院506号 406-6776 会　 長　　杉山　秀彦 7団体

公園街路課 公益社団法人 福岡県造園協会 812-0046 福岡市博多区吉塚本町13－50  吉塚合同庁舎６F　 632-3282 理事長　　三浦　義孝 100団体

下水道課 公益財団法人 福岡県下水道管理センター 812-0893 福岡市博多区那珂４丁目５－１ 451-4944 理事長　　白岩　正憲 -

住宅計画課 － 福岡県住宅供給公社 810-8538 福岡市中央区天神５丁目３－１　須崎ビル 781-8010 理事長　　永山　慎治 -
一般財団法人 福岡県建築住宅センター 810-0001 福岡市中央区天神１丁目１－１　アクロス福岡３Ｆ 781-5169 理事長　　中尾　良教 -

　

住宅計画課 一般社団法人 プレハブ建築協会九州支部 810-0002 福岡市中央区西中洲12番25号　岩崎ビル５Ｆ 716-3930 支部長　　岡本　亨治 12

県営住宅課 組　　　合 福岡中小建設業協同組合 812-0068 福岡市東区社領１丁目２－９ 621-7035 理事長　　大里　博之 20

営繕設備課 一般社団法人 公共建築協会 104-0033 東京都中央区新川１－２４－８　東熱新川ビル６Ｆ (03)3523-0381 会　 長　　藤田　伊織 728
一般財団法人 建築コスト管理システム研究所 105-0003 東京都港区西新橋３－２５－３３　フロンティア御成門ビル５Ｆ (03)3434-1530 理事長　　春田　浩司 -
公益社団法人 日本建築積算協会九州支部 812-0013 福岡市博多区博多駅東２丁目９－５　池松ビル５Ｆ 451-0859 支部長　　小山田 英弘 564
一般社団法人 福岡県防水工事業協会 810-0073 福岡市中央区舞鶴１丁目２－８　セントラルビル２Ｆ 713-5263 会　 長　　永堀　直宏 正18　準5　特20
一般社団法人 福岡県解体工事業協会 815-0033 福岡市南区大橋２丁目１５－９－１０４  ロワールマンション大橋７ 552-6851 会 　長　　妹尾　晃 118
一般社団法人 日本塗装工業会福岡県支部 812-0013 福岡市博多区博多駅東１－１１－１５　博多駅東口ビル４０６ 441-6341 支部長　　諏訪下　司 96

組　　　合 福岡県左官業組合連合会 814-0121 福岡市城南区神松寺２丁目11－18 407-4593 会　 長　　美藤　稔和 182

組　　　合 九州建設インテリア事業協同組合 812-0011 福岡市博多区博多駅前４丁目1３-２７　グランドハイツ博多３０７ 472-2980 理事長　　原田　兼光 27
公益財団法人 福岡市施設整備公社 810-0072 福岡市中央区長浜３丁目１１－３　市場会館４階 738-7220 理事長　　竹下　和宏 -

組　　　合 福岡県管工事業協同組合連合会 810-0016 福岡市中央区平和３丁目20-10 531-3066 会　 長　　藤　   成德 437

－ 福岡県電設協力会 810-0022 福岡市中央区薬院１丁目14－８　Ｋ．Ｋ平和電興 771-6161 会　 長　　楢原　俊成 255

代 表 者 氏 名 会　員　数主管課
団　　　　体　　　　名

所　　　　　　在　　　　　　地 電話番号

-
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